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Ⅲ 申請書の記入 
１ 経営規模等評価申請書・総合評定値請求書 

 
様式第二十五号の十一（第十九条の七、第二十条、第二十一条の二関係）

建設業法第27条の26第２項の規定により、経営規模等評価の申請をします。

建設業法第27条の28の規定により、経営規模等評価の再審査の申立をします。

建設業法第27条の29第１項の規定により、総合評定値の請求をします。

この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

申請者

行政庁側記入欄 土木事務所コード整理番号

許可年月日

許可年月日

資本金額又は出資総額 法人番号

1.法人

2.個人

1.一般

2.特定
）（

解

（用紙Ａ４）

２ ０ ０ ０ １

経 営 規 模 等 評 価 申 請 書
経営規模等評価再審査申立
総 合 評 定 値 請 求 書

令和　　　年　　　月　　　日　　　　　　　　

地方整備局長

北海道開発局長

知事 殿 印

項 番 請求年月日
3 5 9 10 15 20

申 請 年 月 日 ０ １ 令和 年 月 日 令和 年 月 日

3 5 10 11 15

－

申 請 時 の
許 可 番 号

０ ２
大臣

コード
国土交通大臣

許可（
般

－ ）第 号 令和 年 月 日
知事 知事 特

3 5 10 11 15

前 回 の 申 請 時 の
許 可 番 号

０ ３
大臣

コード
国土交通大臣

許可（
般

－ ）第 月号 令和 日
知事 知事 特

3 5

年

月審 査 基 準 日 ０ ４ 令和 日

3

申 請 等 の 区 分 ０ ５

年

5

処 理 の 区 分 ０ ６

法 人 又 は 個 人 の 別 ０ ７

3

3 4

,,
（ ）

3 5 10 15

,
20

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

０ ８

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

商 号 又 は 名 称 ０ ９

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

代表者又は個人の氏名
の フ リ ガ ナ

１ ０

3 5 10

代 表 者 又 は
個 人 の 氏 名

１ １

3 5

主たる営業所の所在地
市 区 町 村 コ ー ド

１ ２

3 5 10 15 20

主たる営業所の所在地 １ ３

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

郵 便 番 号 １ ４ － 電 話 番 号

土 建 大 左 と 石 屋 電 機管 タ 鋼 筋 舗しゆ 通 園 井 具 水板 ガ 塗 防 内 消 清

3 5 10 15 20 25 30

絶

許 可 を 受 け て い る
建 設 業

１ ５

3 5 10 15 20 25 30

経 営 規 模 等 評 価 等
対 象 建 設 業

１ ６

5 10

（千円）

14 15 20 25

不要なものは消す 

1 4 

記入しない 

神 奈
良 

川 太 郎 

カ ナ
良 

ガ ワ タ ロ ウ 

（ ） 株 神 奈
良 

川 ア ― 

カ ナ
良 

ガ ワ ア ― バ 

１ １ １ 2 

9 9 9 

姓と名は１カラム空ける 

１ 4 1 0 4 

日 本 大 通 １ － ２ － ３ 申請日時点で許可を受けている

業種に「１」又は「２」を記入 

審査希望業種のみ

「９」を記入 

１ 

0 0 

0 0 0 0 

申請者が法人の場合のみ記入 

ハイフンでつなぐこと 
「１丁目２番３号」としない 

0 4 5 ‐ 1 0  2 ‐ 1 1 1 1 2 3 1 0 0 0 2 1 

0 6 0 3 3 1 
原則、直前の事業年度を記載 

複数の許可年月日を有する場合

は、申請時点で有効な最も古い

許可年月日を記入 

国税庁から通知された法人番号を記載 

日 

様式第二十五号の十四 

〒231-0021 横浜市中区日本大通１－２－３ 

（株）神奈川アーバンプランニング 

代表取締役 神奈川 太郎 

ン プ ラ
ン 

ン 
ン

ニ 
ン

ン グ 

バ ン プ ラ
ン 

ン 
ン

ニ 
ン

ン グ 

１ 

神奈川県 

神奈川県 

2 

01 04 6 06 0 2 1  3 4 5 

 

 

0 

項 番

07 ～

15 は

申請日

時点の

情報を

記入 
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審査対象

1.基準決算

2.２期平均

経営状況分析を受けた機関の名称

工事種類別完成工事高、工事種類別元請完成工事高については別紙一による。

技術職員名簿については別紙二による。

その他の審査項目（社会性等）については別紙三による。

経営規模等評価の再審査の申立を行う者については、次に記入すること。次に記載すること。

連絡先

所属等

ファックス番号

項 番
3 5 10 13

自 己 資 本 額 １ ７
, , ,

（千円） ( ) 基 準 決 算 (千円)

’ ’ ’

直 前 の

審査基準日
(千円)

’ ’ ’

3 5 10

利 益 額
（ ２ 期 平 均 ）

１ ８
, , ,

（千円）
利益額（利払前税引前償却前利益）

= 営業利益+減価償却実施額

審 査 対 象 事 業 年 度 審査対象事業年度の前審査対象事業年度

営 業 利 益 (千円) 営 業 利 益 (千円)

’ ’ ’ ’ ’ ’

(千円)
減 価 償 却
実 施 額

(千円)
減 価 償 却
実 施 額

’ ’ ’ ’ ’

技 術 職 員 数 １ ９

’

（人）

3 5

3 5

,

審　　査　　結　　果　　の　　通　　知　　番　　号 審　　査　　結　　果　　の　　通　　知　　の　　年　　月　　日

登 録 経 営 状 況
分 析 機 関 番 号

２ ０

第　　　　　　　　号 令和　　　年　　　月　　　日

再　　審　　査　　を　　求　　め　　る　　事　　項 再　　審　　査　　を　　求　　め　　る　　理　　由

氏名 電話番号

 

一般財団法人 横浜状況分析センター 

045-210-1111 

045-210-1112 

神奈川 二郎 営業第一課 

申請書を作成した方及び申請の内容に関

する質問に応答できる方の連絡先を記入 

2 2 8 4 5 

6 7 5 3 2 

‐5 6 3 0 1 

1 1 0 0 

0 0 9 

0 0 

0 0 

3 3 

7 2 

0 0 0 4 

8 

9 8 7 6 5 0 

基準決算：経営状況分析結果通知書の自己資本に一致 
※連結決算の場合は申請会社単独の自己資本 
２期平均：基準決算と直前審査基準日の自己資本の２期平均 

２期平均を選択する場合のみ記入 

利益額の２期平均を記入 

技術職員名簿の人数と一致 

決算期が 12 カ月に満たない場合等の利益額は、余白に按分式も記入 

経営状況分析結果通知書に記載のある営業利益・減価償却実施額を記入 

「経営状況分析結果通知書」右上の登録番号を記入 
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決算期を変更した場合の利益額（利払前税引前償却前利益）の記入例 

○決算期を変更した場合 

決算期を変更したため、審査基準日を含む決算期間が 12 か月に満たない場合は、その

前期の営業利益及び減価償却実施額と審査基準日を含む決算期の営業利益及び減価償却実

施額を合わせて 24 か月になるように按分します。  

計算過程については、必ず余白に記載をしてください。 

（例）審査対象事業年度に決算期変更を行った場合 

審査基準日  令和 6年 3月 31 日 

                       営業利益      減価償却実施額 

令和 5年 10 月～令和 6年 3月（ 6 か月）  2,300,000 円、     2,000,000 円 

令和 4年 10 月～令和 5年 9月（12 か月）  2,000,000 円、     1,400,000 円 

令和 3年 10 月～令和 4年 9月（12 か月）     200,000 円、       400,000 円 

営 業 利 益

（千円）

3 5 10

,
0

,
0

利 益 額
（ ２ 期 平 均 ）

’

審 査 対 象 事 業 年 度

4
,

審査対象事業年度の前審査対象事業年度

0 0 (千円)
減 価 償 却
実 施 額

’ ’

9

’’ ’

3 3 0 0 (千円)

2 (千円)0 0

0 0

7

(千円) 営 業 利 益 11
’

減 価 償 却
実 施 額

’

’’ ’ ’

1 8
= 営業利益+減価償却実施額

利益額（利払前税引前償却前利益）
0

令和5年10月～令和6年3月 ２，３００×６/６＋
令和5年4月～令和5年9月 ２，０００×６/１２＝３，３００

令和4年10月～令和5年3月 ２，０００×６/１２＋
令和4年4月～令和4年9月 ２００×６/１２＝１，１００

令和5年10月～令和6年3月 ２，０００×６/６＋
令和5年4月～令和5年9月 １，４００×６/１２＝２，７００

令和4年10月～令和5年3月 １，４００×６/１２＋
令和4年4月～令和4年9月 ４００×６/１２＝９００

 

（例）審査対象事業年度の前事業年度に決算期変更を行った場合 

審査基準日  令和 6年 3月 31 日 

                       営業利益      減価償却実施額 

令和 5年  4 月～令和 6年 3月（12 か月）  3,300,000 円、      2,700,000 円 

令和 4年 10 月～令和 5年 3月（ 6 か月）    1,000,000 円、       700,000 円 

令和 3年 10 月～令和 4年 9月（12 か月）      200,000 円、       400,000 円 

1 8
= 営業利益+減価償却実施額

利益額（利払前税引前償却前利益）
0

’

減 価 償 却
実 施 額

’

’’ ’ ’

7

(千円) 営 業 利 益 110 0 (千円)

2 (千円)0 0

0 0
’ ’

3 3

’ ’

9

’

審査対象事業年度の前 審査対象事業 年度

0 0 (千円)
減 価 償 却
実 施 額

利 益 額
（ ２ 期 平 均 ）

’

審 査 対 象 事 業 年 度

4
,

営 業 利 益

（千円）

3 5 10

,
0

,
0

令和4年10月～令和5年3月 １，０００×６/６＋
令和4年4月～令和4年9月 ２００×６/１２＝１，１００

令和4年10月～令和5年3月 ７００×６/６＋
令和4年4月～令和4年9月 ４００×６/１２＝９００
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「経営規模等評価申請書・総合評定値請求書（20001帳票）」記入上の注意点及び記入方法 

項番０１ 行政庁側記入欄 記入しない。 

項番０２ 申請時の許可番号 
・大臣・知事コード：知事許可業者「14」を記入 

・許可番号：右詰で記入し、余白は「0」を記入 

項番０３ 前回の申請時の許可番号 

許可換え等で許可番号が変わった場合のみ記入 

また、更新による許可年度の変更、般・特の変更等の

場合には記入しない。 

項番０４ 審査基準日 
原則として申請日の直前の事業年度の終了日（決算日）

を記入 

項番０５ 申請等の区分 
申請区分コード表（P22）の分類に従い、該当するコー

ドを記入 

項番０６ 処理の区分 

・処理区分の左欄：処理区分コード表１（P22）の分類

に従い、該当するコードを記入 

・処理区分の右欄：処理区分コード表２（P23）の分類

に従い、該当する場合のみコードを記入 

項番０７ 

資本金額又は出資総額 

・株式会社にあっては資本金額を、それ以外の法人に

あっては出資総額を記入（個人の場合は空欄） 

・連結決算の場合は申請会社単独の資本金を記入 

法人又は個人の別 法人：「１」 個人：「２」を記入 

法人番号 13桁の法人番号を記入（個人の場合は空欄） 

項番０８ 商号又は名称のフリガナ 

カタカナで記入し、濁音、半濁音を表す文字は、ギの

ように、１文字として記入。また、法人の種類を表す

文字（㈱など）のフリガナは記入しない。 

項番０９ 商号又は名称 

法人の種類を表す文字は下記の略号で記入 

 株式会社＝(株)  特例有限会社＝(有) 

 合資会社＝(資)  合名会社＝(名) 

 合同会社＝(合)  協業組合＝(業) 

 企業組合＝(企)  協同組合＝(同) 

括弧は１文字として記入 

項番１０ 
代表者又は個人の氏名の 

フリガナ 

カタカナで記入し、濁音、半濁音を表す文字は、ギの

ように、１文字として記入 

姓と名の間は１カラム空けて記入 

項番１１ 代表者又は個人の氏名 姓と名の間は１カラム空けて記入 

項番１２ 
主たる営業所の所在地 

市区町村コード 
市区町村コード表（P24）の該当するコードを記入 

項番１３ 主たる営業所の所在地 

項番12によって表される市区町村名に続くところか

ら記入 

「丁目」「番」「号」は「－」（ハイフン）でつなぐ。 

項番１４ 電話番号 

市外局番、局番、及び番号をそれぞれ「－」（ハイフン）

でつなぐ。 
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項番１５ 許可を受けている建設業 
申請時において有している建設業許可について 

一般建設業：「１」 特定建設業：「２」を記入 

項番１６ 
経営規模等評価等対象 

建設業 

許可を受けている建設業の中から、審査を希望する業

種のみ「９」を記入 

項番１７ 

自己資本額 

審査基準日の自己資本額または２期平均した自己資本

の額を記入（選択は任意） 

・基準決算を選択した場合 

 →経営状況分析結果通知書の自己資本と一致 

・２期平均を選択した場合 

 →項番１７「自己資本額」右側の表に審査基準日時

点の自己資本額と、その前期の審査基準日時点の

自己資本額をそれぞれ記入 

２期平均した自己資本の額（千円未満の端数は切り捨て） 

 ＝（決算日の自己資本額＋前期決算日の自己資本額）÷２ 

項番１８ 

利益額（２期平均） 

審査対象事業年度における利益額及び審査対象事業年

度の前審査対象事業年度における利益額の平均の額を

記入 

・利益額＝営業利益＋減価償却実施額 

・表内のカラムには、審査対象事業年度及び審査対象

事業年度の前審査対象事業年度における営業利益の

額及び減価償却実施額をそれぞれ記入 

・経営状況分析結果通知書に参考値として記載されて

いる当期・前期の数値を記入（連結決算の会社や、

決算期変更、合併・会社分割等を行った場合を除く）。 

２期平均した利益額（千円未満の端数は切り捨て） 

 ＝（審査対象事業年度の営業利益及び減価償却実施額＋ 

  審査対象事業年度の前審査対象事業年度の営業利益及び減価償却実施額）÷２ 

項番１９ 技術職員数 
技術職員名簿に記載した、審査基準日時点の技術職員

数を記載 

項番２０ 
登録経営状況分析機関 

番号 

経営状況分析を受けた登録経営状況分析機関の登録番

号を記入 

 

評点の激変緩和措置について 
 
①年間平均完成工事高・年間平均元請完成

工事高については、２年平均か３年平均 
②自己資本額については、基準決算か２期

平均をそれぞれ選択できます。 
これらの選択については、申請者の任

意であり、どのような組み合わせでも結

構です。ただし、業種ごとに異なる区分

は選択できません 
 

年間平均完成工事高

年間平均元請完成工事高

 
自己資本額 

２年平均 
    

基準決算 
 

  

３年平均 ２期平均  

 
上図のとおり４種類の組み合わせがあります。 
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申請区分コード表 

コード 申 請 等 の 種 類 

1 経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求 

2 経営規模等評価の申請 

3 総合評定値の請求 

4 経営規模等評価の再審査の申立及び総合評定値の請求 

5 経営規模等評価の再審査の申立 

 

 

処理区分コード表１ 

コード 処 理 の 種 類 

00 

 12 か月ごとに決算を完結した場合 

（例）令和７年 ４月 １日から令和８年 ３月31日までの事業年度について申

請する場合 

01 

 6 か月ごとに決算を完結した場合 

（例）令和７年10月１日から令和８年 ３月31日までの事業年度について申請

する場合 

02 

・商業登記法 （昭和38年法律第125号 ） の規定に基づく組織変更の登記後

最初の事業年度について申請する場合 

・12 か月に満たない期間で終了した事業年度について申請する場合 

（例 1） 合名会社から株式会社への組織変更に伴い令和７年10月１日に当

該組織変更の登記を行った場合で、令和８年 ３月 31日に終了した事業

年度について申請するとき 

（例 2） 申請に係る事業年度の直前の事業年度が令和７年3月31日に終了

した場合で、事業年度の変更により令和７年12月31日に終了した事業

年度について申請するとき 

03 

 事業を承継しない会社の設立後最初の事業年度について申請する場合 

（例）令和７年10月１日に会社を新たに設立した場合で令和８年３月31日に

終了した最初の事業年度について申請するとき 

04 

 事業を承継しない会社の設立後最初の事業年度の終了の日より前の日に

申請する場合 

（例）令和７年 10 月１日に会社を新たに設立した場合で最初の事業年度の

終了の日 （令和８年３月31日） より前の日（令和７年11月１日）に申

請するとき 

 



- 23 - 

処理区分コード表 2 

コード 処 理 の 種 類 

10 
申請者について会社の合併が行われた場合で合併後最初の事業年度の

終了の日を審査基準日として申請するとき 

11 
 申請者について会社の合併が行われた場合で合併期日又は合併登記の

日を審査基準日として申請するとき 

12 
 申請者について建設業に係る事業の譲渡が行われた場合で譲渡後最初

の事業年度の終了の日を審査基準日として申請するとき 

13 

申請者について建設業に係る事業の譲渡が行われた場合で譲受人であ

る法人の設立登記日又は事業の譲渡により新たな経営実態が備わったと

認められる日を審査基準日として申請するとき 

14 

 申請者について会社更生手続開始の申立て、民事再生手続開始の申立て

又は特定調停手続開始の申立てが行われた場合で会社更生手続開始決定

日、会社更生計画認可日、会社更生手続開始決定日から会社更生計画認可

日までの間に決算日が到来した場合の当該決算日、民事再生手続開始決定

日、民事再生手続開始決定日から民事再生計画認可日までの間に決算日が

到来した場合の当該決算日又は特定調停手続開始申立日から調停条項受

諾日までの間に決算日が到来した場合の当該決算日を審査基準日として

申請するとき 

15 
 申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、外国建設業者の属する

企業集団に属するものとして認定を受けて申請する場合 

16 

 申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、その属する企業集団を

構成する建設業者の相互の機能分担が相当程度なされているものとして

認定を受けて申請する場合 

17 

申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、建設業者である子会社

の発行済株式の全てを保有する親会社と当該子会社からなる企業集団に

属するものとして認定を受けて申請する場合 

18 
 申請者について会社分割が行われた場合で分割後最初の事業年度の終

了の日を審査基準日として申請するとき 

19 
 申請者について会社分割が行われた場合で分割期日又は分割登記の日

を審査基準日として申請するとき 

20 
 申請者について事業を承継しない会社の設立後最初の事業年度の終了

の日より前の日に申請する場合 

21 
申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、一定の企業集団に属す

る建設業者（連結子会社）として認定を受けて申請する場合 

22 
 申請者が国土交通大臣の定めるところにより、その子会社について認定

を受けて申請する場合 
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市区町村コード表 

14101 横浜市鶴見区 14133 川崎市中原区 14214 伊勢原市 

14102 横浜市神奈川区 14134 川崎市高津区 14215 海老名市 

14103 横浜市西区 14135 川崎市多摩区 14216 座間市 

14104 横浜市中区 14136 川崎市宮前区 14217 南足柄市 

14105 横浜市南区 14137 川崎市麻生区 14218 綾瀬市 

14106 横浜市保土ヶ谷区 14151 相模原市緑区 14301 三浦郡葉山町 

14107 横浜市磯子区 14152 相模原市中央区 14321 高座郡寒川町 

14108 横浜市金沢区 14153 相模原市南区 14341 中郡大磯町 

14109 横浜市港北区 14201 横須賀市 14342 中郡二宮町 

14110 横浜市戸塚区 14203 平塚市 14361 足柄上郡中井町 

14111 横浜市港南区 14204 鎌倉市 14362 足柄上郡大井町 

14112 横浜市旭区 14205 藤沢市 14363 足柄上郡松田町 

14113 横浜市緑区 14206 小田原市 14364 足柄上郡山北町 

14114 横浜市瀬谷区 14207 茅ヶ崎市 14366 足柄上郡開成町 

14115 横浜市栄区 14208 逗子市 14382 足柄下郡箱根町 

14116 横浜市泉区 14210 三浦市 14383 足柄下郡真鶴町 

14117 横浜市青葉区 14211 秦野市 14384 足柄下郡湯河原町 

14118 横浜市都筑区 14212 厚木市 14401 愛甲郡愛川町 

14131 川崎市川崎区 14213 大和市 14402 愛甲郡清川村 

14132 川崎市幸区  

 
   

 

国土交通大臣・都道府県知事コード表 

00 国土交通大臣 12 千葉県知事 24 三重県知事 36 徳島県知事 

01 北海道知事 13 東京都知事 25 滋賀県知事 37 香川県知事 

02 青森県知事 14 神奈川県知事 26 京都府知事 38 愛媛県知事 

03 岩手県知事 15 新潟県知事 27 大阪府知事 39 高知県知事 

04 宮城県知事 16 富山県知事 28 兵庫県知事 40 福岡県知事 

05 秋田県知事 17 石川県知事 29 奈良県知事 41 佐賀県知事 

06 山形県知事 18 福井県知事 30 和歌山県知事 42 長崎県知事 

07 福島県知事 19 山梨県知事 31 鳥取県知事 43 熊本県知事 

08 茨城県知事 20 長野県知事 32 島根県知事 44 大分県知事 

09 栃木県知事 21 岐阜県知事 33 岡山県知事 45 宮崎県知事 

10 群馬県知事 22 静岡県知事 34 広島県知事 46 鹿児島県知事 

11 埼玉県知事 23 愛知県知事 35 山口県知事 47 沖縄県知事 
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２ 工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高 

別紙一

1.2年平均
2.3年平均

（千円） （千円） （千円） （千円）

工 事 種 類 別 完 成 工 事 高
工 事 種 類 別 元 請 完 成 工 事 高

審査対象事業年度
審査対象事業年度の前審査対象事業年度又は
前審査対象事業年度及び前々審査対象事業年度

（用紙Ａ４）

２ ０ ０ ０ ２

計算基準の区分

項 番 3 5 7 9 10 11

３ １ 自 年 月 至

17 1913 15

自 年年 月 年月 至 ）

審査対象事 業年 度の
前審査対象 事業 年度

    年    月～    年    月

審査対象事 業年 度の
前々審査対象事業年度

    年    月～    年    月

月 （

（千円） 完 成 工 事 高（千円） 元 請 完 成工 事高
業 種
コード

完 成 工 事 高（千円） 元 請 完 成工 事高 （千円）

3 5 6 10 15 16 20 25 26

３ ２

4530 35 36 40

,, , ,, , , , , , , ,

審 査 対 象 事 業

年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表
審 査 対 象 事 業

年 度 の 前 審 査

対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業

年 度 の 前 審 査

対 象 事 業 年 度

工事

3 5 6

審 査 対 象 事 業

年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

25 26 30 3510 15 16 20 36 40 45

３ ２
, , ,, , , , , , , ,

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

,

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査

対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業

年 度 の 前 審 査

対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業

年 度 の 前 審 査

対 象 事 業 年 度

工事

3 5 6

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査

対 象 事 業 年 度

25 26 30 3510 15 16 20 36 40 45

３ ２
, , ,, , , , , , , ,

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

,

審 査 対 象 事 業

年度の前々審査

対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業

年 度 の 前 審 査

対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業

年 度 の 前 審 査

対 象 事 業 年 度

工事

3 5 6

審 査 対 象 事 業

年度の前々審査

対 象 事 業 年 度

25 26 30 3510 15 16 20 36 40 45

３ ２
, , ,, , , , , , , ,

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

,

審 査 対 象 事 業

年度の前々審査

対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業

年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業

年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

工事

3 5 10

審 査 対 象 事 業

年度の前々審査

対 象 事 業 年 度

33 3513 15 20 23 25 30 40

３ ３ その他
, , ,, , , , , , , ,

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

,

審 査 対 象 事 業

年度の前々審査

対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査

対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査

対 象 事 業 年 度

その他   工事

3 5 10

審 査 対 象 事 業

年度の前々審査

対 象 事 業 年 度

33 3513 15 20 23 25 30 40

３ ４ 合　計
, , , , ,, ,

契約後ＶＥに係る完成工事高の評価の特例　　　（　1.　有　　2.　無　）

, , , , ,

3 0 2 6 0 0 5 0 4 0 5 0 3 0 3 0 4 

03  4 

04  4 05  3 

04  3 

0 0 1 

1 1 0 

土木一式 

2 4 6 1 7 7 5 6 4 3 5 8 3 1 6 6 5 3 4 1 

52,731 

78,132 

48,731 

74,040 

プレストレスト 

コンクリート構造物 

0 0 0 0 

0 

0 0 

0 

0 5 0 

とび・土工 

コンクリート 

0 5 1 

法面処理 

0 0 0 6 0 5 2 1 0 0 5 7 3 1 0 0 8 4 7 

0 0 0 0 

5,000 

7,000 

0 

2,500 

計算基準の区分「３年

平均」を選択した場合

のみ記入 

計算基準の区分「３年平均」を選択し

た場合や決算期等を変更した場合に

記入（２年平均の場合は記載しない） 

0 

0 

0 

0 

工事経歴書の数字の金額と一致 
（業種間積み上げの場合は付表の金額と一致） 

【項番33】その他工事、【項番34】合

計は、この様式を２枚以上使用する場

合は、この様式の最終項のみに記入 

契約後VEによる縮減変更前の契約額で評価す

る完成工事高の評価の特例の利用の有無につ

いて記入（２枚目以降も記入すること） 
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別紙一

1.2年平均
2.3年平均

（千円） （千円） （千円） （千円）

工 事 種 類 別 完 成 工 事 高
工 事 種 類 別 元 請 完 成 工 事 高

審査対象事業年度
審査対象事業年度の前審査対象事業年度又は
前審査対象事業年度及び前々審査対象事業年度

（用紙Ａ４）

２ ０ ０ ０ ２

計算基準の区分

項 番 3 5 7 9 10 11

３ １ 自 年 月 至

17 1913 15

自 年年 月 年月 至 ）

審査対象事 業年 度の
前審査対象 事業 年度

    年    月～    年    月

審査対象事 業年 度の
前々審査対象事業年度

    年    月～    年    月

月 （

（千円） 完 成 工 事 高（千円） 元 請 完 成工 事高
業 種
コード

完 成 工 事 高（千円） 元 請 完 成工 事高 （千円）

3 5 6 10 15 16 20 25 26

３ ２

4530 35 36 40

,, , ,, , , , , , , ,

審 査 対 象 事 業

年度の前々審査

対 象 事 業 年 度

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表
審 査 対 象 事 業

年 度 の 前 審 査

対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業

年 度 の 前 審 査

対 象 事 業 年 度

工事

3 5 6

審 査 対 象 事 業

年度の前々審査

対 象 事 業 年 度

25 26 30 3510 15 16 20 36 40 45

３ ２
, , ,, , , , , , , ,

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

,

審 査 対 象 事 業

年度の前々審査

対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業

年 度 の 前 審 査

対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業

年 度 の 前 審 査

対 象 事 業 年 度

工事

3 5 6

審 査 対 象 事 業

年度の前々審査

対 象 事 業 年 度

25 26 30 3510 15 16 20 36 40 45

３ ２
, , ,, , , , , , , ,

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

,

審 査 対 象 事 業

年度の前々審査

対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業

年 度 の 前 審 査

対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業

年 度 の 前 審 査

対 象 事 業 年 度

工事

3 5 6

審 査 対 象 事 業

年度の前々審査

対 象 事 業 年 度

25 26 30 3510 15 16 20 36 40 45

３ ２
, , ,, , , , , , , ,

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

,

審 査 対 象 事 業

年度の前々審査

対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業

年 度 の 前 審 査

対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業

年 度 の 前 審 査

対 象 事 業 年 度

工事

3 5 10

審 査 対 象 事 業

年度の前々審査

対 象 事 業 年 度

33 3513 15 20 23 25 30 40

３ ３ その他
, , ,, , , , , , , ,

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

,

審 査 対 象 事 業

年度の前々審査

対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業

年 度 の 前 審 査

対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業

年 度 の 前 審 査

対 象 事 業 年 度

その他   工事

3 5 10

審 査 対 象 事 業

年度の前々審査

対 象 事 業 年 度

33 3513 15 20 23 25 30 40

３ ４ 合　計
, , , , ,, ,

契約後ＶＥに係る完成工事高の評価の特例　　　（　1.　有　　2.　無　）

, , , , ,

２枚目以降は記入しない 

鋼構造物 

鋼橋上部 

1 1 0 

1 1 1 

0 0 0 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 0 

0 

0 0 0 0 

1 3 0 

舗装 

0 0 0 0 

0 

0 0 

0 

8 1 5 1 1 0 5 6 9 6 9 1 1 

0 

0 11,217 

11,819 

１枚に書ききれず、２枚

以上にわたる場合「その

他」及び「合計」はこの

様式の最終項のみに記入 

8 2 9 9 4 6 2 6 5 3 2 1 0 8 0 2 7 3 3 5 1 4 

審査対象建設業以外の建設業に係る建設工

事の完成工事高及び元請完成工事高をそれ

ぞれ記入 

「その他工事」の該当が

ない場合は必ず０を記入 

決算変更届の「直前３年の各事業年度における工事施工金額」

の完成工事高及び元請完成工事高の合計と一致 

☆下記３業種を申請する場合、必ず内訳の工事を記入☆ 

〇土木一式工事⇒プレストレストコンクリート構造物工事 

〇とび・土工・コンクリート工事⇒法面処理工事 

〇鋼構造物工事⇒鋼橋上部工事 
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「工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高（20002帳票）」記入上の注意点及び記入方法 

項番３１ 

事業年度 

・審査対象事業年度（右側）：審査基準日以前12か月の事業年度

を記入 

・審査対象事業年度の前審査対象事業年度又は前審査対象事業

年度及び前々審査対象事業年度（左側）：右側の審査対象事業

年度を除く、前24か月または36か月を記入 

（工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高の記入例

（P25～P26）参照） 

計算基準の区分 

２年平均か３年平均を選択できます（選択は任意）。 

・２年平均：「１」を記入 

・３年平均：「２」を記入 

項番３２ 

業種コード 

審査対象建設業（項番16で選択した業種）について、工事種類

別コード表（P28）の分類に従い、該当するコードを記入 

※ 工事種類別コード表の番号順に記載してください。 

※ 完成工事高及び元請完成工事高の積み上げ（加算）を行っ

た業種については審査対象建設業とならないため、該当の業

種コードを記入することができません。 

完成工事高 

（審査対象事業年度） 

審査対象事業年度の工事種類別完成工事高（12か月分）を記入 

工事実績がない場合も「０」を記入 

元請完成工事高 

（審査対象事業年度） 

審査対象事業年度の工事種類別完成工事高（12か月分）のうち、

発注者から直接請け負った完成工事高（12か月分）を記入 

下請けのみの場合は「０」を記入 

完成工事高 
（審査対象事業年度の前

審査対象事業年度又は前

審査対象事業年度及び

前々審査対象事業年度） 

・２年平均：審査対象事業年度の前年度分の工事種類別完成工

事高（12か月分）を記入 

・３年平均：審査対象事業年度の前年度と前々年度分 

の平均の工事種類別完成工事高（合計24か月分）を記入（千円

未満切り捨て） 

元請完成工事高 
（審査対象事業年度の前

審査対象事業年度又は前

審査対象事業年度及び

前々審査対象事業年度） 

・２年平均：審査対象事業年度の前年度分の工事種類別元請完

成工事高（12か月分）を記入 

・３年平均：審査対象事業年度の前年度と前々年度分 

の平均の工事種類別元請完成工事高（合計24か月分）を記入（千

円未満切り捨て） 

・下記の３業種を申請する場合は、それぞれに対応する内訳の工事を記入 

 完成工事高又は元請完成工事高が「０」であっても、必ずペアで記入してください。 

 それぞれの工事の内訳であるため、合計には含めません。 

・土木一式工事（010）→プレストレストコンクリート構造物工事（011） 

・とび・土工・コンクリート工事（050）→法面処理工事（051） 

・鋼構造物工事（110）→鋼橋上部工事（111） 

項番３３ その他工事 

・審査対象建設業以外の建設業に係る完成工事高及び元請完成

工事高の合計を記入 

・複数の用紙を使用する場合は、最終用紙にのみ記入 

項番３４ 合計 

・項番32と項番33に記入した、完成工事高及び元請完成工事高

の合計を記入 

・複数の用紙を使用する場合は、最終用紙にのみ記入 



- 28 - 

注 意 事 項 

○完成工事高及び元請完成工事高はすべて消費税抜きで記入します。（免税事業者は税込みで記入） 

○千円未満の端数は、すべて切り捨てて計上します。 

○委託業務等の売上は完成工事高に含めることはできません。（詳細はP58を参照） 

○共同企業体（ＪＶ）として施工した工事の完成工事高及び元請完成工事高は、出資比率に応じて

按分した金額又は分担した工事額を完成工事高及び元請完成工事高として計上します。 

〇経営状況分析を連結決算で受審している場合であっても、申請会社単独の完成工事高を記入しま

す。 

○元請として受注した工事を一括下請で他業者に発注した場合は完成工事高に算入できません。 

 

 

工事種類別コード表 

コード 工 事 種 類 コード 工 事 種 類 

010 土 木 一 式 工 事 140 し ゅ ん せ つ 工 事 

011 プレストレストコンクリート構造物工事 150 板 金 工 事 

020 建 築 一 式 工 事 160 ガ ラ ス 工 事 

030 大 工 工 事 170 塗 装 工 事 

040 左 官 工 事 180 防 水 工 事 

050 とび・土工・コンクリート工事 190 内 装 仕 上 工 事 

051 法  面  処  理  工  事 200 機 械 器 具 設 置 工 事 

060 石 工 事 210 熱 絶 縁 工 事 

070 屋 根 工 事 220 電 気 通 信 工 事 

080 電 気 工 事 230 造 園 工 事 

090 管 工 事 240 さ く 井 工 事 

100 タイル・れんが・ブロック工事 250 建 具 工 事 

110 鋼 構 造 物 工 事 260 水 道 施 設 工 事 

111 鋼  橋  上  部  工  事 270 消 防 施 設 工 事 

120 鉄 筋 工 事 280 清 掃 施 設 工 事 

130 ほ 装 工 事 290 解 体 工 事 

 

完成工事高及び元請完成工事高の積み上げ（加算）について 
 

 審査対象建設業が一式工事の場合、許可を持っている専門工事の完成工事高及び元請完成工事高

を、その内容に応じて、一式工事の完成工事高及び元請完成工事高に含めることができます。 

 審査対象建設業が専門工事の場合でも、許可を持っている専門工事の完成工事高及び元請完成工

事高を、その性質に応じて、当該専門工事の完成工事高及び元請完成工事高に含めることができま

す。 

 

なお、積み上げを行った場合、工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高付表 別記様

式第 1 号に内訳を記載し、「工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高（20002 帳票）」の

次頁に添付します。（記入例はP30を参照） 
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積み上げ可能業種一覧 

土木一式工事 

 ・とび・土工・コンクリート工事 
・石工事 
・鋼構造物工事 
・ほ装工事 
・しゅんせつ工事 
・水道施設工事 

建築一式工事 

 ・大工工事 
・左官工事 
・屋根工事 
・タイル・れんが・ブロック工事 
・鉄筋工事 
・板金工事 
・ガラス工事 
・塗装工事 
・防水工事 
・内装仕上工事 
・建具工事 
・解体工事  

以上は一式工事に、専門工事を積み上げる（加算する）場合です。矢印の方向に向かってのみ積

み上げを認めます。なお、右の枠内での積み上げは認められません。 
 

電気工事  電気通信工事 

管工事  水道施設工事 

管工事  熱絶縁工事 

とび・土工・コンクリート工事  造園工事 

とび・土工・コンクリート工事  石工事  
以上は専門工事に、専門工事を積み上げる場合です。矢印の方向に向かって、相互に積み上げを

認めます。 
 
注 意 事 項 

〇完成工事高の振替は申請者が選べます。 
〇振り返える場合は、振替元の業種の全ての完成工事高となります（一部振替はできません）。 
〇完成工事高及び元請完成工事高の積み上げ（加算）を行った業種については、経営規模等評価申請・総合評定値

請求ができないほか、国、地方公共団体等が行う入札参加資格申請もできません。 
※ 経営規模等評価等対象建設業（項番16）において、「９」を記載することができないので、ご注意ください。 
※ 積み上げる業種は審査対象事業年度に合わせてください（前回の経審では積み上げていない場合でも、今回積

み上げる場合は、前期（３期平均の場合は前々期も）の全ての期で積み上げてください）。 
 
（例）土木一式工事の完成工事高及び元請完成工事高にとび・土工・コンクリート工事の完成

工事高及び元請完成工事高を積み上げた場合 
  （土木一式工事 ← とび・土工・コンクリート工事） 
 
土木一式工事  とび・土工・コンクリート工事 
・経営規模等評価申請・総合評定値請求ができます。 
・入札参加資格認定申請ができます。        

 ・経営規模等評価申請・総合評定値請求ができません。

・入札参加資格認定申請ができません。 
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２－２ 工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高付表 

 
（注）申請者のうち一式工事業以外の建設業に係る完成工事高について一式工事業の建

設業に係る完成工事高に加えて申し出ようとする者については、その申出の額をそ

のまま審査対象事業年度ごとに記載すること。 

工事種類別元請完成工事高

付表

経営規模等評価対象建設業に係る
建設工事の完成工事高（積み上げ後）

左に含める完成工事高

様式第１号

申請者

（用紙Ａ４）

工 事 種 類 別 完 成 工 事 高

（審査対象事業年度） 

令和５年４月～令和６年３月 

 

建築一式工事   67,642 千円 

  うち元請   67,642 千円 

 

 

 

（前審査対象事業年度） 

令和４年４月～令和５年３月 

 

建築一式工事   52,731 千円 

  うち元請   48,731 千円 

 

 

 

（前々審査対象事業年度） 

令和３年４月～令和４年３月 

 

建築一式工事   78,132 千円 

  うち元請   74,040 千円 

 

 

 

 

建築一式工事   67,642 千円 

  うち元請   67,642 千円 

 

内装工事       0 千円 

  うち元請     0 千円 

 

 

 

建築一式工事   46,259 千円 

  うち元請   46,259 千円 

 

内装工事      6,472 千円 

  うち元請    2,472 千円 

 

 

 

建築一式工事   65,540 千円 

  うち元請   65,540 千円 

 

内装工事     12,592 千円 

  うち元請    8,500 千円 

(株)神奈川アーバンプランニング 

積み上げをする場合のみ記載し、添付する 

積み上げ後の完成工事高

及び元請完成工事高 

左側の内訳を完成工事高・

元請完成工事高とも記載 

積み上げる業種は、実績がない場合につい

ても「０千円」として記載してください。 
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工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高の記入例 

○12 か月決算の場合 

  （例）計算基準の区分において「2 年平均」を選択した場合 

審査基準日    令和 6 年 3 月 31 日 

                              完成工事高  元請完成工事高 

令和 5 年 4 月～令和 6 年 3 月（12 か月）     5,000,000 円、  3,000,000 円（内） 

令和 4 年 4 月～令和 5 年 3 月（12 か月）     7,000,000 円、  5,000,000 円（内） 

1.2年平均

2.3年平均

（千円） （千円） （千円） （千円）

17 19

審査対象事業年度の前審査対象事業年度又は
前審査対象事業年度及び前々審査対象事業年度

審査対象事業年度 計算基準の区分

13 1510項 番 3 5 7 9

3 1 自 0

11

月 至 0 54 年 0 4 自 0 5 年年 0 3 月 年 00 4 月 至 ）

審 査 対 象 事 業 年 度 の
前 審 査 対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業 年 度 の
前々審査対象事業年度

3 月 1 （0 6

（千円） 完 成 工 事 高（千円） 元 請 完 成 工 事 高
業 種
コード

完 成 工 事 高（千円） 元 請 完 成 工 事 高 （千円）

3 5 6 10 15 16 20 25 26 30 35 36

7 03 2 1 9 0

4540

, ,
5 0 0 0
,

0
,

3 0 05 0 0 0

内装仕上工事

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審査
対 象 事 業 年 度

, ,, , , ,
0 0

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審査
対 象 事 業 年 度

,

年 月

,

月～ 年

 
（例）計算基準の区分において「3 年平均」を選択した場合 

審査基準日    令和 6 年 3 月 31 日 

                              完成工事高   元請完成工事高 

令和 5 年 4 月～令和 6 年 3 月（12 か月）   5,000,000 円、  3,000,000 円（内） 

令和 4 年 4 月～令和 5 年 3 月（12 か月）   7,000,000 円、  5,000,000 円（内） 

令和 3 年 4 月～令和 4 年 3 月（12 か月）   9,000,000 円、  7,000,000 円（内） 

1.2年平均

2.3年平均

（千円） （千円） （千円） （千円）

3 年 4 月～ 4

年 4 月～ 5

,

月

3

年 3

9,000
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審査
対 象 事 業 年 度

月年

7,000

4

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

7,000
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

5,000

内装仕上工事

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審査
対 象 事 業 年 度

, ,, , , ,
0 0 5 0 3 0

,
0 0

,
0 0

,
6 0 0 0
,,

8 0

45

3 2 1 9 0

30 3525 26 36 40

（千円）

3 5 6 10 15 16 20

（千円） 完 成 工 事 高（千円） 元 請 完 成 工 事 高
業 種
コード

完 成 工 事 高（千円） 元 請 完 成 工 事 高

）

審 査 対 象 事 業 年 度 の
前 審 査 対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業 年 度 の
前々審査対象事業年度

3 月 2 （0 6 年 00 4 月 至自 0 5 年年 0 3 月月 至 0 53 年 0 43 1 自 0

17 19

審査対象事業年度の前審査対象事業年度又は
前審査対象事業年度及び前々審査対象事業年度

審査対象事業年度 計算基準の区分

11 13 15項 番 3 5 7 9 10

 
○組織変更を行った場合 

 審査基準日からさかのぼって２年以内又は３年以内に事業の同一性を失うことなく

組織変更を行った沿革を有する者は、当該変更にかかわらず、変更前または変更後を通

じた審査基準日の直前２年又は直前３年の各事業年度における完成工事高及び元請完成

工事高を通算することができます。   （例) 合名会社 ⇒ 株式会社 
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○決算期を変更した場合 

決算期を変更したため、審査基準日を含む決算期間が 12 か月に満たない場合は、そ

の前期（３年平均の場合は前々期）の完成工事高及び元請完成工事高と審査基準日を含

む決算期の完成工事高及び元請完成工事高を合わせて 24 か月(３年平均の場合は 36 か

月)になるように按分します。 

計算過程については、必ず余白に記載をしてください。 

（例）計算基準の区分において「２年平均」を選択した場合 

審査基準日  令和 6 年 4 月 30 日 

                              完成工事高  元請完成工事高 

令和 5 年 10 月～令和 6 年 4 月（ 7 か月）    5,000,000 円、  3,000,000 円（内） 

令和 4 年 10 月～令和 5 年 9 月（12 か月）    7,000,000 円、  5,000,000 円（内） 

令和 3 年 10 月～令和 4 年 9 月（12 か月）    9,000,000 円、  7,000,000 円（内） 

1.2年平均

2.3年平均

（千円） （千円） （千円） （千円）

5,000+7,000×5/12＝7,916 3,000+5,000×5/12＝5,083

17 19

審査対象事業年度の前審査対象事業年度又は
前審査対象事業年度及び前々審査対象事業年度

審査対象事業年度 計算基準の区分

13 1510項 番 3 5 7 9

3 1 自 0

11

月 至 0 54 年 0 5 自 0 5 年年 0 4 月 年 00 5 月 至 ）

審 査 対 象 事 業 年 度 の
前 審 査 対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業 年 度 の
前々審査対象事業年度

4 月 1 （0 6

（千円） 完 成 工 事 高（千円） 元 請 完 成 工 事 高
業 種
コード

完 成 工 事 高（千円） 元 請 完 成 工 事 高 （千円）

3 5 6 10 15 16 20 25 26 30 35 36

7 83 2 1 9 0

4540

, ,
5 8 3 3
,

3
,

5 0 87 9 1 6

内装仕上工事

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審査
対 象 事 業 年 度

, ,, , , ,
3 3

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

7,000×7/12+
9,000×5/12＝7,833

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

5,000×7/12+
7,000×5/12＝5,833

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審査
対 象 事 業 年 度

05年10月～06年04月

05年05月～05年09月

,

04
04

年
10
05

月

,

月～
05
04

年
04
09

 

（例）計算基準の区分において「３年平均」を選択した場合 

審査基準日  令和 6 年 4 月 30 日 

                              完成工事高  元請完成工事高 

令和 5 年 10 月～令和 6 年 4 月（ 7 か月）    5,000,000 円、  3,000,000 円（内） 

令和 4 年 10 月～令和 5 年 9 月（12 か月）    7,000,000 円、  5,000,000 円（内） 

令和 3 年 10 月～令和 4 年 9 月（12 か月）    9,000,000 円、  7,000,000 円（内） 

令和 2 年 10 月～令和 3 年 9 月（12 か月）    8,000,000 円、  6,000,000 円（内） 

1.2年平均

2.3年平均

（千円） （千円） （千円） （千円）

項 番 3 5 7 9 10 17 19

審査対象事業年度の前審査対象事業年度又は
前審査対象事業年度及び前々審査対象事業年度

審査対象事業年度 計算基準の区分

11 13 15

3 年 0 53 1 自 0 年 0 4 月月 至 0 5 00 5 月 至自 0 5 年 ）

審 査 対 象 事 業 年 度 の
前 審 査 対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業 年 度 の
前々審査対象事業年度

4 月 2 （0 6 年

（千円） 完 成 工 事 高（千円） 元 請 完 成 工 事 高
業 種
コード

完 成 工 事 高（千円） 元 請 完 成 工 事 高

36 40

（千円）

3 5 6 10 15 16 20 30 3525 26

8 2

45

3 2 1 9 0
, ,

6 2 0 8
,

8 3
,

1 67 9 5 0
,

内装仕上工事

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審査
対 象 事 業 年 度

, ,, , , ,
0 8

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

7,000×7/12+
9,000×5/12＝7,833

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

5,000×7/12+
7,000×5/12＝5,833

9,000×7/12+
8,000×5/12＝8,583

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審査
対 象 事 業 年 度

05年10月～06年04月

05年05月～05年09月

月年

7,000×7/12+
6,000×5/12＝6,583

04
04

年
10
05

月～
05
04

,

月

04
09

年
04
09

5,000+7,000×5/12＝7,916 3,000+5,000×5/12＝5,083

03
03

年
10
05

月～
04
03
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注 意 事 項 

 企業会計原則では、決算日変更は期間比較を困難ならしめ、利害関係者の判断を誤らし

めることとなるため、「正当な理由」がない限り不可としています（継続性の原則）。決算日変

更を行う場合は、その理由、完成工事高の按分方法などを明確にしておきましょう。 
 

 

 

○新法人設立（決算期未到来） 

(例)令和 6 年 2 月新法人設立（決算期未到来） 

1.2年平均

2.3年平均

（千円） （千円） （千円） （千円）

,

月～ 年

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審査
対 象 事 業 年 度

,

年 月

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

内装仕上工事

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審査
対 象 事 業 年 度

, ,, , , ,
0 0 0

,,
0

,

4540

,

3 2 1 9 0

30 35 36

（千円）

3 5 6 10 15 16 20 25 26

（千円） 完 成 工 事 高（千円） 元 請 完 成 工 事 高
業 種
コード

完 成 工 事 高（千円） 元 請 完 成 工 事 高

）

審 査 対 象 事 業 年 度 の
前 審 査 対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業 年 度 の
前々審査対象事業年度

0 月 1 （0 0 年 00 2 月 至0 6 年年 0 0 月

11

月 至 0 00 年 0 0 自

項 番 3 5 7 9

3 1 自 0

17 19

審査対象事業年度の前審査対象事業年度又は
前審査対象事業年度及び前々審査対象事業年度

審査対象事業年度 計算基準の区分

13 1510

 
 

 

 

○新法人設立（３月決算） 

(例)令和 5 年 5 月新法人設立（決算期到来） 

1.2年平均

2.3年平均

（千円） （千円） （千円） （千円）

,

月～ 年

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審査
対 象 事 業 年 度

,

年 月

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

内装仕上工事

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審査
対 象 事 業 年 度

, ,, , , ,
0 0 0

,,
0

,

4540

,

3 2 1 9 0

30 35 36

（千円）

3 5 6 10 15 16 20 25 26

（千円） 完 成 工 事 高（千円） 元 請 完 成 工 事 高
業 種
コード

完 成 工 事 高（千円） 元 請 完 成 工 事 高

）

審 査 対 象 事 業 年 度 の
前 審 査 対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業 年 度 の
前々審査対象事業年度

3 月 1 （0 6 年 00 5 月 至0 5 年年 0 0 月

11

月 至 0 00 年 0 0 自

項 番 3 5 7 9

3 1 自 0

17 19

審査対象事業年度の前審査対象事業年度又は
前審査対象事業年度及び前々審査対象事業年度

審査対象事業年度 計算基準の区分

13 1510
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３ 技術職員名簿 

別紙二

年 月 日

日

年 月 日

（用紙Ａ４）

２ ０ ０ ０ ５

講
習
受
講

技　術　職　員　名　簿

CPD単位
取得数

頁

通番
業種

コード

有資格
区分

コード

講
習
受
講

項 番 3 5

頁 数 8 １

１ 8 ２

業種
コード

新
規
掲
載
者

氏　　　　　名 生　年　月　日

審査
基準日
現在の
満年齢

有資格
区分

コード

3 5 10

３ 8 ２

２ 8 ２年 月 日

日年 月

8 ２日

５ 8 ２

４ 年 月

年 月 日

8 ２日

７ 8 ２

６ 年 月

年 月 日

8 ２日

９ 8 ２

８ 年 月

年 月 日

10 8 ２年 月 日

12 8 ２

11 8 ２

年 月 日

8 ２日

14 8 ２

13 年 月

年 月 日

8 ２

16 8 ２

15 年 月

年 月 日

8 ２日

18 8 ２

17 年 月

年 月 日

8 ２日

20 8 ２

19 年 月

年 日

8 ２日

22 8 ２

21 年 月

年 日

8 ２日

24 8 ２

23 年 月

年 日

8 ２日

26 8 ２

25 年 月

年 日

8 ２日

28 8 ２

27 年 月

年 日

8 ２日

30 8 ２

29 年 月

年 日

月

月

月

月

月

月

監理技術者資格者証
交付番号

 

0 0 1 

1 1 

2 2 

2 

2 

2 

1 1 

1 1 

1 1 

2 

2 0 

0 

5 0 

5 0 

5 0 

2 0 

0 

2 0 

5 3 1 

5 0 

3 1 

5 0 

0 5 

0 1 

1 0 2 

1 0 2 

0 2 0 

2 1 2 

2 4 1 

1 7 3 

1 3 1 

1 1 4 1 1 4 

1 3 1 

2 

1 1 3 

2 4 1 

1 1 3 

0 2 0 

36 

42 

37 

38 

49 

51 

60 

73 

11112223456 

11114443256 

11113336524 

11115557634 

昭和62  １   １ 

昭和56  ６   ６ 

昭和60  12   21 

昭和60  12   １ 

昭和49  ７   10 

昭和47  ２   22 

昭和38  ８   ８ 

昭和25  10   10 

〇 

〇 

神奈川 一郎 

神奈川 二郎 

神奈川 三郎 

神奈川 太郎 

神奈川 次郎 

神奈川 花子 

神奈川 恵子 

神奈川 四郎 

以下の例は（審査基準日）：令和５年11月30日 

    （申請書提出日）：令和６年４月15日の場合 
当期事業年度開始日（令和５

年12月１日）の直前１年以内

に新規に技術職員となった者

につき、〇印を記入する 

監理技術者資格者証の

交付番号のみを記入 

申請する業種について、次の①～③の全ての要件を満たす場合は「１」

を。それ以外の場合は「２」を記入する。 

①法第15条第２号イに該当する者（１級国家資格者相当）であること 

②監理技術者資格者証の交付を受けていること 

③法第26条の４から６の規定による講習（監理技術者講習）を修了した

日の属する年の翌年から５年以内に審査基準日が含まれていること 

技術職員として申請する業種を

必ず記入 

15 
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「技術職員名簿（20005帳票）」記入上の注意点及び記入方法 

項番

８１ 
頁数 １枚のみでも「００１」と記入 

項番

８２ 

新規掲載者 

審査対象年内に新規に技術職員となった者につき、○印を記入する

こと 

※審査基準日から遡って６か月を超える恒常的な雇用関係がない職

員は名簿に記載することができません。 

審査基準日現在の満年齢 

当該技術職員の審査基準日時点での満年齢を記入すること 

※「年齢計算に関する法律」により出生の日より起算し、誕生日 

前日に加齢する取扱いとなります。 

例）令和５年11月30日においては、 

    生年月日が、 

    ・昭和63年12月１日以前の者は満35歳以上 

    ・昭和63年12月２日以降の者は満35歳未満 

業種コード 
１人につき２業種まで申請可能。 

技術職員として申請する業種を必ず記載（項番16で選択していない

業種は記載不可） 

有資格区分コード 

※申請業種以外の業種に

ついては、資格を有してい

ても、名簿に記載できませ

ん。 

・申請業種に対して複数の資格等を有している場合であっても、有
資格区分コードは１つだけ記入すること 

（例）一級電気工事施工管理技士と第一種電気工事士の資格を有す
る場合は、どちらか一方の資格のみを記載 

・審査基準日において、技術職員有資格区分コード表(Ｐ66～Ｐ70)
に該当する資格について記入 

・審査基準日において資格の要件があることが必要です。 

・実務経験による申請の場合、１業種につき、それぞれの実務経験年
数が必要です。（１０年間の実務経験で２業種なら２０年） 

（実務経験の緩和についてはP72を参照） 
※申請業種以外の業種については、資格を有していても、名簿に記
載することはできません。 

講習受講 

・１級相当の資格（P66～P70の技術職員有資格区分コード表で

「◎」の資格のもの）を有する者が、審査基準日において、監理

技術者資格者証の交付を受けている場合で、かつ国土交通大臣登

録講習を受講している場合は「１」を記入。それ以外は「２」を

記入 

監理技術者資格者証交付番号 監理技術者資格者証の交付番号を記入 

CPD単位取得数 

・「CPD単位取得数」に記載する数値は、以下の算式で算出される数

値を記載 
 審査対象年にCPD認定団体によって ÷ 告示別表第２１に掲げる   ×３０ 

 取得を認定された単位数       CPD認定団体ごとに掲げる数値 

（例１）公益財団法人空気調和・衛生工学会から「２０」単位認定されている場合 

 ２０÷５０×３０＝１２  

（例２）一般財団法人建設業振興基金から「１０」単位認定されている場合 

 １０÷１２×３０＝２５ 

※小数点以下の端数がある場合は、切り捨てます。 

※１人の技術者につき２以上のCPD認定団体によって単位の取得が認

定されている場合は、いずれかの１つの団体のみ記載できます。 

※各技術者のCPD単位の上限は30です。 

※取得単位が「０」の場合は空欄にしてください。 

※P81もご覧ください。 
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業種コード表 

工 事 種 類 コード 工 事 種 類 コード 工 事 種 類 コード 

土木一式工事 01 鋼構造物工事 11 熱絶縁工事 21 
建築一式工事 02 鉄筋工事 12 電気通信工事 22 
大工工事 03 ほ装工事 13 造園工事 23 
左官工事 04 しゅんせつ工事 14 さく井工事 24 
とび・土工・コンクリート工事 05 板金工事 15 建具工事 25 
石工事 06 ガラス工事 16 水道施設工事 26 
屋根工事 07 塗装工事 17 消防施設工事 27 
電気工事 08 防水工事 18 清掃施設工事 28 
管工事 09 内装仕上工事 19 解体工事 29 
タイル・れんが・ブロック工事 10 機械器具設置工事 20 

 

告示別表第２１ 

公益社団法人空気調和・衛生工学会 50 公益社団法人日本建築士会連合会 12 

一般財団法人建設業振興基金 12 公益社団法人日本造園学会 50 

一般社団法人建設コンサルタンツ協会 50 公益社団法人日本都市計画学会 50 

一般社団法人交通工学研究会 50 公益社団法人農業農村工学会 50 

公益社団法人地盤工学会 50 一般社団法人日本建築士事務所協会連合会 12 

公益社団法人森林・自然環境技術教育研究センター 20 公益社団法人日本建築家協会 12 

公益社団法人全国上下水道コンサルタント協会 50 一般社団法人日本建設業連合会 12 

一般社団法人全国測量設計業協会連合会  20 一般社団法人日本建築学会 12 

一般社団法人全国土木施工管理技士会連合会 20 一般社団法人建築設備技術者協会 12 

一般社団法人全日本建設技術協会 25 一般社団法人電気設備学会 12 

土質・地質技術者生涯学習協議会 50 一般社団法人日本設備設計事務所協会連合会 12 

公益社団法人土木学会 50 公益財団法人建築技術教育普及センター 12 

一般社団法人日本環境アセスメント協会 50 一般社団法人日本建築構造技術者協会 12 

公益社団法人日本技術士会 50   
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別紙三

建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況

〔1.該当、2.非該当 〕

建設業の営業継続の状況

〔1.有、2.無 〕

防災活動への貢献の状況

法令遵守の状況

建設業の経理の状況

研究開発の状況

建設機械の保有状況

国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況

（人）

  1.えるぼし認定（1段階目）、2.えるぼし認定（2段階目）、
  3.えるぼし認定（3段階目）、4.プラチナえるぼし認定   、5.非該当

〔1.くるみん認定、2.トライくるみん認定、3.プラチナくるみん認定、4.非該当 〕

〔1.ユースエール認定、2.非該当 〕

,,
3 （人） 控除対象者数

20

,
1 （人） 技能者数

5 9 10 15

1

, , 8 （人）3 0（単位） 技術者数

新規若年技術職員数(Ｃ) 新規若年技術職員の割合(Ｃ／Ａ)

〔1.該当、2.非該当 〕 1 (人) 12.5%

退職一時金制度若しくは企業年金制度導入の有無

法定外労働災害補償制度加入の有無

技 術 職 員 数 ( Ａ ) 若 年 技 術 職 員 数 ( Ｂ ) 若年技術職員の割合(Ｂ／Ａ)

8 (人) 2 (人) 25.0%

3

新規若年技術職員の育成及び確保 ４ ５ 1

４

3

ＩＳＯ１４００１の登録の有無 ６ ５ 1 〔1.有、2.無 〕

3

ＩＳＯ９００１の登録の有無 ６ ４ 1 〔1.有、2.無 〕

（台）

3

エコアクション２１の認証の有無 ６ ３ 2 〔1.有、2.無 〕

3 5

建設機械の所有及びリース台数 ６ ２ 2

0 (千円)

’ ’ ’ ’ ’ ’

0 (千円)
,

0 （千円）
,

研究開発費（２期平均） ６ １
,

1 （人）

審 査 対 象 事 業 年 度 審査対象事業年度の前審査対象 事業 年度

3 5 10

2 （人）

3 5

二級登録経理試験合格者等の数 ６ ０
,

3 5

公認会計士等の数 ５ ９
,

3

監査の受審状況 ５ ８ 4
  1.会計監査人の設置、2.会計参与の設置、
  3.経理処理の適正を確認した旨の書類の提出、4.無

3

指示処分の有無 ５ ７ 2 〔1.有、2.無 〕

営業年数 ５ ３ 1

3

営業停止処分の有無 ５ ６ 2 〔1.有、2.無 〕

3

1

再生手続又は更生手続開始決定日 再生計画又は更生計画認可日 再生手続又は更生手続終結決定日

     年     月     日

3

防災協定の締結の有無 ５ ５ 1 〔1.有、2.無 〕

民事再生法又は会社更生法の適用の有無 ５ ４ 2 令和    年     月     日 令和      年     月     日 令和

3 5 初めて許可（登録）を受けた年月日

（年）
昭和

平成

令和
 20  年  11 月  1  日

休業等期間 備考（組織変更等）

年　　　　か月

建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言の有
無

５ ２ 〔1.有、2.無 〕

建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要
な措置の実施状況

５ １ 3 〔1.「全ての建設工事で実施」に該当、2.「全ての公共工事で実施」に該当、3.非該当 〕

3

青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定の状況 ５ ０ 2

3

3

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づ
く認定の状況

４ ８ 5

3

技能レベル向上者数 ４ ７

3

CPD単位取得数 ４ ６

5 10 11 15

,

（用紙Ａ４）

２ ０ ０ ０ ４

３ 1 〔1.有、2.無 〕

3

２ 1 〔1.有、2.無 〕

3

1

その他の審査項目（社会性等）

項 番 3

４ １ 2 〔1.有、2.無 〕建設業退職金共済制度加入の有無

3

若年技術職員の継続的な育成及び確保 ４ ４ 1

４

次世代育成支援対策推進法に基づく認定の状況 ４ ９ 4

3

４ その他の審査項目（社会性等）

小数点第２位以下の

端数は切り捨て

初めて許可を受けた日から審

査基準日までの期間(休業等

の期間を除く)を記入

※年未満の端数は切り捨て

組織変更、合併、譲渡、分

割等の内容を記載
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「その他の審査項目（社会性等）（20004帳票）」記入上の注意点及び記入方法 

項番４１ 
建設業退職金共済制度 
加入の有無 

・加入している場合：「１」を記入 
・加入していない場合：「２」を記入 
 

※契約上の義務を正しく履行している場合にのみ対象となります。 

項番４２ 

退職一時金制度若しく
は企業年金制度導入の
有無 

・どちらかに加入している場合：「１」を記入 
・どちらにも加入していない場合：「２」を記入 
 

＜退職一時金制度＞ 
１ 原則として建設業に従事するすべての従業員を対象とすることが必要です。 
２ 退職年金の支払方法が一時払いを選択できる（年金の支払いに代えて一時金を支払う）と

しても、退職一時金制度導入とはなりません。 
３ 会社内規での退職金制度の場合、労働基準法による就業規則の労働基準監督署への届

出等、法令上の義務を履行していないと対象となりません。また、著しく低額で名目的制度
に過ぎないものも退職一時金制度導入とはなりません。 

＜企業年金制度＞ 
厚生年金基金の設立または加入、確定拠出年金制度の導入又は確定給付年金制度の導

入の場合に限り審査対象となります。 

項番４３ 

法定外労働災害補償制
度加入の有無 

・加入している場合：「１」を記入 
・加入していない場合：「２」を記入 
対象となる契約先 
① （公財）建設業福祉共済団 
② （一社）全国建設業労災互助会 
③ 全日本火災共済協同組合連合会 
④ （一社）全国労働保険事務組合連合会 
⑤ 損害保険会社 
⑥ 中小企業等協同組合法の認可を受けて共済事業を行う者 

上記①～⑥について、以下の４つの要件を満たしていることが必要です。 

・共同企業体及び海外工事を除くすべての工事現場が補償対象 

・直接の使用関係にある職員及び下請負人（数次の請負による場合にあっては下請負人

のすべて）の直接の使用関係にある職員のすべてを対象とすること 

・業務災害と通勤災害（出・退勤とも）いずれも対象 

・補償範囲が死亡及び労災障害等級１～７級以上のもの 

項番４４ 

若年技術職員の継続的

な育成及び確保 

・審査基準日において、満35歳未満の技術職員の人数が技術
職員の人数の合計の15％以上に該当する場合は「１」を、該
当しない場合は「２」を記入 
・「技術職員数」の欄には別紙二の技術職員名簿に記載した
技術職員の合計人数を記入 
・「若年技術職員数」の欄には、審査基準日において満35歳
未満の技術職員の人数を記入 
・「若年技術職員の割合」の欄には「若年技術職員数」の欄
に記載した数値を「技術職員数」の欄に記載した数値で除し
た数値を百分率で表し、記載 
（割合は、小数点第２位以下の端数は切り捨てて表示） 

※経営規模等評価を申請していない業種のみにおいて技術者資格を有する若年者は評価

の対象外であり、若年技術職員として計算に含めることはできません。技術職員名簿へ

の掲載の基準と同一の扱いとなります。（項番４５も同様。） 
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項番４５ 
新規若年技術職員の育

成及び確保 

・審査基準日において、満35歳未満の技術職員のうち、審査
対象年内に新規に技術職員となった人数が技術職員の人数の
合計の１％以上に該当する場合は「１」を、該当しない場合
は「２」を記入 
・「新規若年技術職員数」の欄には、別紙二の技術職員名簿
に記載された技術職員のうち、「新規掲載者」欄に○が付さ
れ、審査基準日において満35歳未満のものの人数を記入 
・「新規若年技術職員の割合」欄には「新規若年技術職員
数」の欄に記載した数値を前項「技術職員数」の欄に記載し
た数値で除した数値を百分率で表し、記載 
（割合は、小数点第２位以下の端数は切り捨てて表示） 

項番４６ 
ＣＰＤ単位取得数 
技術者数 

・ＣＰＤ単位取得数 
別紙第二「技術職員名簿」に記載された CPD 単位取得数と、
別紙様式第４号「CPD単位を取得した技術職員名簿」に記載さ
れた CPD 単位取得数の合計を記入（小数点以下は、切り捨
て） 
・技術者数 
別紙第二「技術職員名簿」に記載された人数と様式第４号
「CPD単位を取得した技術職員名簿」に記載された人数合計を
記入 

項番４７ 
技能レベル向上者数 
技能者数 
控除対象者数 

・技能レベル向上者数 
認定能力評価基準により受けた評価が審査基準日以前３年間
に１以上向上した者の数を記入 
・技能者数 
様式第５号「技能者名簿」に記載された人数を記載 
・控除対象者数 
様式第５号「技能者名簿」の「控除対象」欄に〇が記載され
ている者の数を記載 

項番４８ 

女性の職業生活におけ
る活躍の推進に関する
法律に基づく認定の状
況 

・審査基準日において、女性の職業生活における活躍の推進
に関する法律（平成 27 年法律第 64 号）に基づく「えるぼし
認定（第１段階目）」を受けている場合は「１」を、「える
ぼし認定（第２段階目）」を受けている場合は「２」を、
「えるぼし認定（第３段階目）」を受けている場合は「３」
を、「プラチナえるぼし認定」を受けている場合は「４」
を、いずれの認定も受けていない場合は「５」を記入 

項番４９ 
次世代育成支援対策推
進法に基づく認定の状
況 

・審査基準日において、次世代育成支援対策推進法（平成 15
年法律第 120 号）に基づく「くるみん認定」を受けている場
合は「１」を、「トライくるみん認定」を受けている場合は
「２」を、「プラチナくるみん認定」を受けている場合は
「３」を、いずれの認定も受けていない場合は「４」を記入 

項番５０ 
青少年の雇用の促進等
に関する法律に基づく
認定の状況 

・審査基準日において、青少年の雇用の促進等に関する法律
（昭和 45 年法律第 98 号）に基づく「ユースエール認定」を
受けている場合は「１」を、受けていない場合は「２」を記
入 

項番５１ 

建設工事に従事する者
の就業履歴を蓄積する
ために必要な措置の実
施状況 

・審査基準日以前１年のうちに発注者から直接請け負った工
事のうち、国土交通大臣が定める建設工事以外の全ての建設
工事において建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するた
めに必要な措置として国土交通大臣が定めるものを実施した
場合は「１」を、国土交通大臣が定める公共工事以外の全て
の公共工事において当該措置を実施した場合は「２」を、い
ずれにも該当しない場合は「３」を記入 
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項番５２ 
建設技能者を大切にす
る企業の自主宣言制度
の宣言の有無 

・審査基準日において、建設技能者を大切にする企業の自主
宣言を行っている場合は「１」を、行っていない場合は
「２」を記入 

項番５３ 営業年数 

建設業許可（又は登録）取得時点から審査基準日までの営業年数
を記入（１年未満の端数は切り捨て） 
※建設業登録の場合、必ず登録取得日を備考欄に記載 
許可切れ等により無許可で営業を行っていた期間がある場合に
は、その期間を「休業等期間」の欄に記入し、その期間は営業年
数から控除して記入 
組織変更や事業譲渡等があった場合には「備考」欄に具体的に記
入 
許可換えや許可切れがあった場合には、「備考」欄に許可換え
前、許可切れ前の許可番号を記入 

項番５４ 
民事再生法又は会社更
生法の適用の有無 

・平成23年４月1日以降の申立てに係る再生手続開始の決定又は
更生手続開始の決定を受け、かつ、再生手続終結の決定又は更
生手続終結の決定を受けていない場合は、「１」を記入 
・その他の場合は、「２」を記入 

項番５５ 

防災協定の締結の有無 

・締結している場合：「１」を記入 
・締結していない場合：「２」を記入 
※防災協定とは、災害時における建設業者の防災活動等について定

めた建設業者と行政機関等との間の協定をいいます。 

・ 社団法人等の団体が国、特殊法人等又は地方公共団体との間に防災協定を締結して
いる場合には、当該団体に加入する建設業者のうち、当該団体の活動計画書や証明
書等により、防災活動に一定の役割を果たすことが確認できる企業について加点対
象となります。 

・ 協定の内容については、災害時の建設業者の活動義務について定めた協定であれば
よく、具体的な活動内容について制限はありません（建設工事に該当しない活動で
もかまいません）。 

・ 有償で行われる活動であっても加点対象となります。ただし、防災協定そのものが
事実上の請負契約や期間委託契約とみなされるような場合は除きます（例えば協定
において単価を定めているような場合は、期間委託契約の性質が強く営業そのもの
であるため、原則的に加点対象外となります。ただし、事務効率化等のため事前に
単価を定めている場合でその単価が明らかに実費相当であるような場合は加点対象
となります）。また、協定締結者を入札で決定しているような場合等も加点対象外
となります。 

・ 複数の防災協定を締結していても重複加点はされません。 

項番５６ 
項番５７ 

法令遵守の状況 
・審査対象事業年度において、建設業法第28条に基づく処分
を受けている場合は、「１」を記入 
・その他の場合は、「２」を記入 

項番５８ 監査の受審状況 

・会計監査人設置会社において、会計監査人が当該会社の財
務諸表に対して、無限定適正意見又は限定付適正意見を表明
している場合は、「１」を記入 
・会計参与設置会社において、会計参与が会計参与報告書を
作成している場合は、「２」を記入 
・建設業に従事する職員のうち、項番 59 に該当する者が、建
設業の経理が適正に行われたことに係る確認項目を用いて経
理処理の適正を確認した旨を「様式第２号（別添含む）」の
書類に自らの署名（自筆。ワープロ等による記名は不可。）
を付して提出した場合は、「３」を記入 
・いずれにも該当しない場合は、「４」を記入 
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項番５９ 公認会計士等の数 

次にあげる方が常勤している場合にその人数を記入（６か月
超の雇用関係は不要） 
・公認会計士であって、公認会計士法第 28 条の規定による研
修を受講した者 
・税理士であって、所属税理士会が認定する研修を受講した
者 
・１級建設業経理士、１級建設業経理事務士であって合格し
た年度の翌年度の開始の日から５年経過していない者又は、
登録経理講習を受講した年度の翌年度の開始の日から５年経
過していない者 

項番６０ 
二級登録経理試験合格
者等の数 

次にあげる方が常勤している場合にその人数を記入（６か月
超の雇用関係は不要） 
・２級建設業経理士、２級建設業経理事務士であって合格し
た年度の翌年度の開始の日から５年経過していない者又は、
登録経理講習を受講した年度の翌年度の開始の日から５年経
過していない者 

項番６１ 

研究開発費（２期平
均） 

・監査の受審状況（項番５８）において「１．会計監査人の
設置」を選択した場合のみ、２期平均の額を記入 
・研究開発費の額は、会計監査人設置会社において、一般に
公正妥当と認められる企業会計の基準に従って処理されたも
のに限ります。 

※審査対象事業年度及び前審査対象事業年度における研究開発費の平均の額をもって審
査します。 
※決算期が12か月に満たない場合は、完成工事高と同じ方法で換算して算出 

項番６２ 
建設機械の所有及びリ
ース台数 

・審査基準日において、自ら所有し、又はリース契約（審査
基準日から１年７月以上の使用期間が定められているもの、
又は自動更新条項付契約書で一定の条件を満たしたもの）。 
・建設機械抵当法施行令（昭和29年政令第294号）別表に規定
するショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル
及びモーターグレーダー、土砂等を運搬する貨物自動車であ
って自動車検査証（道路運送車両法（昭和26年法律第185号）
第60条第１項の自動車検査証をいう。）の車体の形状の欄に
「ダンプ」、「ダンプフルトレーラ」又は「ダンプセミトレ
ーラ」と記載されているもの及び自動車検査証の車体の形状
の欄に「アスファルト・フィニッシャ」と記載されている大
型特殊自動車並びに労働安全衛生法施行令（昭和47年政令第
318号）第12条第１項第４号に掲げるつり上げ荷重が三トン以
上の移動式クレーン、同令第13条第３項第33号に掲げる不整
地運搬車、同項第34号に掲げる作業床の高さが２メートル以
上の高所作業車、同令別表第７第４号に掲げる締固め用機械
及び同表第６号に掲げる解体用機械について、台数の合計を
記入 

項番６３ 
エコアクション２１の
認証の有無 

・審査基準日において、エコアクション２１の認証を取得し
ている場合（認証範囲に建設業が含まれていない場合及び認
証範囲が一部の支店等に限られている場合を除く。）は
「１」を、取得されていない場合は「２」を記入 
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項番６４ 
ＩＳＯ９００１の登録
の有無 

・国際標準化機構第９００１号の規格により登録されている
場合（登録範囲に建設業が含まれていない場合及び登録範囲
が一部の支店等に限られている場合を除く。）は、「１」を記入 
・その他の場合は、「２」を記入 

項番６５ 
ＩＳＯ１４００１の登
録の有無 

・国際標準化機構第１４００１号の規格により登録されてい
る場合（登録範囲に建設業が含まれていない場合及び登録範
囲が一部の支店等に限られている場合を除く。）は、「１」を記
入 
・その他の場合は、「２」を記入 
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５ 審査手数料貼付書 

（用紙A4） 

 

審査手数料貼付書 

 

申請者 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キャッシュレス決済の場合はレシート、納付書払いの場合は納付済証を貼付してください。 

 

               手数料早見表         （単位：円） 

総合評定値
を希望しな
い場合

総合評定値
を希望しな
い場合

1 11,000 10,400 16 48,500 44,900

2 13,500 12,700 17 51,000 47,200

3 16,000 15,000 18 53,500 49,500

4 18,500 17,300 19 56,000 51,800

5 21,000 19,600 20 58,500 54,100

6 23,500 21,900 21 61,000 56,400

7 26,000 24,200 22 63,500 58,700

8 28,500 26,500 23 66,000 61,000

9 31,000 28,800 24 68,500 63,300

10 33,500 31,100 25 71,000 65,600

11 36,000 33,400 26 73,500 67,900

12 38,500 35,700 27 76,000 70,200

13 41,000 38,000 28 78,500 72,500

14 43,500 40,300 29 81,000 74,800

15 46,000 42,600

確認業種数 手数料 業種数 手数料確認

 

  

◎早見表により手数料を確認し、金額をお間違えのないようご注意ください。 
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６ 工事経歴書 

 
 様式第二号（第二条、第十九条の八関係）  （用紙Ａ４）

元請 JV 工事現場のあ
る

又は の 都道府県及び うち、  完成又は

下請 別 市区町村名    ・PC  完成予定年月

の別  主任技術者 監理技術者    ・法面処理

   ・鋼橋上部

千円 千円
令和　　年　　月 令和　　年　　月

千円 千円
令和　　年　　月 令和　　年　　月

千円 千円
令和　　年　　月 令和　　年　　月

千円 千円
令和　　年　　月 令和　　年　　月

千円 千円
令和　　年　　月 令和　　年　　月

千円 千円
令和　　年　　月 令和　　年　　月

千円 千円
令和　　年　　月 令和　　年　　月

千円 千円
令和　　年　　月 令和　　年　　月

千円 千円
令和　　年　　月 令和　　年　　月

千円 千円
令和　　年　　月 令和　　年　　月

千円 千円
令和　　年　　月 令和　　年　　月

千円 千円
令和　　年　　月 令和　　年　　月

千円 千円
令和　　年　　月 令和　　年　　月

 

 

（建設工事の種類）　　　　　　　　　　　　工事 （　税込　・　税抜　）

請 負 代 金 の 額 工　　期

工　事　経　歴　書

注　文　者 工　事　名

氏　　名

配  置  技  術  者

千円 千円 千円

件 千円 千円 千円 千円

 主任技術者又は監理技術者

 の別（該当箇所にﾚ印を記
載）

着 工 年 月

うち　元請工事

うち　元請工事

 小　　計

 合　　計

件 千円

 

 決算変更届に様式第２号を添付し、かつ経営事項審査受審用記載要領を満たしている場合、提出を省略できます。 

実際の様式はＡ４横です 

 様式第二号（第二条、第十九条の八関係）  （用紙Ａ４）

元請 JV 工事現場のあ
る

又は の 都道府県及び うち、  完成又は

下請 別 市区町村名    ・PC  完成予定年月

の別  主任技術者 監理技術者    ・法面処理

   ・鋼橋上部

千円 千円
令和　　年　　月 令和　　年　　月

千円 千円
令和　　年　　月 令和　　年　　月

千円 千円
令和　　年　　月 令和　　年　　月

千円 千円
令和　　年　　月 令和　　年　　月

千円 千円
令和　　年　　月 令和　　年　　月

千円 千円
令和　　年　　月 令和　　年　　月

千円 千円
令和　　年　　月 令和　　年　　月

千円 千円
令和　　年　　月 令和　　年　　月

千円 千円
令和　　年　　月 令和　　年　　月

千円 千円
令和　　年　　月 令和　　年　　月

千円 千円
令和　　年　　月 令和　　年　　月

千円 千円
令和　　年　　月 令和　　年　　月

千円 千円
令和　　年　　月 令和　　年　　月

 

 

（建設工事の種類）　　　　　　　　　　　　工事 （　税込　・　税抜　）

請 負 代 金 の 額 工　　期

工　事　経　歴　書

注　文　者 工　事　名

氏　　名

配  置  技  術  者

千円 千円 千円

件 千円 千円 千円 千円

 主任技術者又は監理技術者

 の別（該当箇所にﾚ印を記
載）

着 工 年 月

うち　元請工事

うち　元請工事

 小　　計

 合　　計

件 千円

参考  全体で軽微な工事が10件に達した場合 

横浜市 
川崎市 
(株)睦月 
(株)弥生 

藤沢市 
(株)如月 

元請 

元請 

元請 

主な未成工事 

元請 
下請 

神奈川県横浜市 

神奈川県川崎市 

神奈川県横浜市 

神奈川県川崎市 

神奈川県藤沢市 

神奈川県南足柄市 

法面防護工事 
〇〇ビル基礎工事 

〇〇公園外構工事 
市道〇〇号線地盤改良工事 

市道〇〇号線道路側溝工事 

A邸玄関コンクリート工事 

レ 
レ 
レ 
レ 

レ 
レ 

神奈川 太郎 神奈川 太郎 

神奈川 次郎 

神奈川 次郎 

神奈川 次郎 

神奈川 次郎 

神奈川 次郎 

32,000 

(13,400) 

60,000 

7,000 

7,500 22,300 

6,000 

5,500 

(株)睦月 下請 〇〇学校足場等仮設 神奈川県秦野市 神奈川 次郎 レ 15,000 

101,200 

137,500 

7,500 

7,500 

58,400 

74,800 7,500 

とび・土工・コンクリート 

７ 

14 

とび・土工・コンクリート 

神奈川県 掘削工事 神奈川県横浜市 19,500 元請 

レ 
レ 
レ 

レ 
レ 

レ 

下請 

横浜市 
川崎市 
(株)睦月 
(株)如月 

元請 

元請 
元請 
元請 
下請 (株)弥生 

〇〇公園車止め設置工事 
〇〇小学校外構工事 

A邸宅地盛土及び基礎工事 

B邸建方工事 

〇〇川改修工事の内掘削工事 

(株)卯月 下請 C邸新築工事の内外構工事 

(株)皐月 下請 D邸改修工事の内仮設工事 

(株)水無月 下請 〇〇ビル新築工事の 
内くい打ち 

 

レ 
レ 
レ 
レ 
レ 
レ 

神奈川 三郎 

神奈川 三郎 

神奈川 三郎 

神奈川 三郎 

神奈川 三郎 

神奈川 三郎 

神奈川 三郎 

神奈川 三郎 

(株)文月 
(株)長月 
(株)神無月 
(株)霜月 

下請 
下請 
下請 
元請 

神奈川 三郎 

神奈川 三郎 

神奈川 三郎 

神奈川 三郎 

神奈川県横浜市 

神奈川県川崎市 

神奈川県座間市 

神奈川県横浜市 

神奈川県平塚市 

神奈川県厚木市 

神奈川県小田原市 

県道〇〇号線改良工事 
の内カッター工事 

 C邸玄関コンクリート 
工事 
D邸新築工事の内基礎 
工事 
県道〇〇号線道路側溝 
工事 

神奈川県相模原市 

神奈川県横須賀市 

神奈川県川崎市 

神奈川県横浜市 

神奈川県厚木市 

8,000 

4,500 

3,300 

1,900 

8,000 

4,500 

2,500 

2,000 

1,800 

1,700 

1,600 

1,500 

41,300 

96,000 

12 

50 

7,500 

19,200 

24,000 

4 6 4 8 

4 4 4 5 

5 2 5 3 

4 5 4 7 

4 4 7 6 

4 6 5 3 

4 9 5 1 

4 9 5 5 

4 6 4 8 

4 4 4 5 

4 10 5 1 

4 5 4 8 

4 9 4 9 

4 9 4 9 

5 1 5 2 

4 5 5 3 

4 6 4 8 

4 4 12 8 

4 4 12 11 

12 4 4 11 

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 
⑥ 
⑦ 
⑧ 
⑨ 
⑩ 
⑪ 
⑫ 

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 
⑥ 
⑦ 

工事経歴書に記載したもののうち、請負金額（工事進行基準を採用している場合は審査対象事業年度に売上計上され

た金額）の大きいもの上位３件の契約書等の写しを添付する（上記の①、④、⑤の３件です。）。 

内訳（ここでは法面

処理工事）の完成工

事高を記入 

内訳（ここでは法面

処理工事の元請完

成工事高を記入 

工事進行基準を採用している場合には、当該工事進行基準が適用

される完成工事高について、その完成工事高を括弧書で記入 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

軽
微
な
工
事
は
１０
件
を
超
え
て
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
A

～
J
ま
で
軽
微
な
工
事
が
１０
件
に
達
し
た
た
め
記
載
は
J
ま
で 
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「工事経歴書（様式第２号）」記入上の注意点及び記入方法（経営事項審査受審者用） 
  
・直前事業年度の完成工事について、業種ごとに作成します。 

・請負代金の額は消費税抜きで記載します（免税事業者を除く）。 

 

＜次の順序で記載して下さい＞  

① まず、元請工事に係る完成工事高の合計額のおおむね７割を超えるまで、請負代金の大きい

順に元請工事を記載します。 

 

② それに続けて、すでに記載した元請工事以外の元請工事及び下請工事の完成工事について、

すべての完成工事高のおおむね７割を超えるところまで、請負代金の大きい順に工事を記載

します。 
 
※ ただし、軽微な工事（建築一式工事は、1,500万円未満、その他の建設工事は500万円未満

（税込））については、①、②合わせて10件を超えて記載することを要しません。 

 

③ ②に続けて、主な未成工事について、請負代金の大きい順に記載して下さい。 
 

 

＊ 経営事項審査の受審の際、確認書類として提出する工事請負契約書等のコピーには、必ず業種・番号（請

負金額順の通し番号）を記入して（P58 参照）、工事経歴書と確認書類との対応関係を明確にしてください。 

注文者 ※ 
請け負った一つの契約ごとに、請負契約の相手方（下請工事について

は、当該下請工事の直接の注文者）の商号又は名称を記入 

工事名 ※ 工事請負契約書等の工事名称をもとに、業種がわかるよう具体的に記入 

※記載内容により個人の氏名が特定されないよう十分に留意して下さい。 

請負代金の額 

・ 税抜きで記入（免税事業者を除く）。 

・ 「うち、（  ）」には、 

・土木一式工事→プレストレストコンクリート構造物（ＰＣ）工事を 

・とび・土工・コンクリート工事→法面処理工事を 

・鋼構造物工事→鋼橋上部工事を 

  それぞれ内数として記入 

ＪＶの別 共同企業体として行った工事については、「ＪＶ」と記入 

配置技術者 

工事現場に配置した、主任技術者及び監理技術者（許可を受けている業

種の営業所技術者等（旧：専任技術者）になり得る資格を持つ者で、工事

現場で技術管理を行なう者）の氏名、主任技術者又は監理技術者の別を

記入 

工期途中で変更があった場合は、全員の名前を記入 

小計 
ページごとに記載した工事の合計を記入 

「うち元請工事」の欄には、元請工事の完工高を記入 

合計 

当該年度における全ての完成工事の件数と完成工事高の合計を記入

（複数枚にわたる場合は最終ページにのみ記入） 

工事経歴書に記載した工事の合計ではありません。 
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工事経歴書(様式第２号)の記載フロー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※1 元請工事が無い場合は、下請工事のみ記載 
※2  元請7割分に記載した軽微な工事と合わせた件数で判断。元請工事に軽微な工事が無い場合は、下請工   

事のみで判断 
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７ 建設工事の業種区分一覧表 

☆印の工事は P51～P57 の建設工事の区分の考え方も参照してください。 

コード 工事種類 内容 工事の例示 

010 

(011) 

☆土木一式工事 

（プレストレス

トコンクリート

工事） 

総合的な企画、指導、調整のもとに土

木工作物を建設する工事（補修、改造

又は解体する工事を含む。以下同じ） 

 

 

020 ☆建築一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに建

築物を建設する工事 

 

030 大工工事 木材の加工又は取付けにより工作物を

築造し、又は工作物に木製設備を取付

ける工事 

大工工事、型枠工事、造作工事 

040 ☆左官工事 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プ

ラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、

又ははり付ける工事 

左官工事、モルタル工事、モルタル防

水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、

洗い出し工事 

050 

(051) 

☆とび・土工・コ

ンクリート工事 

（ 法 面 処 理 工

事） 

イ）足場の組立て、機械器具・建設資

材等の重量物のクレーン等による運搬

配置、鉄骨等の組立て等を行う工事 

 

 

ロ）くい打ち、くい抜き及び場所打ぐ

いを行う工事 

 

ハ）土砂等の掘削、盛上げ、締固め等

を行う工事 

 

ニ）コンクリートにより工作物を築造

する工事 

 

 

ホ）その他基礎的ないしは準備的工事 

イ）とび工事、ひき工事、足場等仮設

工事、重量物の楊重運搬配置工事、鉄

骨組立て工事、コンクリートブロック

据付け工事 

 

ロ）くい工事、くい打ち工事、くい抜

き工事、場所打ぐい工事 

 

ハ）土工事、掘削工事、根切り工事、

発破工事、盛土工事 

 

ニ）コンクリート工事、コンクリート

打設工事、コンクリート圧送工事、プ

レストレストコンクリート工事 

 

ホ）地すべり防止工事、地盤改良工事、

ボーリンググラウト工事、土留め工

事、仮締切り工事、吹付け工事、法面

保護工事、道路付属物設置工事、屋外

広告物設置工事、捨石工事、外構工事、

はつり工事、切断穿孔工事、アンカー

工事、あと施工アンカー工事、潜水工

事 

060 ☆石工事 石材（石材に類似のコンクリートブロ

ック及び擬石を含む。）の加工又は積方

により工作物を築造し、又は工作物に

石材を取付ける工事 

石積み（張り）工事、コンクリートブ

ロック積み（張り）工事 

内容…建設省告示第 350 号 

例示…国総建第 97号 
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コード 工事種類 内容 工事の例示 

070 ☆屋根工事 瓦、スレート、金属薄板等により屋根

をふく工事 

屋根ふき工事 

080 ☆電気工事 発電設備、変電設備、送配電設備、機

内電気設備等を設置する工事 

発電設備工事、送配電線工事、引込線

工事、変電設備工事、構内電気設備（非

常用電気設備を含む。）工事、照明設備

工事、電車線工事、信号設備工事、ネ

オン装置工事 

090 ☆管工事 冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、

衛生等のための設備を設置し、又は金

属製等の管を使用して水、油、ガス、

水蒸気等を送配するための設備を設置

する工事 

冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、

空気調和設備工事、給排水・給湯設備

工事、厨房設備工事、衛生設備工事、

浄化槽工事、水洗便所設置工事、ガス

管配管工事、ダクト工事、管内更生工

事 

100 ☆タイル・れん

が・ブロック工

事 

れんが、コンクリートブロック等によ

り工作物を築造し、又は工作物にれん

が、コンクリートブロック、タイル等

を取付け、又ははり付ける工事 

コンクリートブロック積み（張り）工

事、レンガ積み（張り工事）、タイル張

り工事、築炉工事、スレート張り工事、

サイディング工事 

110 

(111) 

☆鋼構造物工事 

（ 鋼 橋 上 部 工

事） 

形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立て

により工作物を築造する工事 

鉄骨工事、棟梁工事、鉄塔工事、石油、

ガス等の貯俗用タンク設置工事、屋外

広告工事、閘門、水門等の門扉設置工

事 

120 ☆鉄筋工事 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は

組み立てる工事 

鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事 

130 ☆舗装工事 道路等の地盤面をアスファルト、コン

クリート、砂、砂利、砕石等により舗

装する工事 

アスファルト舗装工事、コンクリート

舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築

造工事 

140 しゅんせつ工事 河川、港湾等の水底をしゅんせつする

工事 

しゅんせつ工事 

150 ☆板金工事 金属薄板等を加工して工作物に取付

け、又は工作物に金属製等の付属物を

取付ける工事 

板金加工取付け工事、建築板金工事 

160 ガラス工事 工作物にガラスを加工して取付ける工

事 

ガラス加工取付工事、ガラスフィルム

工事 

170 ☆塗装工事 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付

け、又ははり付ける工事 

塗装工事、溶射工事、ライニング工事、

布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、

路面標示工事 

180 ☆防水工事 アスファルト、モルタル、シーリング

材等によって防水を行う工事 

アスファルト防水工事、モルタル防水

工事、シーリング工事、塗膜防水工事、

シート防水工事、注入防水工事 
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コード 工事種類 内容 工事の例示 

190 ☆内装仕上工事 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、た

たみ、ビニール床タイル、カーペット、

ふすま等を用いて建築物の内装仕上げ

を行う工事 

インテリア工事、天井仕上工事、壁張

り工事、内装間仕切り工事、床仕上げ

工事、たたみ工事、ふすま工事、家具

工事、防音工事 

200 ☆機械器具設置

工事 

機械器具の組立て等により工作物を建

設し、又は工作物に機械器具を取付け

る工事 

プラント設備工事、運搬機器設置工

事、内燃力発電設備工事、集塵機器設

置工事、給排機機器設置工事 

210 熱絶縁工事 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する

工事 

冷暖房設備、冷凍冷機設備、動力設備

又は燃料工業、化学工業等の設備の熱

絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事 

220 ☆電気通信工事 有線電気通信設備、無線電気通信設備、

ネットワーク設備、情報設備、放送機

械設備等の電気通信設備を設置する工

事 

有線電気通信設備工事、無線電気通信

設備工事、データ通信設備工事、情報

処理設備工事、情報収集設備工事、情

報表示設備工事、放送機械設備工事、

TV 電波障害防除設備工事 

230 ☆造園工事 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等

により庭園、公園、緑地等の苑池を築

造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、

又は植生を復元する工事 

植栽工事、地被工事、景石工事、地ご

しらえ工事、公園設備工事、広場工事、

園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、

緑地育成工事 

240 さく井工事 さく井機械等を用いてさく孔、さく井

を行う工事又はこれらの工事に伴う揚

水設備等を行う工事 

さく井工事、観測井工事、環元井工事、

温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔

工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工

事、揚水設備工事 

250 建具工事 工作物に木製又は金属製の建具等を取

付ける工事 

金属製建具取付け工事、サッシ取付け

工事、金属製カーテンウォール取付け

工事、シャッター取付け工事、自動ド

ア取付け工事、木製建具取付け工事、

ふすま工事 

260 ☆水道施設工事 上水道、工業用水道等のための取水、

浄水、配水等の施設を築造する工事又

は公共下水道若しくは流域下水道の処

理設備を設置する工事 

取水施設工事、浄水施設工事、配水施

設工事、下水処理設備工事 

270 ☆消防施設工事 火災警報設備、消化設備、避難設備若

しくは消化活動に必要な設備を設置

し、又は工作物に取付ける工事 

屋内消火栓設置工事、スプリンクラー

設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、

蒸発性液体又は粉末による消火設備

工事、屋外消火栓設置工事、動力消防

ポンプ設置工事、火災報知設備工事、

漏電火災警報器設置工事、非常警報設

備工事、金属製避難はしご、救助袋、

緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工

事 
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コード 工事種類 内容 工事の例示 

280 清掃施設工事 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置

する工事 

ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事 

290 ☆解体工事 工作物の解体を行う工事 工作物解体工事 

☆ 業種区分に関する注意事項 ☆ 

 ※ P51～P57 の「建設工事の区分の考え方」も参照してください。 

〇 「土木一式工事」と「建築一式工事」は他の 27 業種の「専門工事」とは異なり、総合的 

な企画指導調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事とされています。したがっ 

て個別の専門工事として施工が可能である工事は「一式工事」に該当しません。 

 〇 下請工事であっても、当該工事が「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物（又は 

建築物）を建設する工事」に当たる場合においては、告示等（法第二条（定義）関係）上、 

一式工事と判定されることになります。 

※ 但し、告示等において記載されている「総合的な企画、指導、調整」については、一括 

下請負禁止規定等の兼ね合いから、民間工事における合法的な一括下請負のケースを除い 

ては、下請工事に関し、一式工事に該当する事例は極めて少ないと思われます。 

  〇 一式工事の許可を受けた業者が、他の「専門工事」を単独で請け負う場合は、その専門工 

事の許可を受けなければなりません。 

〇 主たる工事として施工する専門工事において、附帯的に発生する他の専門工事（「附帯工 

事」という。例えば屋根工事における塗装作業等）が含まれたとしても、主たる工事の業種 

で判断されます。  

どの業種に該当するか不明な工事がある場合は、次の問合せ先にご連絡ください。 
 
＜問合せ先＞ 
神奈川県 建設業課 建設業審査グループ 経営事項審査担当 
電話：045-285-3218 
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建設工事の区分の考え方 

 

コード 工事種類 区分の考え方 

010 

(011) 

☆土木一式工事 

（プレストレス

トコンクリート

工事） 

①「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建

設するプレストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当する。 

②上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水

道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場

自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配

管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の

取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が

『水道施設工事』である。なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事

は『水道施設工事』ではなく、『土木一式工事』に該当する。 

020 ☆建築一式工事 ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、

建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当

する。 

040 ☆左官工事 ①防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種でも施

工可能である。 

②ラス張り工事及び乾式壁工事については、通常、左官工事を行う際の準備作業

として当然に含まれているものである。 

③『左官工事』における「吹付け工事」とは、建築物に対するモルタル等を吹付

ける工事をいい、『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、

「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処

理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいう。 

050 

(051) 

☆とび・土工・コ

ンクリート工事 

（法面処理工事） 

①『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工

事」並びに『石工事』及び『タイル工事』における「コンクリートブロック積み

（張り）工事」間の区分の考え方は以下の通りである。根固めブロック、消波ブ

ロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付け

を行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・

土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。

建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコン

クリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンク

リートブロック積み（張り）工事」である。コンクリートブロックにより建築物

を建設する工事等が『タイル工事』における「コンクリートブロック積み（張り）

工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合も含む。 

②『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工

事』における「鉄骨工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまで

を一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、既に加

工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリ

ート工事』における「鉄骨組立工事」である。 

③「プレストコンクリート工事」のうち棟梁等の土木工作物を総合的に建設する 
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コード 工事種類 区分の考え方 

  プレストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当する。 

④『とび・土工・コンクリート工事』における「地盤改良工事」とは、薬液注入工

事、ウエルポイント工事等各種の地盤の改良を行う工事を総称したものである。 

⑤『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹

付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のために

モルタル又は種子を吹付ける工事をいい、建築物に対するモルタル等の吹付けは

『左官工事』における「吹付け工事」に該当する。 

⑥『とび・土工・コンクリート工事』における「法面保護工事」とは、法枠の設置

等により法面の崩壊を防止する工事である。 

⑦『とび・土工・コンクリート工事』における「道路付属物設置工事」には、道路

標識やガードレールの設置工事が含まれる。 

⑧『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造

物工事』における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製

作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外

広告工事」であり、それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート』における「屋

外広告物設置工事」である。 

⑨トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・

コンクリート工事』に該当し、いわゆる建築系の防水工事は『防水工事』に該当

する。 

060 ☆石工事 ①『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工

事」並びに『石工事』及び『タイル工事』における「コンクリートブロック積み

（張り）工事」間の区分の考え方は以下の通りである。根固めブロック、消波ブ

ロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付け

を行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・

土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。

建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコン

クリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンク

リートブロック積み（張り）工事」である。コンクリートブロックにより建築物

を建設する工事等が『タイル工事』における「コンクリートブロック積み（張り）

工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合も含む。 

070 ☆屋根工事 ①「瓦」「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示した

ものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、こ

れらを包括して「屋根ふき工事」とする。したがって「板金屋根工事」も『板金

工事』ではなく『屋根工事』に該当する。 

②「屋根断熱工事」は、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であり「屋

根ふき工事」の一類型である。 

③屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。太陽光発電設

備の設置工事は「電気工事」に該当し、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合

は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。 
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コード 工事種類 区分の考え方 

080 ☆電気工事 ①屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。太陽光発電設

備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合

は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。 

②『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含ま

れるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工

事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則とし

て『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれ

にも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』

に該当する。 

090 ☆管工事 ①『管工事』における『冷暖房設置工事』、「冷凍冷蔵設備工事」、「空気調和設

備工事」には、冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事が含まれる。 

②し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び

『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽（合併処理槽

を含む。）によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団

体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が

『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集され

たし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。 

③『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置する工事が含まれる

ため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、

『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電

気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該

当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該

当する。 

④建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『管工事』に該当し、ト

ンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は『機械器具設

置工事』に該当する。 

⑤上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水

道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場

自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配

管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の

取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が

『水道施設工事』である。なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事

は『水道施設工事』ではなく、『土木一式工事』に該当する。 

⑥ 公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、

それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設

備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。 
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コード 工事種類 区分の考え方 

100 ☆タイル・れん

が・ブロック工事 

①『タイル工事』における「スレート張り工事」とは、スレートを外壁等にはる工

事を内容をしており、スレートにより屋根をふく工事は「屋根ふき工事」として

『屋根工事』に該当する。 

②『タイル工事』における「コンクリートブロック」には、プレキャストコンクリ

ートパネル及びオートクレイプ養生をした軽量気ほうコンクリートパネルも含ま

れる。 

③『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工

事」並びに『石工事』及び『タイル工事』における「コンクリートブロック積み

（張り）工事」間の区分の考え方は以下の通りである。根固めブロック、消波ブ

ロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付け

を行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・

土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。

建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコン

クリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンク

リートブロック積み（張り）工事」である。コンクリートブロックにより建築物

を建設する工事等が『タイル工事』における「コンクリートブロック積み（張り）

工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合も含む。 

110 

(111) 

☆鋼構造物工事 

（鋼橋上部工事） 

①『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工

事』における「鉄骨工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てま

でを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、既に

加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンク

リート工事』における「鉄骨組立工事」である。 

②ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、

建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当

する。 

③『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造

物工事』における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製

作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外

広告工事」であり、それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における

「屋外広告物設置工事」である。 

120 ☆鉄筋工事 『鉄筋工事』は「鉄筋加工組立て工事」と「鉄筋継手工事」からなっており、「鉄

筋加工組立て工事」は鉄筋の配筋と組立て、「鉄筋継手工事」は配筋された鉄筋

を接合する工事である。鉄筋継手にはガス圧接継手、溶接継手、機械式継手等が

ある。 

130 

 

 

 

 

☆舗装工事 ①舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、工

事の種類としては『舗装工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当

する。 

②人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付

けるものは『舗装工事』に該当する。 
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コード 工事種類 区分の考え方 

150 ☆板金工事 ①『板金工事』における「建築板金工事」とは、建築物の内外装として板金をはり

付ける工事をいい、具体的には建築物の外壁へのカラー鉄板張付け工事や厨房の

天井へのステンレス板張付け工事等である。 

②「瓦」「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示した

ものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、こ

れらを包括して「屋根ふき工事」とする。したがって「板金屋根工事」も『板金工

事』ではなく『屋根工事』に該当する。  

170 ☆塗装工事 下地調整工事及びブラスト工事については、通常、塗装工事を行う際の準備作業

として当然に含まれているものである。 

180 ☆防水工事 ①『防水工事』に含まれるものは、いわゆる建築系の防水工事のみであり、トン

ネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンク

リート工事』に該当する。 

②防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種でも施

工可能である。 

190 ☆内装仕上工事 ①『内装仕上工事』における「家具工事」とは、建築物に家具を据付け又は家具の

材料を現場にて加工若しくは組み立てて据付ける工事をいう。 

②『内装仕上工事』における「防音工事」とは、建築物における通常の防音工事で

あり、ホール等の構造的に音響効果を目的とするような工事は含まれない。 

③『内装仕上工事』における「たたみ工事」とは、採寸、割付け、たたみの製造・

加工から敷きこみまでを一貫して請け負う工事をいう。 

200 ☆機械器具設置

工事 

①『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置する工事が含まれる

ため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、

『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電

気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該

当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該

当する。 

②『機械器具設置工事』における運搬機器設置工事には「昇降機設置工事」も含

まれる。 

③『機械器具設置工事』における「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道

等の給排気用に設置される機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置され

る通常の空調機器の設置工事は『機械器具設置工事』ではなく『管工事』に該当

する。 

④公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、

それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵

設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。 
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コード 工事種類 区分の考え方 

220 ☆電気通信工事 ①既に設置された電気通信設備の改修、修繕又は補修は『電気通信工事』に該当

する。なお。保守（電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施

する点検、整備及び修理をいう。）に関する役務の提供等の業務は、『電気通信工

事』に該当しない。 

②『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置する工事が含まれる

ため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、

『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電

気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該

当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該

当する。 

230 ☆造園工事 ①『造園工事』における「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれる。 

②『造園工事』における「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他

の広場を築造する工事であり、「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設

する工事である。 

③『造園工事』における「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休

憩所、その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれる。 

④『造園工事』における「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上、壁面等を緑化す

る建設工事である。 

⑤『造園工事における』「緑地育成工事」とは、樹木、芝生、草花等の植物を育成

する建設工事であり、土壌改良や支柱の設置等を伴って行う工事である。 

260 ☆水道施設工事 ①上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水

道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場

自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配

管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の

取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が

『水道施設工事』である。なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事

は『水道施設工事』ではなく、『土木一式工事』に該当する。 

②し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び

『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽（合併処理槽

を含む。）によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団

体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が

『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集され

たし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。 
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コード 工事種類  

270 ☆消防施設工事 ①『消防施設工事』における「金属製避難はしご」とは、火災時等にのみ使用する

組立式のはしごであり、ビルの外壁に固定された避難階段等はこれに該当しない。

したがって、このような固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』

ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工

事』に該当する。 

②『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置する工事が含まれる

ため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、

『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電

気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該

当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該

当する。 

280 ☆清掃施設工事 ①公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、

それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵

設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。 

②し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び

『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽（合併処理槽

を含む。）によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体

が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水

道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし

尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。 

290 ☆解体工事 それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工

事は、各専門工事に該当する。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や

建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当する。 
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８ 確認書類①一覧及びその留意点について 

① 許可通知書の写し 現在有効な建設業許可通知書のコピーをすべて添付 

② 
工事請負契約書等

のコピー 

・審査対象業種ごとに、経審受審用記載要領を満たした工事経歴

書(P44～P46 参照)記載の請負金額順上位３件(３件に満たない

場合はすべて)について、工事請負契約書、注文書等のコピー 
 ※ 工事請負契約書、注文書等のコピーに代えて、コリンズから

ダウンロードしたデータを出力したもの（登録内容確認書（工

事実績））のコピーを使用することもできます。 

・上記資料がない場合は、「請書または請求書のコピー＋入金が

確認できる書類（領収書・預貯金通帳等）のコピー」 
※ 契約書、注文書等に当事者の押印が無い場合も入金が確認で

きる書類が必要 

※ 電子媒体による契約書、注文書等の場合は、印影がない旨を

付箋等でコメントしてください。 

 ・契約書等コピーの右上余白に、業種・番号（請負金額順の通

し番号）を記入してください。 
(例)土木一式工事の工事経歴書記載のうち請負金額順３番目の契約

書等コピー → 「土－３」と記入。 

・JV の場合は、出資比率確認のため JV の協定書もあわせて提

出してください。 

・請負金額の計算が複雑な場合は、余白か別紙に計算過程を記

載してください。 

＜特に留意してください＞ 

① 工事請負契約書等で審査対象業種の工事を行ったことが明

確でないときは、さらに工事内訳書・見積書等を添付してくだ

さい。 
・工事件名（業種）が不明  

例：Ａ邸工事、改修工事、改築工事、補修工事など 

・現場名のみ 

・機械器具や電気・空調・消防設備等の製品名のみ 

・〇〇維持管理工事、〇〇調査工事、〇〇点検工事など、委託とも考

えられるもの 

・対象物が不明な解体工事、撤去工事 

・工事名と発注業種が一致しない場合 

② 積み上げ（P30 参照）を行う場合は、審査対象業種（積み上げ

先）、積み上げ元の業種ともに経審受審用記載要領を満た

した工事経歴書記載上の請負金額順上位３件ずつ（３件に

満たない場合はすべて)添付してください。 

※完成工事高について 
建設業法が定める「建設業」とは、「建設工事の完成を請け負う営業」を指します

（建設業法第２条第２項）。したがって、下記のような建設工事に該当しないものに

ついては、完成工事高に含めることはできません。 
 

・ガス、空調、消防施設等の機械器具の保守、点検、管理業務  ・緑地、公園等の管理業務 
・船舶や航空機など土地に定着しない工作物の建造       ・剪定、除草、草刈、伐採 
・自家用工作物に関する工事                 ・道路等の清掃業務 
・調査（埋蔵文化財発掘等を含む）、測量、設計等の委託業務  ・土砂の運搬業務  等      

 

経営事項審査申請時において、建設工事に該当しない売上が完成工事高に含まれて

いた場合は、決算変更届を正確なものに差替え、経営状況分析の審査を再度行ってい

ただきます。また、１つの工事請負契約に係る完成工事高を、分割または重複して計

上することはできません。１つの契約に複数の工種が含まれる場合には、原則として、

発注者がどの工種の完成を目的として工事を発注したかを考慮した上、該当する工種

の完成工事高に当該工事請負契約の売上高を計上してください。 
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※工事請負契約書について 
 建設業法は、第 19 条において、建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際し

て、同条第１項各号に掲げられた事項を書面に記載し、署名又は記名押印して相互に

交付しなければならないこととしています。 
※一式工事について 
建設工事の種類のうち、土木一式工事と建築一式工事は総合的な企画、指導、調整

のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事であり、専門工事を有機的に組み合わ

せて建設工事を行う場合の業種です。通常、元請として請負います。 

※消費税及び地方消費税の納税証明書・確定申告書について 
下記の場合、どちらも原則として申請書を受領できません。(別途説明を求めます。) 

 (1)納税証明書の納付すべき額≠確定申告書の差引税額（⑨）＋納税額（⑳）の場合 
  →修正申告していないかご確認ください。 

(2)完成工事高＞確定申告書の課税標準（①）の場合 
→完成工事高に兼業売上や雑収入を含めて計上していないか、経営状況分析機関

に提出した財務諸表が消費税込みで作成されたものでないか、ご確認ください。 
この場合は、経営状況分析の申請を再度行っていただきます。 
また、完成工事高に海外工事や米軍等の工事の売上（不課税）を含む場合には、

当該工事の契約書のコピー等を添付してください。 

③ 
消費税及び地方消費税

納税証明書（その１） 

・審査基準日を含む事業年度分のもので、発行後３か月

以内の写し 

・電子納税証明書の場合 

→納税証明データシート（電子納税証明書を紙に出力

したもの） 

・原則、免税事業者であっても納税証明書は必要です。

ただし、次の場合は下記書類の提出をもって代えるこ

とができます。 

(１)法人設立（個人事業の開業）後、最初の決算を迎

える前に申請する場合は、「法人設立届出書（個人

事業の開業届出書）」のコピー 

(２)審査基準日を含む事業年度から新たに免税事業者

となった場合は、「消費税の納税義務者でなくなっ

た旨の届出書」のコピー 

※「①この届出の適用開始課税期間」に審査基準日が

含まれていることを確認してください。 

＜特に留意してください＞ 

・未納金額があっても受付けますが、神奈川県の競争入

札参加資格の認定には完納が条件になりますのでご留

意ください。 

・電子納税証明書は、必ず紙に出力したものをご提出く

ださい。電子媒体（CD-R、USB 等）による提出は認め

ておりません。 

・初めて経営事項審査を申請する場合又は前事業年度の

経審を受けていない場合には、前事業年度分(３年平

均を選択する場合には前々事業年度分)も必要です。 
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④ 

建設業に従事する

職員（技術者・技

能者及び公認会計

士等）の常勤確認

書類 

技術者及び技能者にあっては(1)及び(2)、公認会計士等に

あっては(1)の書類が必要です。 
※必ず技術職員名簿順に確認資料を並べ、確認書類の技術職員

に名簿の通番をふってください。 

※標準報酬決定通知書の標準報酬月額及び住民税の特別徴収税

額通知書の税額については、常勤性の判断に使用しますの

で、マスキングをしないでください。 
(1)  審査基準日時点で常勤であることを証する書類 
  ※①・②が優先（①が発行されている場合は、①を提出して

ください。） 

①  社会保険の標準報酬決定通知書（コピー） 

    －審査基準日直前に通知を受けたもの－ 

※「二以上事業所勤務被保険者」の方は、②を併せて提出 

②  住民税の特別徴収税額通知書（特別徴収義務者用）

（コピー） 

   －勤務先の事業所名が記載されているもの－ 

  ※ 税額が０円の場合、以下のいずれかの書類を併せて提出 

・審査基準日直前の年の源泉徴収票 

・審査基準日の属する月分の給与明細(採用後１年未満のた

め、源泉徴収票が発行されていない場合に限る。) 

場合により、追加資料の提出等を求めることがあります。 

③  社会保険の資格取得確認通知書（コピー） 

－算定基礎提出後に雇用した職員分－  

④  建設業許可に係る申請・届出の代表者(※注)であっ   

て、経営業務の管理責任者又は営業所技術者等（旧：

専任技術者）を兼ねている場合は、次のいずれか 

・経営業務の管理責任者を兼ねている場合：現在有効な

常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書 
・営業所技術者等（旧：専任技術者）を兼ねている場

合：現在有効な営業所技術者等証明書又は営業所技術
者等一覧表（旧様式である、専任技術者証明書や専任
技術者一覧表でも可） 

※代表取締役等（代表取締役を置かない会社の取締役、
持分会社の代表社員、法人格がある組合の代表理事を
含む）・個人事業主 

⑤  国民健康保険の加入証明書 

（６ヶ月超の確認資料としては不可） 
－資格取得年月日が記載されたもの－ 

⑥ 所得税確定申告書及び決算書の事業専従者欄(コピー) 

   －個人事業の場合のみ－ 

⑦ 所得税確定申告書及び決算書の給料支給欄（コピー） 

   －個人事業の場合のみ－ 

☆ 以下の資料は(1)の資料としては認めていません ☆ 

 ・ 法人税確定申告書の表紙及び役員報酬欄 

(2)  技術者(代表取締役等又は個人事業主を含む。)及び技

能者については、審査基準日から遡って６ヶ月を超える

恒常的な雇用関係があることを証する書類(次の(ア)～

(ウ)のいずれかを添付し、(エ)～(オ)は該当する場合に

追加して添付) 

     



- 61 - 

ただし、前年度の経審申請書副本の提示により、技術職

員名簿で名前が確認できる場合(前年度と今年度の審査基

準日(決算日)の間が６ヶ月を超える場合に限ります。)、

及び、上記（1）の資料として③を添付している場合は、

書類の添付を省略できます。 

(ア)上記(1)において①、②のうちのいずれかを添付した

場合の①又は②の書類の前期分（コピー） 

(イ)雇用保険被保険者資格取得等確認通知書（コピー） 

  －上記(ア) が添付できない場合－ 

(ウ)審査基準日から遡って７ヶ月分の源泉徴収簿または賃

金台帳（コピー） 

－上記(ア)又は(イ)が添付できない場合で、かつ審査

基準日の属する月から遡って６ヶ月分の月額が各月

すべて１０万８千円以上である場合のみ－ 

なお、高年齢者雇用安定法の継続雇用制度対象者につい

ては、上記に加えて次の書類を添付 

(エ)継続雇用制度の対象者であることを証する書面(様式

第３号) 

(オ)継続雇用制度について定めた労働基準監督署の受付印

のある就業規則（コピー） 

－常時 10 人以上の労働者を使用する企業の場合－ 
☆ 以下の資料は(2)の資料としては認めていません ☆ 

・ 国民健康保険の加入証明書 

・ 法人税確定申告書の表紙及び役員報酬欄 

・ 許可申請書に添付されている営業所技術者等一覧表

（旧：専任技術者一覧表） 
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＜特に留意してください＞ 

・常勤確認書類のうち、前掲(1)の①、②、⑥及び⑦につい

ては、審査基準日の直前に発行、作成されたものを添付し

てください。 

ただし、以下の場合は発行日と審査基準日の関係から、

例外的に可とします。 

①社会保険の標準報酬決定通知書 

   → ４月～７月が審査基準日であれば、当該年度の標

準報酬決定通知書(通常８月に通知)でも可とする。 

②住民税の特別徴収税額通知書 

   → ４月が審査基準日であれば、当該年度の特別徴収

税額通知書（通常５月に通知）でも可とする。 

・社会保険の算定基礎届は確認資料にはなりません。 

・後期高齢者医療制度対象者は、上記のいずれかを添付して

いただくか、審査基準日より前に住民税を特別徴収に切り

替えるなどの対応をお願いします。 

・前年度経審申請書副本を紛失した場合、(1)及び(2)の両方

の資料が必要となります。 

・審査基準日から遡って６ヶ月を超える恒常的な雇用関係が

あることとは、次の期間計算により「６ヶ月前と 1 日」以

上の雇用があることになります。 

① 審査基準日(決算日)の前日を起算日とする。 

② 起算日の６ヶ月前の月の応当日の翌日を６ヶ月前とす

る。ただし、応当日が存在しない場合には翌月の初日

を６月前とする。 

③ ６ヶ月前の前日を６ヶ月と 1日とする。 
審査基準日 起算日 ６ヶ月前 ６ヶ月前と 1日 

R8.1.31 R8.1.30 R7.7.31 R7.7.30 

R8.2.28 R8.2.27 R7.8.28 R7.8.27 

R8.3.31 R8.3.30 R7.10.1 R7.9.30 
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様式第３号 

（用紙Ａ４） 

 

継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿 

 

 建設業法施行規則別記様式第２５号の１４・別紙２の技術職員名簿に記載した者のうち、下表に掲

げる者については、審査基準日において継続雇用制度の適用を受けていることを証明します。 

 

  地方整備局長   年   月   日 

 北海道開発局長 

      知事  殿   住所 

     商号又は名称 

     代表者氏名     

 

通番 氏  名 生年月日 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

記載要領 

１ 「  地方整備局長 

    北海道開発局長 については、不要のものを消すこと。 

         知事」 

２ 規則別記様式第２５号の１４・別紙２の技術職員名簿に記載した者のうち、審査基準日におい

て継続雇用制度の適用を受けている者（６５歳以下の者に限る。）について記載すること。 

３ 通番、氏名及び生年月日は、規則別記様式第２５号の１４・別紙２の記載と統一すること。 
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＜常勤の考え方について＞ 
基本賃金が神奈川県の最低賃金未満の場合や勤務時間、出勤日数が少ない場合等は、 

原則として常勤性が認められません。申請前に勤務実態をよくご確認ください。 
 
＜６ヶ月を超える恒常的な雇用関係の考え方について＞ 
常勤職員とは、雇用期間を特に限定することなく常時雇用されている者であり、P60

～P62 の確認書類があっても、パート・アルバイトの方等は含みません。 
  
＜出向者の取扱いについて＞ 
出向者であっても出向先で常勤であれば出向先の職員として評価の対象とします。

（当然、出向期間中は他社はもちろん出向元の技術職員名簿にも載せられません。） 
この場合、確認書類として出向協定書と出向元の常勤確認書類を添付してください。 
出向協定書には、少なくとも次の内容が定められていることが必要です。 
 
 
 
 
なお、上記の項目を満たしていても、実態が伴わない名目的なものである場合には

出向者としての取扱いをお断りすることがあります。 
 
※常勤性が認められない方を技術職員名簿に記載して申請したことが判明した場合、

場合により建設業法第 50 条に基づき刑事罰に処せられます。 

・出向期間(最低でも 1 年以上かつ審査基準日前６か月超の期間が含まれていること) 
・出向者の身分保障及び指揮監督権について 
・出向者への給与支払い及び社会保険料負担について（及び出向料について） 
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⑤ 

技術職員の資格確認書

類 

 (実務経験による技術

者の場合は、添付不

要） 

合格証明書、免許証等（コピー） 

ただし、資格に関する確認資料（合格証等）に有効期限がな

く、前回の申請時と変更がない技術職員については、確認資

料の提出は不要です（有効期限のある「基幹技能者」、「地 

すべり防止工事」、「大臣認定者」については、毎回確認資

料の提出が必要）。 

・審査基準日以前に資格等(P66～P70)を有していることが必

要です（試験日が審査基準日以前であることのみでは足り

ません）。 

・技術職員名簿と氏名、生年月日、資格等を照合しますの

で、技術職員名簿順に書類（資格者証等）を揃えておいて

ください。 

⑥ 
技術職員の講習受講を

証する書類 

＜監理技術者講習受講を証する書類＞ 

監理技術者資格者証(写し)＋監理技術者講習修了証(写し) 

※平成 28 年６月１日施行の新様式の場合は、監理技術者資

格者証（裏表両面の写し） 

・１級相当技術者（技術職員有資格区分コード表(P66～P70)

で「◎」の資格をお持ちの方）で講習受講を「有」で申請

する場合のみ必要です。 

＜特に留意してください＞ 

・監理技術者講習の修了年月日の属する年の翌年から５年以

内に審査基準日が含まれていることが必要です。 

  (例)修了年月日が令和３月28日の場合の有効期間 

   →令和３年２月28日～令和８年12月31日 

 なお、審査基準日後に新たに監理技術者講習を受けた場合

については、古い（審査基準日前の）講習修了証写しが必

要になりますので、ご留意ください。 

・監理技術者資格者証記載の資格及び業種（「建設業の種

類」が「１」の業種）の範囲内で申請が可能です。 

・資格が実経（実務経験）と記載されている場合、１級相当

技術者ではないので、監理技術者としての加点対象となり

ません。 
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技術職員有資格区分コード表 
コード 資 格 区 分 1 級 2 級 その他 確認資料 
００１ 法第７条第２号イ該当～学校卒業後実務経験   △ 

※添付不要です。 
００２ 法第７条第２号ロ該当～１０年の実務経験   △ 
００３ 法第１５条第２号ハ該当（同号イと同等以上）～大臣認定   △ 

大臣認定書 
００４ 法第１５条第２号ハ該当（同号ロと同等以上）～大臣認定   △ 
０９９ その他（実務経験の緩和、専門学校卒業後実務経験）   △ ※添付不要です。 

 

コード 資  格  区  分 申  請  業  種 
実務 
経験 

1 級 2 級 その他 確認資料 

「建設業法」に定める資格 

１１１ １級建設機械施工技士 土・と・舗  ◎   

合格証明書 

２１２ ２級建設機械施工技士（第１種～第６種） 土・と・舗   ○  

１１３ １級土木施工管理技士 

土・と・石・鋼・舗・
し・塗・水・解【注１】 

 ◎   

左・屋・タ・筋・防・
絶・井・清 

３年   △ 

１１Ｈ １級土木施工管理技士補 
左・と・石・屋・タ・
筋・し・塗・防・絶・
井・水・清・解 

３年   △ 

２１４ ２級土木施工管理技士(土木) 

土・と・石・鋼・舗・
し・水・解【注１】 

  ○  

左・屋・タ・筋・塗・
防・絶・井・清 

５年   △ 

２１Ｊ ２級土木施工管理技士補(土木) 
左・と・石・屋・タ・
筋・し・塗・防・絶・
井・水・清・解 

５年   △ 

２１５ ２級土木施工管理技士（鋼構造物塗装） 

塗   ○  
左・と・石・屋・タ・
筋・し・防・絶・井・
水・清・解 

５年   △ 

２１Ｋ ２級土木施工管理技士補（鋼構造物塗装） 
左・と・石・屋・タ・
筋・し・塗・防・絶・
井・水・清・解 

５年   △ 

２１６ ２級土木施工管理技士（薬液注入） 

と   ○  
左・石・屋・タ・筋・
し・塗・防・絶・井・
水・清・解 

５年   △ 

２１Ｌ ２級土木施工管理技士補（薬液注入） 
左・と・石・屋・タ・
筋・し・塗・防・絶・
井・水・清・解 

５年   △ 

１２０ １級建築施工管理技士 

建・大・左・と・石・
屋・タ・鋼・筋・ 
板・ガ・塗・防・内・
絶・具・解【注１】 

 ◎   

機・水・消・清 ３年   △ 

１２Ｃ １級建築施工管理技士補 

大・左・と・石・屋・
タ・筋・板・ガ・塗・
防・内・機・絶・具・
水・消・清・解 

３年   △ 

２２１ ２級建築施工管理技士(建築) 

建・解【注１】   ○  
大・左・と・石・屋・
タ・筋・板・ガ・塗・
防・内・機・絶・具・
水・消・清 

５年   △ 

２２２ ２級建築施工管理技士（軀体） 

大・と・タ・鋼・筋・ 
解【注１】 

  ○  

左・石・屋・板・ガ・
塗・防・内・機・絶・
具・水・消・清 

５年   △ 

２２３ ２級建築施工管理技士（仕上げ） 

大・左・石・屋・タ・
板・ガ・塗・防・内・
絶・具 

  ○  

と・筋・機・水・消・
清・解 

５年   △ 

２２Ｄ ２級建築施工管理技士補 

大・左・と・石・屋・
タ・筋・板・ガ・塗・
防・内・機・絶・具・
水・消・清・解 

５年   △ 
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コード 資  格  区  分 申  請  業  種 
実務 
経験 

1 級 2 級 その他 確認資料 

１２７ １級電気工事施工管理技士 
電  ◎   

 

機・消 ３年   △ 
１２Ｅ １級電気工事施工管理技士補 機・消 ３年   △ 

２２８ ２級電気工事施工管理技士 
電   ○  
機・消 ５年   △ 

２２Ｆ ２級電気工事施工管理技士補 機・消 ５年   △ 

１２９ １級管工事施工管理技士 
管  ◎   
筋・し・板・機・絶・
井・具・水・消・清 

３年   △ 

１２Ｇ １級管工事施工管理技士補 
筋・し・板・機・絶・
井・具・水・消・清 

３年   △ 

２３０ ２級管工事施工管理技士 
管   ○  
筋・し・板・機・絶・
井・具・水・消・清 

５年   △ 

２３Ａ ２級管工事施工管理技士補 
筋・し・板・機・絶・
井・具・水・消・清 

５年   △ 

１３１ １級電気通信工事施工管理技士 通  ◎   
２３２ ２級電気通信工事施工管理技士 通   〇  

１３３ １級造園施工管理技士 

園  ◎   
左・と・石・屋・タ・
筋・し・塗・防・絶・
井・水・清・解 

３年   △ 

１３Ｄ １級造園施工管理技士補 
左・と・石・屋・タ・
筋・し・塗・防・絶・
井・水・清・解 

３年   △ 

２３４ ２級造園施工管理技士 

園   ○  
左・と・石・屋・タ・
筋・し・塗・防・絶・
井・水・清・解 

５年   △ 

２３Ｅ ２級造園施工管理技士補 
左・と・石・屋・タ・
筋・し・塗・防・絶・
井・水・清・解 

５年   △ 

「建築士法」に定める資格 

１３７ １級建築士 建・大・屋・タ・鋼・内  ◎   
免許証または免許証明
書 

２３８ ２級建築士 建・大・屋・タ・内   ○  
２３９ 木造建築士 大   ○  

「技術士法」に定める資格 

１４１ 建設・総合技術監理（建設） 
土・と・電・舗・し・
園・解【注２】 

 ◎   
登録証 
※登録内容が申請する
資格区分に対応するも
のであることを確認しま
す。 
登録証の「技術部門」の
表記だけでは判断でき
ない場合には「選択科
目」を確認する必要があ
るため、「登録証明書」も
添付してください。 

１４２ 
建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理
（建設「鋼構造物及びコンクリート」） 

土・と・電・鋼・舗・
し・園・解【注２】 

 ◎   

１４３ 
農業「農業土木」・総合技術監理（農業「農業土
木」） 

土・と  ◎   

１４４ 電気電子・総合技術監理（電気電子） 電・通  ◎   

【注１】 解体工事は平成27 年度までの合格者については、合格後の実務経験１年以上又は登録解体工事講習の受講が必要です。 

【注２】 解体工事は合格後の実務経験１年以上又は登録解体工事講習の受講が必要です。 
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コード 資  格  区  分 申  請  業  種 

実務 
経験 

1 級 2 級 その他 確認資料 

１４５ 機械・総合技術監理（機械） 機  ◎   

登録証 
※登録内容が申請する
資格区分に対応するも
のであることを確認しま
す。 
登録証の「技術部門」の
表記だけでは判断でき
ない場合には「選択科
目」を確認する必要があ
るため、「登録証明書」も
添付してください。 

１４６ 
機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理
（機械「流体工学」又は「熱工学」） 

管・機  ◎   

１４７ 上下水道・総合技術監理（上下水道） 管・水  ◎   

１４８ 
上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術
監理（上下水道「上水道及び工業用水道」） 

管・井・水  ◎   

１４９ 
水産「水産土木」・総合技術監理（水産「水産土
木」） 

土・と・し  ◎   

１５０ 森林「林業」・総合技術監理（森林「林業」） 園  ◎   

１５１ 
森林「森林土木」・総合技術監理（森林「森林土
木」） 

土・と・園  ◎   

１５２ 衛生工学・総合技術監理（衛生工学） 管  ◎   

１５３ 
衛生工学「水質管理」・総合技術監理（衛生工学
「水質管理」） 

管・水  ◎   

１５４ 
衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理（衛生工
学「廃棄物管理」） 

管・水・清  ◎   

「電気工事士法」、「電気事業法」に定める資格 

１５５ 第一種電気工事士 電   ○  
免状 

２５６ 第二種電気工事士 電 ３年   △ 
２５８ 電気主任技術者（第１種～第３種） 電 ５年   △ 免状 

「電気通信事業法」に定める資格 

２５９ 電気通信主任技術者 通 ５年   △ 
資格者証 

２３５ 工事担任者 通【注３】 ３年   △ 

「消防法」に定める資格 

１６８ 甲種消防設備士 消   ○  
免状 

１６９ 乙種消防設備士 消   ○  

「職業能力開発促進法」に定める資格 

１７１ 建築大工（１級） 大   ○  

合格証書 

２７１ 建築大工（２級） 大 3 年   △ 
１６４ 型枠施工（１級） 大・と   ○  
２６４ 型枠施工（２級） 大・と 3 年   △ 
１７２ 左官（１級） 左   ○  
２７２ 左官（２級） 左 3 年   △ 
１５７ とび（１級）・とび工（１級） と・解   ○  
２５７ とび（2 級）・とび工（2 級） と・解 3 年   △ 
１７３ コンクリート圧送施工（１級） と   ○  
２７３ コンクリート圧送施工（2 級） と 3 年   △ 
１６６ ウェルポイント施工（1 級） と   ○  
２６６ ウェルポイント施工（2 級） と 3 年   △ 

１７４ 
冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管（1
級） 

管   ○  

２７４ 
冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管（2
級） 

管 3 年   △ 

１７５ 給排水衛生設備配管（１級） 管   ○  
２７５ 給排水衛生設備配管（2 級） 管 3 年   △ 
１７６ 配管「建築配管作業」（1 級）・配管工（1 級） 管   ○  
２７６ 配管「建築配管作業」（2 級）・配管工（2 級） 管 3 年   △ 
１７０ 建築板金「ダクト板金作業」（１級） 管・屋・板   ○  
２７０ 建築板金「ダクト板金作業」（2 級） 管・屋・板 3 年   △ 
１７７ タイル張り（1 級）・タイル張り工（1 級） タ   ○  
２７７ タイル張り（2 級）・タイル張り工（2 級） タ 3 年   △ 
１７８ 築炉（1 級）・築炉工（1 級）・れんが積み タ   ○  
２７８ 築炉（2 級）・築炉工（2 級） タ 3 年   △ 

【注３】 電気通信事業法に基づく工事担任者資格者証の交付を受けた者（令和３年度以降の試験あるいは養成課程等を経た、第１級アナ

ログ通信及び第１級デジタル通信の工事担任者資格者証の交付を受けた者又は総合通信の工事担任者資格者証の交付を受けた

者に限る）であって、その資格者証の交付後、３年以上の実務経験を有する者に限ります。 

【注１～３共通】 実務経験の確認書類は不要ですが、合格から審査基準日までに必要な実務経験年数を経過していることが必要です。 
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コード 資  格  区  分 申  請  業  種 

実務 
経験 

1 級 2 級 その他 確認資料 

１７９ 
ブロック建築（１級）・ブロック建築工（１級）・コンク
リート積みブロック施工 

石・タ   〇  

合格証書 

２７９ ブロック建築（2 級）・ブロック建築工（2 級） 石・タ 3 年   △ 
１８０ 石工（１級）・石材施工（１級）・石積み（１級） 石   ○  
２８０ 石工（2 級）・石材施工（2 級）・石積み（2 級） 石 3 年   △ 

１８１ 
鉄工「製缶作業」又は「構造物鉄鋼作業」（１級）・
製罐（１級） 

鋼   ○  

２８１ 
鉄工「製缶作業」又は「構造物鉄鋼作業」（2 級）・
製罐（2 級） 

鋼 3 年   △ 

１８２ 
鉄筋組立て（１級）・鉄筋施工「鉄筋施工図作成
作業」及び「鉄筋組立て作業」※（１級） 
※両方を含むものに限る 

筋   ○  

２８２ 
鉄筋組立て（2 級）・鉄筋施工「鉄筋施工図作成
作業」及び「鉄筋組立て作業」※（2 級） 
※両方を含むものに限る 

筋 3 年   △ 

１８３ 工場板金（１級） 板   ○  
２８３ 工場板金（２級） 板 3 年   △ 

１８４ 
板金「建築板金作業」（１級）・建築板金「内外装板
金作業」（１級）・板金工「建築板金作業」（１級） 

屋・板   ○  

２８４ 
板金「建築板金作業」（２級）・建築板金「内外装板
金作業」（２級）・板金工「建築板金作業」（２級） 

屋・板 3 年   △ 

１８５ 板金（１級）・板金工（１級）・打出し板金（１級） 板   ○  
２８５ 板金（2 級）・板金工（2 級）・打出し板金（2 級） 板 3 年   △ 
１８６ かわらぶき（１級）・スレート施工（１級） 屋   ○  
２８６ かわらぶき（2 級）・スレート施工（2 級） 屋 3 年   △ 
１８７ ガラス施工（１級） ガ   ○  
２８７ ガラス施工（２級） ガ 3 年   △ 
１８８ 塗装（１級）・木工塗装（１級）・木工塗装工（１級） 塗   ○  
２８８ 塗装（2 級）・木工塗装（2 級）・木工塗装工（2 級） 塗 3 年   △ 
１８９ 建築塗装（１級）・建築塗装工（１級） 塗   ○  
２８９ 建築塗装（2 級）・建築塗装工（2 級） 塗 3 年   △ 
１９０ 金属塗装（１級）・金属塗装工（１級） 塗   ○  
２９０ 金属塗装（2 級）・金属塗装工（2 級） 塗 3 年   △ 
１９１ 噴霧塗装（１級） 塗   ○  
２９１ 噴霧塗装（２級） 塗 3 年   △ 

１６７ 路面標示施工 塗   ○  

１９２ 畳製作（１級）・畳工（１級） 内   ○  

２９２ 畳製作（2 級）・畳工（2 級） 内 3 年   △ 

１９３ 

内装仕上げ施工（１級）・カーテン施工（１級）・天

井仕上げ施工（１級）・床仕上げ施工（１級）・表装

（１級）・表具（１級）・表具工（１級） 

内   ○  

２９３ 

内装仕上げ施工（2 級）・カーテン施工（2 級）・天

井仕上げ施工（2級）・床仕上げ施工（2級）・表装

（2 級）・表具（2 級）・表具工（2 級） 

内 3 年   △ 

１９４ 熱絶縁施工（１級） 絶   ○  

２９４ 熱絶縁施工（２級） 絶 3 年   △ 

１９５ 

建具製作（１級）・建具工（１級）・木工「建具製作

作業」（１級）・カーテンウォール施工（１級）・サッ

シ施工（１級） 

具   ○  

２９５ 

建具製作（2 級）・建具工（2 級）・木工「建具製作

作業」（2 級）・カーテンウォール施工（2 級）・サッ

シ施工（2 級） 

具 3 年   △ 

１９６ 造園（１級） 園   ○  

２９６ 造園（２級） 園 3 年   △ 

１９７ 防水施工（１級） 防   ○  

２９７ 防水施工（２級） 防 3 年   △ 

１９８ さく井（１級） 井   ○  

２９８ さく井（２級） 井 3 年   △ 

「水道法」に定める資格 

２６５ 給水装置工事主任技術者 管 １年   △ 免状 
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コード 資  格  区  分 申  請  業  種 
実務 
経験 

1 級 2 級 その他 確認資料 

その他 

０４０ 基礎ぐい工事（基礎施工士） と   〇  合格証明書または認定証 

０６０ 解体工事 解   ○  
合格証明書、 登録証  
または資格者証 

０６１ 地すべり防止工事 と・井 １年   △ 登録証明書 

０６２ 建築設備士 電・管 １年   △ 登録証または合格証書 

０６３ 計装（１級） 電・管 １年   △ 技術審査合格証明書 

０６４ 基幹技能者 

※登録基幹技能者講

習修了証に記載され

ている業種の範囲内

で申請が可能です。 

  
登録基幹技能者講習修了証 

※修了年月日が審査基準日以

前であることが必要です。 

７０３ 
能力評価基準においてレベル３と判定された技
能者 

認定能力評価基準に

対応する建設業の業

種範囲で申請が可能

です。 

  
能力評価（レベル判定）結果

通知書 

７０４ 
能力評価基準においてレベル４と判定された技
能者 

  
能力評価（レベル判定）結果

通知書 

００５ 

監理技術者補佐 
  

（１）主任技術者要件となる資格を有し、１級技士
補（※１）である者 

（※１）第１次試験に合格した者に与えられ
る称号。（令和3年度以降の検定が対
象） 

 
（２）監理技術者要件を満たす者 

 

監理技術者を補佐す

る者として配置可能な

業種のみ申請が可能

です。 

  

左記（１）の場合、次の①及び

②の確認資料 

①第一次検定の合格を証

明する書面の写し 

②主任技術者要件を満た

していることが確認でき

る書類(合格証明書や登

録証等) 

  ※実務経験の場合はそ

の旨を①に付記してく

ださい(実務経験の確

認書類は不要ですが、

審査基準日までに実務

経験年数を経過してい

ることが必要です)。 

 

左記（２）の場合、次の①～③

いずれかの確認資料 

【監理技術者資格者証が交

付されている場合】 

①監理技術者資格者証（表

面）の写し 

【監理技術者資格者証が交

付されていない場合】 

②実務経験者（指定建設業

を除く）は、指導監督的実

務経験証明書の写し（様

式第10号） 

③国土交通大臣特別認定

者は、認定証の写し 

（参考）保有する資格に対応する技術職員数値について（令和３年４月１日以降） 

１級技術者 
（資格区分表で「◎」のもの） 

 
監理技術者 

補佐 
基幹技能者 

又は 
能力評価基準にお
いてレベル４と判定

された技能者 

２級技術者 
（資格区分表で 
「〇」のもの） 

又は 
能力評価基準にお
いてレベル３と判定

された技能者 

その他 
(資格区分表で 
「△」のもの) 

監理技術者資格者証保有 
かつ 

監理技術者講習修了 

左記
以外 

６ 点 ５ 点 ４点 ３ 点 ２ 点 １ 点 
※上記の点数は評点算定の基礎となる数値であり、直接Ｐ点（総合評定値）に加算されるものではありません。 
備 考 
〇 コード表上の△は、一定の実務経験が必要な資格です。（資格を取得してから、審査基準日までに、必要な
実務経験年数を経過していることが必要です。） 

 ※ ただし、平成15年度以前に「職業能力開発促進法」の2級に合格した方は、1年以上の実務経験で足り
ます。 

〇 この表に無い資格は、経営規模等評価申請・総合評定値請求では対象となりません。 
〇 平成17年度以前の地すべり防止工事士(０６１)、一級計装士(０６３)についても、加点対象となります。 
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実務経験有資格区分コード表 

コード 要     件     等 

001 

高校の所定学科（旧実業高校を含む）を卒業後 5 年以上、大学の所定学科（高等専門学

校・旧専門学校を含む）を卒業後 3 年以上の実務経験を持つ者（専門学校は該当しませ

ん） 法第７条第２号イ該当 

002 当該業種について 10 年以上の実務経験を持つ者 法第７条第２号ロ該当 

003 
特定建設業の技術者の資格に関して、国土交通大臣の発行する特別認定を持つ者 

004 

099 

・学校教育法による専修学校の専門課程（専門学校）を卒業し、かつ指定学科を修めた者

で、専門士又は高度専門士を称し、評価を受けようとする建設業に関して、３年以上の実務

の経験を有する者 

・学校教育法による専修学校の専門課程（専門学校）を卒業し、かつ指定学科を修めた者

で、評価を受けようとする建設業に関して、5 年以上の実務経験を有する者 

・P72 の組み合わせに限り、併せて 12年以上の実務経験があり、かつ、当該業種の実務経

験が 8 年以上ある者（P72 を必ずご覧ください） 

 所定学科一覧表  （法第７条第２号イ該当者） 
※下記名称以外の学科で疑義がある場合は、事前にご相談ください。 

技術者として申請しようとする建設業 学          科 

土木工事業 

舗装工事業 

土木工学（農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地

又は造園に関する学科を含む。以下この表において同じ。）、

都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科 

建築工事業 

大工工事業 

ガラス工事業 

内装仕上工事業 

建築学又は都市工学に関する学科 

左官工事業 

とび・土工・コンクリート工事業 

石工事業 

屋根工事業 

タイル・れんが・ブロック工事業 

塗装工事業 

防水工事業 

解体工事業 

土木工学又は建築学に関する学科 

電気工事業 

電気通信工事業 

電気工学又は電気通信工学に関する学科 

管工事業 

水道施設工事業 

清掃施設工事業 

土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関す

る学科 

鋼構造物工事業 

鉄筋工事業 

熱絶縁工事業 

土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 

しゅんせつ工事業 土木工学又は機械工学に関する学科 
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技術者として申請しようとする建設業 学          科 

板金工事業 

建具工事業 

建築学又は機械工学に関する学科 

機械器具設置工事業 

消防施設工事業 

建築学、機械工学又は電気工学に関する学科 

造園工事業 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科 

さく井工事業 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科 

実務経験コード 099 で評価対象となる組み合わせについて 
 
○対象となる業種と組み合わせることができる業種 
 
評価対象業種とその他の業種（下表の組み合わせに限る）を合わせて 12 年以上の実務経験

があり、かつ、評価対象とする業種の実務経験が 8 年以上ある場合、技術職員名簿に記載で

きます。 
 

評価対象業種（業種コード） 組み合わせることができる業種 

大工工事（03） 建築一式工事・内装仕上工事 

とび・土工・コンクリート工事（05） 土木一式工事・解体工事 

屋根工事（07） 建築一式工事 

しゅんせつ工事（14） 土木一式工事 

ガラス工事（16） 建築一式工事 

防水工事（18） 建築一式工事 

内装仕上工事（19） 建築一式工事・大工工事 

熱絶縁工事（21） 建築一式工事 

水道施設工事（26） 土木一式工事 

解体工事(29) 土木一式工事・建築一式工事 

・とび・土工・コンクリート工事 
 

＜例1＞大工工事8年、建築一式工事4年（合わせて12年） 

    ……大工工事の技術者として申請できる。 

    → 業種コード 03（大工） 有資格区分コード 099 を記入 

＜例2＞建築一式工事10年、大工工事8年（合わせて１8年） 

    ……建築一式と大工工事の技術者として申請できる。 

    → 業種コード 02（建築一式） 有資格区分コード 002（10年実務） 
を記入 

       03（大工）          099 

＜例3＞大工工事8年、内装仕上工事8年（合わせて１6年） 

    ……大工工事と内装仕上工事の技術者として申請できる。 

    → 業種コード 03（大工） 有資格区分コード 099 
を記入 

       19（内装仕上）          099 

＜例4＞建築一式工事8年、大工工事4年（合わせて12年） 

    ……どちらの技術者としても申請できない。 

外国建設業者における技術者の大臣認定について 
 

外国建設業者については、技術職員有資格区分コード表（P66～P70）記載の資格以外にも、国

土交通大臣が認定した場合は、国外の資格等についても審査対象として取り扱うことができます。

資格コードの記入にあたっては、建設業課建設業審査グループまでご相談ください。 
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能力評価基準においてレベル３・レベル４と判定された技能者について 
（資格区分コード 703 及び 704 の評価対象について） 

 
令和２年４月１日以降の経営事項審査においては、審査基準日時点で建設キャリア

アップカード（レベル３・レベル４）の交付を受けている技能者は、経営事項審査に

おいて技術職員として評価されます。 
  
〇 有資格区分コード 
 ・ レベル３と判定された技能者…７０３ 
 ・ レベル４と判定された技能者…７０４ 
 
〇 確認書類 
  能力評価（レベル判定）結果通知書 
 

能力評価（レベル判定）結果通知書 

 

技能者氏名 殿 

 

 能力評価（レベル判定）の結果、貴殿を鉄筋技能者レベル３として認定します。 

 

 

  【申請者氏名】  建設 太郎 

 

  【技能者ＩＤ】  12345678901234 

 

【生年月日】   ○○年○月○日 

 

  【職種(呼称）】  鉄筋 

 

  【評価年月日】  2022 年 12 月 6 日 

 

  【評 価 結 果】  レベル３ 

 

2022 年 12 月 6 日 

鉄筋技能者能力評価実施機関 



- 74 - 
 

認定能力評価基準と当該各基準に対応する建設業 
技術職員数値の算出における、レベル４技能者又はレベル３技能者の技能の区分の取扱いについては、次

の表の左に掲げる認定能力評価基準ごとに、それぞれ同表の右に掲げる建設業の種類のいずれかに計上す

るものとします。 

電気工事技能者能力評価基準 電気、電気通信 

橋梁技能者能力評価基準 とび・土工・コンクリート、鋼構造物 

造園技能者能力評価基準 造園 

コンクリート圧送技能者能力評価基準 とび・土工・コンクリート 

防水施工技能者能力評価基準 防水 

トンネル技能者能力評価基準 とび・土工・コンクリート、土木一式 

建設塗装技能者能力評価基準 塗装 

左官技能者能力評価基準 左官 

機械土工技能者能力評価基準 とび・土工・コンクリート、土木一式 

海上起重技能者能力評価基準 しゅんせつ、土木一式 

ＰＣ技能者能力評価基準 とび・土工・コンクリート、鉄筋、土木一式 

鉄筋技能者能力評価基準 鉄筋 

圧接技能者能力評価基準 鉄筋 

型枠技能者能力評価基準 大工 

配管技能者能力評価基準 管 

とび技能者能力評価基準 とび・土工・コンクリート 

切断穿孔技能者能力評価基準 とび・土工・コンクリート 

内装仕上技能者能力評価基準 内装仕上 

サッシ・カーテンウォール技能者能力評価基準 建具 

エクステリア技能者能力評価基準 とび・土工・コンクリート、石、タイル・れんが・ブ

ロック 

建築板金技能者能力評価基準 屋根、板金 

外壁仕上技能者能力評価基準 左官、塗装、防水 

ダクト技能者能力評価基準 管 

保温保冷技能者能力評価基準 熱絶縁 

グラウト技能者能力評価基準 とび・土工・コンクリート 

冷凍空調技能者能力評価基準 管 

運動施設技能者能力評価基準 とび・土工・コンクリート、造園、舗装、土木一式 

基礎ぐい工事技能者能力評価基準 とび・土工・コンクリート 

タイル張り技能者能力評価基準 タイル・レンガ・ブロック 

道路標識・路面標示技能者能力評価基準 とび・土工・コンクリート、塗装 

消防施設技能者能力評価基準 消防施設 

建築大工技能者能力評価基準 大工、建築 

硝子工事技能者能力評価基準 ガラス 

ＡＬＣ技能者能力評価基準 タイル・れんが・ブロック 

土工技能者能力評価基準 とび・土工・コンクリート、土木一式 

ウレタン断熱技能者能力評価基準  熱絶縁  
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※ 複数業種が記載されている職種については、どの業種を選択しても評価の対象となります。 

 

発破・破砕技能者能力評価基準  とび・土工  
建築測量技能者能力評価基準  大工  
圧入技能者能力評価基準  とび・土工  
さく井技能者能力評価基準  さく井  
解体技能者能力評価基準  解体  
計装工事技能者能力評価基準  電気、管、機械器具設置、電気通信  
土質改良技能者能力評価基準  とび・土工、土木  
潜函技能者能力評価基準  とび・土工  
住宅建築関連技能者能力評価基準  大工、建築  
石材施工技能者能力評価基準  石  
斜面防災技能者能力評価基準  とび・土工、さく井  
道路等法面保護工事技能者能力評価基準  とび・土工  
都市トンネル技能者能力評価基準  土木、とび・土工  
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⑦ 

建設業退職金共済制度

加入・履行証明書 

（加入している場合の

み添付） 

建設業退職金共済事業加入・履行証明書 

（経営事項審査申請用 コピー） 

※ 証明書の決算日及び決算期間に審査基準日が含まれてい

ることが必要です。 

～証明書の発行元～ 

建設業退職金共済事業  神奈川県支部 

横浜市中区太田町2-22  神奈川県建設会館内 

電話  045（201）8454 

⑧ 

退職一時金制度もしく

は企業年金制度の導入

を証する書類 

(導入している場合の

み、１～７のいずれか

を添付） 

 

＜退職一時金制度の導入を証する書類＞ 

１ 中小企業退職金共済に加入の場合 

 →中小企業退職金共済事業本部加入証明書（コピー) 

２ 特定退職金共済団体（所得税法施行令に規定する団体。

商工会議所が主）に加入の場合 

 →加入証明書（コピー） 

または共済契約書（コピー）＋領収書（コピー） 

 ※ 証明書において「特定退職金」と明記されている必要

があります。 

３ 会社内規による退職金制度の場合 

 →労働基準監督署の受付印のある就業規則（退職金規程が

あるもの）等（コピー） 

  ＜留意事項＞ 

  〇 労働基準法による就業規則の労働基準監督署への届 

出等、法令上の義務を履行していないと加点対象とな 

りません。 

※ 常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規 

 則を作成の上、行政官庁に届出なければならない 

（労働基準法第89条）。 

  〇 著しく低額で名目的制度に過ぎないものも退職一時 

金制度導入とはなりません。 

  〇 期間雇用労働者、試用期間中の者等を除き、原則と 

して建設業に従事するすべての従業員を対象としてい 

ることが必要です。 

  〇 就業規則において、「退職金は建設業退職金共済に 

   加入する」旨の記載に止まる場合、建設業退職金共済 

   制度の加入は項番41で別途加点対象となるため、退 

   職金一時制度の導入においては加点対象となりませ 

ん。 

  〇 労働基準監督署の受付印のあるページと、対象者の

範囲や計算方法等の定めの記載があるページを抜粋し

てください。 
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＜企業年金制度の導入を証する書類＞ 

４ 厚生年金基金を設立または加入の場合 

 →領収書（コピー）または加入証明書（コピー） 

５ 適格退職年金契約（法人税法第84条第 3項に規定し、同

法施行令第 159 条（現行削除）に基づく税務署長の承認を

受けたもの。（平成 14 年度以降、新契約はなし。平成 24

年3月までに移行、廃止））を締結している場合 

→適格退職年金契約書(コピー)及び掛金領収書(コピー) 

６ 確定拠出年金制度（企業型）を導入している場合 

 →確定拠出年金運営管理機関の発行する加入証明書(コピ

ー) 

７ 確定給付企業年金制度を導入している場合 

 ① 基金型企業年金 

  →企業年金基金の発行する加入証明書（コピー） 

 ② 規約型企業年金 

  →資産管理運用機関の発行する加入証明書（コピー） 

＜特に留意してください＞ 

・審査基準日時点で導入していることを証する書類が必要で

す。 

・領収書は審査基準日の属する月分の掛金を受領した旨の分

が必要です（納付した月の分ではありません）。 

・「その他の審査項目」(P37)もご覧ください。 
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⑨ 

法定外労働災害補償

制度の加入を証する

書類 

（加入している場合

のみ、１～６のいず

れかを添付） 

１ (公財)建設業福祉共済団、建設労災補償共済保険加入証明書 

（コピー） 

２ (一社)全国建設業労災互助会加入証明書（コピー） 

３ 全日本火災共済協同組合連合会労働災害補償共済契約加入者

証書（コピー） 

４ (一社)全国労働保険事務組合連合会の共済事業に加入の場合 

５ 中小企業等協同組合法の認可を受けて共済事業を行う者への

加入を証明する書類（コピー） 

→「２」～「５」については、加入証明書（コピー）で、下記の

３要件が確認できるもの 

６ 損害保険会社との契約の場合 

→「６」については、契約書（コピー）または加入証明書（コ 

ピー）で、下記の３要件が確認できるもの 

「６」のみ、併せて、労働（労災）保険の保険料申告書（納入

通知書）（コピー）＋領収書（コピー）も添付 

 《３要件》 

① 直接の使用関係にある職員及び下請負人（数次の請負による

場合にあっては下請負人のすべて）の直接の使用関係にある

職員のすべてを対象とすること 

② 業務災害と通勤災害（出・退勤とも）いずれも対象 

③ 補償範囲が死亡及び労災障害等級１～７級以上のもの 

＜特に留意してください＞ 

・保険期間に審査基準日が含まれていることをご確認ください。 

・共同企業体及び海外工事を除く全工事現場を補償するものが対

象となります。 

・工事現場単位で加入する制度や記名式の制度は対象外となりま

す。 

・労働（労災）保険の保険料申告書（納入通知書）（コピー）＋

領収書（コピー）もP12⑨の箇所に綴じてください。 

・「その他の審査項目」（P37）もご覧ください 

・損害保険会社との契約の場合は、下記に留意してください。 

（１） 申告書等は審査基準日の属する年度の概算または確定分ど

ちらでも可としますが、必ず申告書に対応する領収書（コ

ピー）を添付してください。（分納の場合は、少なくとも

１期分を添付） 

（２）口座振替納付している場合で、全納又は分納第 1 期分の振

替日より前に申請する場合 

① 継続加入の場合 

「前年度の保険料申告書（コピー）＋前年度の領収書（コピ

ー）＋当年度の保険料申告書（コピー）」を添付して下さ

い。 

② 新規加入の場合 

「当年度の保険料申告書（コピー）＋念書（任意様式を用い

て、必ず納付する旨、また口座振替後直ちに通帳の当該引き

落とし箇所のコピーを建設業課あてに提出する旨を記載した



- 79 - 
 

もの）」を提出して下さい。 

（３） 口座振替納付を除き、下記の３点ともに該当する場合は、

前年度の保険料申告書又は納入通知書（コピー）＋前年度

の保険料領収書（コピー）＋今年度の保険料申告書又は納

入通知書（コピー）を提出してください。  

①  ４月又は５月が審査基準日の法人 

②  ７月１０日（労働保険の納付期限）より前に経審の申  請

をする 

③  申告及び納付する意思はあるが、申請日までに審査基準日

の属する年度の概算保険料領収書が添付できない 

（４） 事務組合発行の保険料納入通知書に労働保険料の内訳（雇

用保険や労災保険等）の記載が無い場合は、別途雇用保険

に加入していることが分かる算定内訳書の提出が必要で

す。 

（５） 保険料領収書を紛失した場合、労働局で発行する「現在未

納がない」旨の証明書を提出してください。 

⑩ 

若手の技術者及び技

能労働者の育成及び

確保の状況を証する

書類 

（該当ある場合のみ

添付） 

次の①又は②に該当する場合には、若年技術職員（満 35 歳未満の

技術職員をいう。以下同じ。）について、その生年月日を確認で

きる資料（社会保険の標準報酬決定通知書（コピー）、資格確認

書（コピー）等。公的機関が発行したものに限る。） 

① 若年技術職員の継続的な育成及び確保（審査基準日におい

て、若年技術職員の人数が技術職員の人数の合計の 15％以上であ

る場合） 

② 新規若年技術職員の育成及び確保（審査基準日において、新

規に技術職員となった人数が技術職員の人数の合計１％以上であ

る場合） 

※常勤確認書類（P60 参照）、資格確認書類（P65 参照）、前回経

審の技術職員名簿のいずれかにおいて生年月日が確認できる場

合は、添付不要です。 

※「技術職員名簿」に記載されている番号を、確認書類の余白に

以下の例のように記載してください。 

例）技術職員名簿「２頁」「通番３」の方の場合“２－３”と

記入。 

＜特に留意してください＞ 

・ 若年技術職員についても、審査基準日時点で常勤であり、審

査基準日から遡って６ヶ月を超える恒常的な雇用関係がある者

が対象となります。 
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⑪ 

CPD 単位取得数を証

する書類 

（該当ある場合のみ

添付） 

CPD 単位取得数は、建設業者に所属する技術者が審査基準日以前１

年間に取得したCPD単位の合計数となります。 

①「CPD 単位を取得した技術者名簿（技術職員名簿に記載のある者

を除く）」（様式第４号） 

※様式第４号は、技術者名簿に記載のない技術者（例、経営事項

審査で申請していない業種についての技術者や２級技士補）を

記載します。 

②取得したCPD単位数を証する書面の写し 

※CPD 単位取得数は、建設業者に所属する技術者が審査基準日以前

１年間に取得したCPD単位の合計を記載します。 

※１人の技術者につき加点対象となるのは、いずれか一団体のみ

です。 

③常勤確認書類（P60参照） 

④審査基準日から遡って６ヶ月を超える恒常的な雇用関係がある

ことを証する書類（P60～P62参照） 

⑫ 

技能レベル向上者数

を証する書類 

（該当ある場合のみ

添付） 

〈技能レベル向上者数〉 

①「技能者名簿」（様式第５号） 

②審査基準日以前３年間にレベル２以上の評価を受けた能力評価

（レベル判定）結果通知書の写し（P73参照） 

※認定能力基準による評価を受けていない場合は、レベル１とし

て審査します。 

 

〈技能者数〉 

①「技能者名簿」（様式第５号） 

②申請者が作成建設業者又は下請人となった建設工事に関する施

工台帳のうち、申請者に所属する建設工事に従事する者（建設

工事の施工の管理のみに従事した者（監理技術者や主任技術者

として管理に係る業務のみに従事した者）は除く）に関する次

に掲げる事項が記載された部分（審査基準日以前３年間に稼働

している工事に係る作業員名簿） 

・氏名、生年月日及び年齢 

・職種 

※必要のない職員等の情報は“塗りつぶす“等の措置を行い、表

示しないようにしてください。 

③常勤確認書類（P60参照） 

④審査基準日から遡って６ヶ月を超える恒常的な雇用関係がある

ことを証する書類（P60～P62参照） 

 

〈控除対象者数〉 

①審査基準日の３年前の日以前にレベル４評価を受けた能力評価

（レベル判定）結果通知書の写し（P73参照） 

 

・「その他の審査項目」（P37）もご覧ください。 
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様式第４号
（用紙A４）

           令和６年   年   ４月  １日

通番 氏名 生年月日 CPD単位
1  横浜 太郎 平成4年11月21日 15
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

15
15
30

  なお、小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てる。

CPD単位を取得した技術者名簿

  別記様式第25号の14・別紙２に記載のない者について作成すること。

１ この表は、審査基準日における許可を受けた建設業に従事する職員のうち、建設業法第七条第二号イ、ロ若しくはハ又

  は同法第十五条第二号イ、ロ若しくはハに該当する者又は一級若しくは二級の第一次検定に合格した者であって、規則

2 ｢CPD単位｣の欄には、技術者がＣＰＤ認定団体によって修得を認定された単位数を、告示別表第二十一の左欄に掲げる

  CPD認定団体ごとに右欄に掲げる数値で除し、30を乗じた数値を記載すること。

CPD単位総計（①＋②）

記載要領

（技術職員名簿に記載のある者を除く）

上記技術者が取得したCPD単位の合計（①）
技術職員名簿に記載のある技術職員が取得したCPD単位合計（②）

（例）一般社団法人建設業振興基金から「６」
単位認定されている場合
CPD取得単位数＝６（CPD認定単位）÷12（告示
別表第21の右欄に掲げられている数値）×30＝
15（小数点以下の端数がある場合は切り捨て）
計算結果が30を超えた場合は30とする。
（各技術者のCPD単位の上限は30）

項番46 CPD単位取得数

※審査基準日以前1年間に取得したCPD単位が対象です。

2級技士の一次検定試験に合格した者（2級技士
補）や許可は受けているが経営事項審査で申請
していない業種についての技術者等、技術職員
名簿（20005帳票）に記載のない者で該当者の
み記入する。
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様式第５号
（用紙A４）

令和6年 4月 1日

通番 氏名 生年月日 評価日
レベル

向上の有無
控除対象

1 藤沢 美波 昭和55年8月2日 平成30年1月1日 〇

2 鎌倉 玲奈 平成3年11月18日 令和5年5月1日 〇

3 戸塚 新太郎 平成4年8月18日

合計 3（人） １（人） （１人）

技能者名簿

  該当する者（ただし、建設工事の施工の管理のみに従事した者は除く。）について作成すること。

２ ｢評価日｣の欄には、技能者が審査基準日以前において認定能力評価基準により評価を受けている場合、その最も新しい

  評価を受けた日を記載すること。

３ ｢レベル向上の有無｣の欄には、審査基準日以前三年間に、能力評価基準により受けた評価の区分が、審査基準日の三年

１ この表は、審査基準日における許可を受けた建設業に従事する職員のうち、審査基準日以前三年間に、建設工事の施工

  に従事した者であって、建設業法施行規則第十四条の二第二号チ又は同条第四号チに規定する建設工事に従事する者に

５ 本表の最後の行には、作成対象となる技能者、｢レベル向上の有無｣の欄に○印が記載された者、｢控除対象｣の欄に○印

４ ｢控除対象｣の欄には、審査基準日の３年前の日以前に能力評価基準により評価が最上位の区分に該当するとされた者の

  が記載された者、それぞれの合計人数を記載すること。

  場合に、○印を記載すること。 

記載要領

  前の日以前に受けた最新の評価の区分より１以上上位であった者に該当する場合に、○印を記載すること。

審査基準日の3年前の日以前に能力評価基準によ
り受けた評価が最上位（レベル４）に該当する者

審査基準日以前3年間に認定能力評価基準により受けた評価が1以上向上した者

項番47 技能者数 項番47 控除対象者数項番47 技能レベル向上者数

※認定能力基準による評価を受けていない場合は、レベル１として審査します
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⑬ 

ワーク・ライフ・バ

ランスに関する取組

の状況 

（該当ある場合のみ

添付） 

① 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく

認定（えるぼし認定） 

② 次世代育成支援対策推進法に基づく認定（くるみん認定） 

③ 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定（ユース

エール認定） 

１ 認定の取得を確認できる書類 

「基準適合事業主認定通知書」「基準適合一般事業主認定

通知書」等、厚生労働省都道府県労働局長から交付された書

類 

２ 認定の取消又は辞退が行われていないことを確認できる書

類 
  厚生労働省のホームページにて公表される「公共調達加点

評価を受けることができる「えるぼし」「プラチナえるぼ

し」認定企業一覧」、「くるみん認定、プラチナくるみん認

定及びトライくるみん認定企業名都道府県別一覧」、若者雇

用促進総合サイトにて公表される「ユースエール認定企業一

覧」等を印刷したもの（申請者部分のみ確認できれば可） 
 

＜特に留意してください＞ 

・ 認定通知書の通知日が審査基準日以前のものが対象です。 
・ 審査基準日において、認定取消又は辞退が行われている場

合は、加点対象となりません。 
・ 厚生労働省のホームページ等で認定が確認できない場合に

ついては、各認定を審査基準日以前に取得しており、審査基

準日以降に認定の取消又は辞退がなされたことを証する書類

を提出してください。 
・ 厚生労働省により認定企業として認められている場合が加

点対象です。その他の組織が独自に認定しているものは加点

対象とはなりません。 
 

⑭ 

建設工事に従事する

者の就業履歴を蓄積

するために必要な措

置の実施状況を証す

る書類 

（該当ある場合のみ

添付） 

〇 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要
な措置を実施した旨の誓約書及び情報共有に関する同意書
（様式第６号） 
… 審査基準日以前１年以内に発注者から直接請け負った
建設工事（下記ア～ウ除く）で、下記①及び②の措置を
実施している場合に提出してください。 
 
① 建設業キャリアアップシステム（CCUS）上での現
場・契約情報の登録  

② 建設工事に従事する者が直接入力によらない方法で
CCUS上に就業履歴を蓄積できる体制の整備  

 
 
※対象外の工事  
ア 日本国内以外の工事  
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イ 建設業法施行令で定める軽微な工事  
ウ 災害応急工事  

 
(対象期間の例)  
・ 対象期間中に契約（当初）すると対象工事となり、竣工
（予定）日が対象期間外でも対象工事 

・ 対象期間前に契約（当初）すると対象外工事となり、竣工
（予定）日が対象期間内でも、対象外工事  

 
※ 審査対象工事が１件もない場合は該当なしとなります。 
※ CCUS へ直接入力しない方法とは、カードリーダーや顔認
証などです。 

  詳細については、一般財団法人建設業振興基金の公表資料

を確認してください。 

⑮ 

建設技能者を大切に

する企業の自主宣言

制度の宣言を証する

書類 

（該当ある場合のみ

添付） 

＜建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言を証する

書類＞（提出書類は下記の２つ） 

・「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」に関する誓

約書（様式第７号） 

・建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度において宣言し

ていることを証する書面の写し（宣言書）（※） 

※自主宣言制度 HP における各宣言企業の詳細ページのうち

「宣言内容」をダウンロードすることで取得可能です。 
＜特に留意してください＞ 
「A．取り組みを行う」と記載しているにもかかわらず取組開
始日の到来後、当該自主宣言の取り組みを行っていない場合、
又は、当該自主宣言の取り組みを行っていないにもかかわらず
「B．取り組みを行っている」と記載して本誓約書を提出した
場合は、虚偽申請として建設業法に違反するおそれがありま
す。 

⑯ 

民事再生法又は会社

更生法の適用の確認

書類 

(H23.4.1 以降に民事

再生手続開始又は更

正手続開始の申立て

を行う場合) 

 

１ 再生（更生）手続開始決定日が確認できる書類 

２ 再生（更生）手続終結決定日が確認できる書類（手続終結

が決定している場合のみ） 
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様式第6号
（用紙A４）

  地方整備局長
 北海道開発局長
 神奈川県知事 殿

1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4

住所
商号又は氏名
代表者氏名

申請区分 2 （１．全ての建設工事、２．全ての公共工事）

記載要領

建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置を実施した旨の誓約書

科   目
措置実施工事

（株）神奈川アーバンプランニング
横浜市中区日本大通１−２−３

 １ 「   地方整備局長
     北海道開発局長 については、不要のものを消すこと。
          知事」
 ２ 「申請区分」の欄については、カラム内に該当する数字を記入すること。
 ３ 表には、許可に係る建設工事の種類に関わらず、審査基準日以前１年のうちに発注者から直接請
   け負った建設工事のうち、「申請区分」の欄に記入した区分が「１」の場合は日本国内における
   全ての建設工事について、「２」の場合は日本国内における全ての公共工事について記載するこ
   と。
    なお、表中に記載する内容が該当しない場合には、「０」を記載又は空欄とすること。
 ４ 「措置実施工事」とは、告示第一の四の１の(七)に掲げる建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積
   する為に必要な措置を実施した建設工事又は公共工事をいう。
   なお、当該措置を実施した建設工事においては、以下に掲げる軽微な工事及び災害応急工事等に
   ついても、当該項目に含むものとする。
 ５ 「軽微な工事」とは、建設業法施行令第一条の二第一項に掲げる建設工事をいう。
 ６ 「災害応急対策」とは、防災協定に基づき行う災害応急対策若しくは既に締結されている建設工
   事の請負契約において当該請負契約の発注者の指示に基づき行う災害応急対策をいう。

情報共有に関する同意書
及び

件   数
15件
10件
10件
35件

 令和５年９月１日から令和６年８月３１日までの期間に発注者から直接請け負った建設工事に
ついて、以下のとおり、建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置を実施し
ていることを誓約します。
 また、建設業法第２７条の２６第１項に定める国土交通大臣又は都道府県知事及び一般財団法
人建設業振興基金との間において、上記の内容を確認する目的での情報共有を行うことに同意し
ます。

建設キャリアアップシステム事業者ID

措置未実施工事 軽微な工事
災害応急対策

令和６年１２月１日

代表取締役 神奈川 太郎

合   計

今回申請の対象事業年度

不要なものは消す

該当する場合は□内に記載してください（項番51に記載し
た内容と同じ番号を記載）。

「１」⇒公共工事及び民間工事にて措置を実施した場合
※対象となる民間工事が無い場合にすべての公共工事で措
置を実施した場合を含みます。

措置未実施工事の欄には、発注者から直接請け負った軽微な工事又は災害応急工事のうち、措置を実施し
ていない件数を記載してください（実施している場合は、実施工事の件数に含めてください）。

発注者から直接請け負った工事のうち、軽微な工事及び災害応急工事以外の国内工事において措置未実施の
ものがある場合は、評価対象となりません。
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様式第7号
（用紙A４）

  地方整備局長
 北海道開発局長
 神奈川県知事 殿

住所
商号又は氏名
代表者氏名

申請区分 （A．取り組みを行う、B．取り組みを行っている）

「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」に関する誓約書

項   目

審査基準日

取組開始日

日   付

年   月   日

年   月   日

 「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」において、令和  年  月  日付
で宣言した取り組みについて、取組開始日以降（行う/行っている）ことを誓約します。
 また、建設業法第２７条の２６第１項に定める国土交通大臣又は都道府県知事及び一般
財団法人建設業振興基金との間において、上記の内容を確認する目的での情報共有を行う
こと及び上記の内容を確認する目的の調査に協力することに同意します。

  年  月  日 

審査基準日以前の宣言日を記載

不要なものは消す

Ａ又はＢを記載
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⑰ 

防災活動への貢献の

状況を証する書類 

（防災協定を締結して

いる場合のみ、いず

れかを添付） 

１ 申請者が国、特殊法人等または地方公共団体と防災協定

を締結している場合 → 防災協定（コピー） 

２ 申請者加入の社団法人等の団体が国、特殊法人等または

地方公共団体との間に防災協定を締結している場合 

→ 証明書（コピー）。または、当該団体に加入しているこ

とを証する書類（会員証等）のコピー及び防災活動に一定の

役割を果たすことが確認できる書類（当該団体の活動計画書

等）のコピー 

＜特に留意してください＞ 
・ 有償で行われる活動であっても加点対象となります。た 
だし、防災協定そのものが事実上の請負契約や期間委託契 
約とみなされるような場合（協定等において単価を定めて 
いるもの）は加点対象外となります。 

※ 事務効率化等のため事前に単価を定めている場合でその 
単価が明らかに実費相当であるような場合は加点対象とな 
ります）。 

・ 協定締結者を入札で決定しているような場合等も加点対 
象外となります。 

・ 「その他の審査項目」（P37）にも特に詳しく説明してお

りますのでご覧ください。 

・ 団体の発行する証明書には必ず審査基準日が明記されて 

いる必要があります（様式はP88を参照してください）。 

 

○ 防災活動への貢献の状況を証する書類として可・不可としている事例 

 ◎ 可としている事例 

  ・ 災害緊急協力事業者登録申込書（横須賀市市民部危機管理課の収受印があるもの） 

    ※ 横須賀市の災害緊急協力事業者登録申込書は登録という名称ではあるものの、そ 

の内容から（下記の「防災協定の締結について」参照。）加点対象となります。 

    ※ 但し、登録期間（１年間）に審査基準日が含まれていない場合は加点対象となり 

ません。 

（例）令和８年２月１日の収受印がある申込書は、令和８年４月１日から令和９年 

３月31日までを登録の有効期間と判断します。 

 × 不可としている事例 

  ・ 川崎市防災協力事業所登録の登録証 

  ・ 緊急補修工事等に関する覚書 

  ・ 緊急補修工事等に関する協定書 

  ・ 建設業労働災害防止協会加入証明書 

    

 

 

 

 

 

 

 

☆ 防災協定の締結について ☆ 

 ・ 災害時における防災活動等について定めた行政機関等との間の協定であり、建設工事 
に該当しない活動であってもよいですが、事実上請負契約・委託契約とみなされるよう

なものは対象外となります。 
 ・ 防災協定とは、協力要請が原則ですが、事業者に対して一定の強制力を有するもので 

あるため、活動内容が自発的な防災活動の実施等のような内容の場合は加点対象外とな 
ります。 
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（証明書見本） 

証  明  書 
 

 

所在地 

商号または名称 

代表者名 

許可番号 

 

 

 

 上記の者は令和  年  月  日付けで神奈川県知事との間で締結した災害時における応

急対策業務に関する○○災害協定に基づいて災害応急活動等に従事する者であることを証明す

る。 

 

 

 

   年   月   日（審査基準日を記入） 

 

 

 

 

 

 

 

○○○○協会（団体名） 

 

会  長    ○○○○ 証印 
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⑱ 

法令遵守の状況を証 

する書類 

(有の場合のみ添付) 

・建設業法第２８条に基づく営業停止処分または指示処分の

通知書（コピー） 

＜特に留意してください＞ 

処分を受けた年月日が、審査基準日の属する年度内であ 

る場合に「有」となります。 

⑲ 

 

監査の受審状況を証す

る書類 

(該当する項目に応じ

て１～３のいずれかを

添付） 

１ 会計監査人設置の場合 

→会計監査人が作成した監査報告を証する書類（コピー）

＋会計監査人を設置していることが確認できる書類（履歴

事項全部証明書または定款のコピー） 

２ 会計参与設置の場合 

→会計参与報告書（コピー）＋会計参与を設置しているこ

とが確認できる書類（履歴事項全部証明書または定款のコ

ピー） 

３ 経理の実務経験者による経理処理の適正を確認した場合 

→経理の実務経験者による「経理処理の適正を確認した旨

の書類」に自ら署名を付した書類（コピー） 

＜特に留意してください＞ 

・会計監査人設置の場合、会計監査人が当該会社の財務諸表

に対して無限定適正意見又は限定付適正意見を表明してい

る必要があります。 

・会計参与設置の場合、会計参与が会計参与報告書を作成し

ている必要があります。 

・「経理処理の適正を確認した旨の書類」は、「公認会計士

等の数」に含まれる方のみが署名することができます（２

級建設業経理士及び２級建設業経理事務士が署名をしても

加点対象となりません）。 

 ※ワープロ等による記名は認められません。 

・「経理処理の適正を確認した旨の書類」の様式については

P92 をご覧ください。別添「建設業の経理が適正に行われた

ことに係る確認項目」（P93～P96 参照）も必ず添付してく

ださい。 
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⑳ 

公認会計士等の数、

二級登録経理士試験

合格者の数を証する

書類 

(常勤職員に資格を有

する者がいる場合に

添付） 

資格を証する書類の写し＋常勤確認資料（P60参照 ※６か月

超の雇用関係は不要） 

 

以下の資格を有する方が対象となります。 

＜公認会計士＞ 

・公認会計士法第28条の規定による研修の受講を証明する書 

面 

＜税理士＞ 

・所属税理士会が認定する研修の受講を証明する書面 

＜１級又は２級登録経理試験に合格した者＞ 

・１級又は２級登録経理試験に合格した年度の翌年度の開始

の日から５年を経過していない合格を証明する書面 

又は 

・１級又は２級登録経理講習を受講した年度の翌年度の開始

の日から５年を経過していない受講を証明する書面 

 

＜特に留意してください＞ 

・常勤確認資料の該当職員氏名の横に○Ｋと付記してくださ

い。 

 

㉑ 

研究開発の状況を証 

する書類 

(会計監査人設置法人 

のみ添付） 

有価証券報告書（コピー） 

ただし、会計監査人設置法人で有価証券報告書提出義務の

ない会社は、建設業課建設業審査グループに別途ご相談く

ださい。 

 

＜特に留意してください＞ 

・監査の受審状況において、「1.会計監査人の設置」を選択

した場合のみ記入することができます。 

・建設業法施行規則別記様式第 17 号の２（注記表）に「研究

開発費の総額」が記載されている場合は、有価証券報告書

の提出は省略できます。 

・２年平均の数値を採るため、２年分必要です。 

・決算期が 12 か月に満たない場合の換算方法については完成

工事高と同じです。 

・研究開発費を計上できるのは単独決算の分のみです。 
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㉒ 

契約後ＶＥによる契 

約額の減額を証する 

書類 

（該当ある場合のみ

添付） 

契約後ＶＥの実績がある場合に限り、契約額の減額を証する 

書類 

※ ＶＥ（Value Engineering）とは、目的物の機能を低下さ

せずにコストを低減する、または同等のコストで機能を向

上させるための技術です。 

契約後ＶＥとは、主として施工段階における現場に即した

コスト縮減が可能となる技術提案が期待できる工事を対象と

して、契約後、受注者が施工方法等について技術提案を行

い、採用された場合、当該提案に従って設計図書を変更する

とともに、提案のインセンティブを与えるため、契約額の縮

減額の一部に相当する金額を受注者に支払うことを前提とし

て、契約額の減額変更を行う方式です。 
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様式第２号                         （用紙Ａ４） 

 

 

 

 

 

経理処理の適正を確認した旨の書類 

 

 

 

  私は、建設業法施行規則第１８条の３第３項第２号の規定に基づく確認を行うため、 
            の令和  年  月  日から令和  年  月  日までの

第   期事業年度における計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等

変動計算書及び注記表について、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準その他の企業会計の慣行をしん酌され作成されたものであること及び別添の会計処理

に関する確認項目の対象に係る内容について適正に処理されていることを確認しました。 

 

 

  

地方整備局長 

北海道開発局長 

神奈川県知事  殿 

  

 

 

令和  年  月  日 

 

 

                            商号又は名称 

                            所属・役職 

                             
                           氏 名                                   
 

 

 

以上 

不要なものは消す 
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別添 

建設業の経理が適正に行われたことに係る確認項目 

 

項目  内容  

全体   前期と比較し概ね２０％以上増減している科目についての内容を検証する。特に次の科目について

は、詳細に検証し不適切なものが含まれていないことを確認した。 

 

    受取手形、完成工事未収入金等の営業債権 

    未成工事支出金等の棚卸資産 

    貸付金等の金銭債権 

    借入金等の金銭債務 

    完成工事高、兼業事業売上高 

    完成工事原価、兼業事業売上原価 

    支払利息等の金融費用 

預貯金   残高証明書又は預金通帳等により残高を確認している。  

金銭債権    営業上の債権のうち正常営業循環から外れたものがある場合、これを投資その他の資産の部に表

示している。 

 

   営業上の債権以外の債権でその履行時期が１年以内に到来しないものがある場合、これを投資そ

の他の資産の部に表示している。 

 

   受取手形割引額及び受取手形裏書譲渡額がある場合、これを注記している。  

貸倒損失 

貸倒引当金 

  法的に消滅した債権又は回収不能な債権がある場合、これらについて貸倒損失を計上し債権金

額から控除している。 

 

   取立不能のおそれがある金銭債権がある場合、その取立不能見込額を貸倒引当金として計上して

いる。 

 

   貸倒損失・貸倒引当金繰入額等がある場合、その発生の態様に応じて損益計算上区分して表示し

ている。 

 

有価証券   有価証券がある場合、売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式、

その他有価証券に区分して評価している。 

 

   売買目的有価証券がある場合、時価を貸借対照表価額とし、評価差額は営業外損益としている。  

   市場価格のあるその他有価証券を多額に保有している場合、時価を貸借対照表価額とし、評価差

額は洗替方式に基づき、全部純資産直入法又は部分純資産直入法により処理している。 

 

   時価が取得価額より著しく下落し、かつ、回復の見込みがない市場価格のある有価証券（売買目的

有価証券を除く。）を保有する場合、これを時価で評価し、評価差額は特別損失に計上している。 

 

   その発行会社の財政状態が著しく悪化した市場価格のない株式を保有する場合、これについて相

当の減額をし、評価差額は当期の損失として処理している。 

 

棚卸資産   原価法を採用している棚卸資産で、時価が取得原価より著しく低く、かつ、将来回復の見込みがな

いものがある場合、これを時価で評価している。 
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未成工事支出金   発注者に生じた特別の事由により施工を中断している工事で代金回収が見込めないものがある場

合、この工事に係る原価を損失として計上し、未成工事支出金から控除している。 

 

   施工に着手したものの、契約上の重要な問題等が発生したため代金回収が見込めない工事がある

場合、この工事に係る原価を損失として計上し、未成工事支出金から控除している。 

 

経過勘定等   前払費用と前払金、前受収益と前受金、未払費用と未払金、未収収益と未収金は、それぞれ区別し

、適正に処理している。 

 

   立替金、仮払金、仮受金等の項目のうち、金額の重要なもの又は当期の費用又は収益とすべきもの

がある場合、適正に処理している。 

 

固定資産   減価償却は経営状況により任意に行うことなく、継続して規則的な償却を行っている。  

   適用した耐用年数等が著しく不合理となった固定資産がある場合、耐用年数又は残存価額を修正

し、これに基づいて過年度の減価償却累計額を修正し、修正額を特別損失に計上している。 

 

   予測することができない減損が生じた固定資産がある場合、相当の減額をしている。  

   使用状況に大幅な変更があった固定資産がある場合、相当の減額の可能性について検討している。  

   研究開発に該当するソフトウェア制作費がある場合、研究開発費として費用処理している。  

   研究開発に該当しない社内利用のソフトウェア制作費がある場合、無形固定資産に計上している。  

   遊休中の固定資産及び投資目的で保有している固定資産で、時価が５０％以上下落しているもの

がある場合、これを時価で評価している。 

 

   時価のあるゴルフ会員権につき、時価が５０％以上下落しているものがある場合、これを時価で評価

している。 

 

   投資目的で保有している固定資産がある場合、これを有形固定資産から控除し、投資その他の資

産に計上している。 

 

繰延資産   資産として計上した繰延資産がある場合、当期の償却を適正に行っている。  

   税法固有の繰延資産がある場合、投資その他の資産の部に長期前払費用等として計上し、支出の

効果の及ぶ期間で償却を行っている。 

 

金銭債務   金銭債務は網羅的に計上し、債務額を付している。  

   営業上の債務のうち正常営業循環から外れたものがある場合、これを適正な科目で表示している。  

   借入金その他営業上の債務以外の債務でその支払期限が１年以内に到来しないものがある場合、

これを固定負債の部に表示している。 

 

未成工事受入金   引渡前の工事に係る前受金を受領している場合、未成工事受入金として処理し、完成工事高を計

上していない。ただし、工事進行基準による完成工事高の計上により減額処理されたものを除く。 

 

引当金   将来発生する可能性の高い費用又は損失が特定され、発生原因が当期以前にあり、かつ、設定金

額を合理的に見積ることができるものがある場合、これを引当金として計上している。 

 

  役員賞与を支給する場合、発生した事業年度の費用として処理している。  

  損失が見込まれる工事がある場合、その損失見込額につき工事損失引当金を計上している。  
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   引渡を完了した工事につき瑕疵補償契約を締結している場合、完成工事補償引当金を計上してい

る。 

 

退職給付債務 

退職給付引当金 

  確定給付型退職給付制度（退職一時金制度、厚生年金基金、適格退職年金及び確定給付企

業年金）を採用している場合、退職給付引当金を計上している。 

 

   中小企業退職金共済制度、特定退職金共済制度及び確定拠出型年金制度を採用している場合、

毎期の掛金を費用処理している。 

 

その他の引当金   将来発生する可能性の高い費用又は損失が特定され、発生原因が当期以前にあり、かつ、設定金

額を合理的に見積ることができるものがある場合、これを引当金として計上している。 

 

   役員賞与を支給する場合、発生した事業年度の費用として処理している。  

   損失が見込まれる工事がある場合、その損失見込額につき工事損失引当金を計上している。  

   引渡を完了した工事につき瑕疵補償契約を締結している場合、完成工事補償引当金を計上してい

る。 

 

法人税等   法人税、住民税及び事業税は、発生基準により損益計算書に計上している。  

  法人税等の未払額がある場合、これを流動負債に計上している。  

   期中において中間納付した法人税等がある場合、これを資産から控除し、損益計算書に表示して

いる。 

 

消費税   決算日における未払消費税等（未収消費税等）がある場合、未払金（未収入金）又は未払消費税等

（未収消費税等）として表示している。 

 

税効果会計   繰延税金資産を計上している場合、厳格かつ慎重に回収可能性を検討している。  

   繰延税金資産及び繰延税金負債を計上している場合は、その主な内訳等を注記している。  

   過去３年以上連続して欠損金が計上されている場合、繰延税金資産を計上していない。  

純資産   純資産の部は株主資本と株主資本以外に区分し、株主資本は、資本金、資本剰余金、利益剰余金

に区分し、また、株主資本以外の各項目は、評価・換算差額等及び新株予約権に区分している。 

 

収益・費用の計上 

（全般） 

  収益及び費用については、一会計期問に属するすべての収益とこれに対応するすべての費用を

計上している。 

 

   原則として、収益については実現主義により、費用については発生主義により認識している。  

工事収益・工事原価   適正な工事収益計上基準（工事完成基準、工事進行基準、部分完成基準等）に従っており、工事

収益を恣意的に計上していない。 

 

   引渡の日として合理的であると認められる日（作業を結了した日、相手方の受入場所へ搬入した日

、相手方が検収を完了した日、相手方において使用収益ができることとなった日等）を設定し、その

時点において継続的に工事収益を計上している。 

 

   建設業に係る収益・費用と建設業以外の兼業事業の収益・費用を区分して計上している。ただし、

兼業事業売上高が軽微な場合を除く。 

 

   工事原価の範囲・内容を明確に規定し、一般管理費や営業外費用と峻別のうえ適正に処理してい

る。 
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工事進行基準   工事進行基準を適用する工事の範囲（工期、請負金額等）を定め、これに該当する工事については

、工事進行基準により継続的に工事収益を計上している。 

 

   工事進行基準を適用する工事の範囲（工期、請負金額等）を注記している。  

   実行予算等に基づく、適正な見積り工事原価を算定している。  

   工事原価計算の手続きを経た発生工事原価を把握し、これに基づき合理的な工事進捗率を算定し

ている。 

 

   工事収益に見合う金銭債務「未成工事受入金」を減額し、これと計上した工事収益との減額がある

場合、「完成工事未収入金」を計上している。 

 

受取利息配当金   協同組合から支払いを受ける事業分量配当金がある場合、これを受取利息配当金として計上して

いない。 

 

支払利息   有利子負債が計上されている場合、支払利息を計上している。  

ＪＶ   共同施工方式のＪＶに係る資産・負債・収益・費用につき、自社の出資割合に応じた金額のみを計上

し、ＪＶ全体の資産・負債・収益・費用等、他の割合による金額を計上していない。 

 

   分担施工方式のＪＶに係る収益につき、契約金額等の自社の施工割合に応じた金額を計上し、ＪＶ

全体の施工金額等、他の金額を計上していない。 

 

   ＪＶを代表して自社が実際に支払った金額と協定原価とが異なることに起因する利益は、当期の収

益または未成工事支出金のマイナスとして処理している。 

 

個別注記表   重要な会計方針に係る事項について注記している。  

    資産の評価基準及び評価方法 

    固定資産の減価償却の方法 

    引当金の計上基準 

    収益及び費用の計上基準 

   会社の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項を注記している。  

   当期において会計方針の変更等があった場合、その内容及び影響額を注記している。  
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㉓ 

建設機械の保有状況 

を証する書類 

（該当ある場合のみ

添付） 

１ 建設機械の保有状況一覧表（P101掲載の建設機械様式） 

 ・ 収受印を押すため、建設機械の保有状況一覧表のみ提出書

類⑤（「その他の審査項目（社会性等）」（20004 帳票）の

次）の位置に綴じてください。 

・ 加点対象は 15 台までですが、発注部署が経審結果通知書に

印字された台数を使用する場合も考えられますので、申請書項

番 62（建設機械の所有及びリース台数）には、所有又はリー

ス契約による実数を記入してください。 

 ・ 申請書に 16 台以上記入した場合でも、「建設機械の保有状

況一覧表」には 15 台分までを記入してください。下記２～４

の裏付け資料についても、15台分までで結構です。 

・ P101の建設機械様式欄外【記載要領】もご参照ください。 

 ・ 確認書類には、一覧表の通し番号を記入して、一覧表と確

認書類の対応関係を明確にしてください。 

２ 建設機械の売買契約書(コピー)又はリース契約書(コピー) 

 〇 売買契約書（コピー） 

  …建設機械の種類、メーカー名、型式、製造・車体番号・車

台番号、種別又は規格及び取得年月日を確認できるもの 

・ 前回経審の収受印のある「建設機械の保有状況一覧表」

の写しを提出し、当該建設機械が「自社所有」であり今回

も同様の場合は不要です（「リース」の場合はリース期間

の確認のため毎回契約書が必要です）。なお、前回経審を

電子申請で申請した場合は収受印の押印がないので、前回

経審の「建設機械の保有状況一覧表」の欄外右上に「前回

経審提出書類」と記載し、提出してください。 

・ 売買契約書を紛失した場合は、次の①～⑥のいずれかの 

ものを代替書類として提出してください。 

① 販売者の譲渡証明書(コピー) 

②（一社）日本建設機械工業会の統一様式による譲渡証明 

書又は保証契約書(コピー) 

③ 注文書（コピー） 

④ 納品書（コピー） 

⑤ 請求書及び領収書等の入金確認書類（コピー） 

⑥ 車検証 
※車検証の「所有者」「使用者」がともに申請者名義であり、「登録

年月日/交付年月日」が審査基準日以前の日付である場合のみ 

 〇 リース契約書（レンタル契約は加点対象外）（コピー） 

  …建設機械の種類、メーカー名、型式、製造・車体番号・車

台番号、種別又は規格、リース開始日及びリース期間満了日

について確認ができるもの 

・ リース契約は、リース期間に経営事項審査の有効期間(1 

年7ヶ月間)が含まれている場合が対象となります。（リー 

ス期間最終年はご留意ください。） 

・ リース期間に経営事項審査の有効期間満了日が含まれて 

いない場合であっても、リース契約書において期間の自動 
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更新をする旨の記載がある場合は加点対象とします。 

・ 自動更新をする旨の記載がない場合であっても、更新契 

約を確実に行う予定である旨の県知事宛の申立書を提出い 

ただければ加点対象とします。    
リースの場

合 

リース 

開始日 

審査基準日

(決算日) 

経審の有効

期間満了日 

リース終了日 

対象となる

例 

R7.4.1 R8.3.31 R9.10.31 R10.3.31 

対象となら

ない例 

R7.4.1 R8.3.31 R9.10.31 R9.3.31 

３ 特定自主検査記録表、移動式クレーン検査証、又は自動車検 

査証のいずれか（コピー） 

 〇 特定自主検査記録表（コピー） 

  ・ ショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベ

ル、モーターグレーダー、不整地運搬車、高所作業車、締

固め用機械及び解体用機械の場合に必要です。 

  ・ 審査基準日の直前１年以内に実施したものが必要です。 

  ※ 定期自主検査記録表では加点対象となりません。 

※ 新車の購入日が審査基準日以前１年以内の場合は省略可 

 〇 移動式クレーン検査証（コピー） 

  ・ 移動式クレーンの場合に必要です。 

・  有効期間内に審査基準日を含むものが必要です。 

〇 自動車検査証（コピー） 

  ・ ダンプ車及びアスファルト・フィニッシャの場合に必要

です。 

 ・ 初度登録年月が審査基準日以前で、かつ、審査基準日が

有効期間の満了する日以前であることが必要です。 

・ 車体の形状欄に「ダンプ」「ダンプフルトレーラ」「ダン

プセミトレーラ」と記載のあるものであって、土砂等の運搬

に供される貨物自動車が対象です。 
※ 備考欄に「積載物は、土砂等以外のものとする」等の記

載があり、土砂等の運搬が制限されている車両において

は、加点対象となりません。 
・ 車体の形状欄に「アスファルト・フィニッシャ」と記載の

ある大型特殊自動車が対象です 

・  電子車検証の場合は、有効期間等を確認するため自動車検

査証記録事項のコピーも併せてご提出ください。 

４ 該当機械の写真(又はカタログコピー) ※ダンプ車は不要 

・ 前回経審の収受印のある「建設機械の保有状況一覧表」

の写しを提出し、当該建設機械が「自社所有」であり今回

も同様の場合は不要です。なお、前回経審を電子申請で申

請した場合の対応については前ページ「２」と同様です。 

・ 建設機械の種類がはっきりわかる写真を１～２枚をＡ４ 

版用紙に貼付してください。 

・ ショベル系採掘機の場合、アタッチメントの先端まで映 
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っているものが必要です。 

・ トラクターショベルの場合、バケットの部分まで映って 

いるものが必要です。 

＜特に留意してください＞ 

・ 対象となる建設機械の種類は、次に掲げるものに限られま

す。 

① 建設機械抵当法第２条に規定する建設機械のうち、次のもの 

ショベル系掘削機 ショベル、バックホウ、ドラグライ

ン、クラムシェル、クレーン又はパイ

ルドライバーのアタッチメントを有す

るもの 

ブルドーザー 自重が３トン以上のもの 

トラクターショベル バケット容量が0.4立方メートル以上

のもの 

モーターグレーダー 自重が５トン以上のもの 

②  ダンプ車  

・ 土砂等を運搬する貨物自動車であって自動車検査証の車体の

形状の欄に「ダンプ」、「ダンプフルトレーラ」又は「ダンプ

セミトレーラ」と記載されているもの 

③ 移動式クレーン 

・ 労働安全衛生法施行令(昭和 47 年政令第 318 号)第 12 条第１

項第４号に規定するつり上げ荷重が３トン以上のもの（固定式

クレーンは対象外） 

④ 高所作業車 

・ 労働安全衛生法施行令第 13 条第３項第 34 号に規定する作業

床の高さが２メートル以上のもの 

⑤ 締固め用機械 

・ 労働安全衛生法施行令別表第７第４号に掲げる「ローラー」

（「ロードローラー」「タイヤローラー」「振動ローラー」） 

※ ハンドガイドローラーは移動用エンジンにより自走可能で

あり、ロードローラーの一種であるため、加点対象となりま

す。 

※ コンパクタやランマー等明確に自走能力が無い建設機械は

特定自主検査の対象ではないため、加点対象となりません。 

⑥ 解体用機械 

・ 労働安全衛生法施行令別表第７第６号に掲げる「ブレーカ」 

・ 労働安全衛生法施行規則第 151 条の 175 に定める「鉄骨切断

機」「コンクリート圧砕機」「解体用つかみ機」 

※ ベースマシンに解体用アタッチメントを装着させることで

解体用機械として使用している等の事由により、複数の特定

自主検査記録表等に同一のベースマシンが記載されている場

合については、重複して加点できません。 

⑦ アスファルト・フィニッシャ 

・ 道路舗装等に供される大型特殊自動車であって自動車検査証
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の車体の形状の欄に「アスファルト・フィニッシャ」と記載の

あるもの 

⑧ 不整地運搬車 

・労働安全衛生法施行令第 13 条第３項第 33 号に掲げるもので土

砂の運搬等に供されるもの 
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地
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搬
車

1
4

記
入
例

前
回
経
審
の
収
受
印
の
あ
る
「
建
設
機
械
の
保
有
状
況
一
覧

表
」
の
写
し
を
提
出
し
、
当
該
建
設
機
械
が
「
自
社
所
有
」

で
あ
り
今
回
も
同
様
の
場
合
、
当
該
建
設
機
械
の
「

No
.」

欄
を
丸
で
囲
む
。

【
記
載
要
領
】

１
項
番
「
６
２
」
で
記
入
し
た
台
数
分
の
評
価
対
象
建
設
機
械
を
全
て
記
載
す
る
こ
と
。

２
「
建
設
機
械
の
種
類
」欄
は
、
該
当
す
る
も
の
を
丸
で
囲
む
こ
と
。

３
「
種
別
又
は
規
格
」欄
は
、
「建
設
機
械
の
種
類
」欄
に
て
選
択
し
た
機
種
ご
と
に
下
記
に
つ
き
記
載
す
る
こ
と
。

①
「
シ
ョ
ベ
ル
系
掘
削
機
」
に
あ
っ
て
は
、
シ
ョ
ベ
ル
、
バ
ッ
ク
ホ
ウ
、
ド
ラ
グ
ラ
イ
ン
、
ク
ラ
ム
シ
ェ
ル
、
ク
レ
ー
ン
又
は
パ
イ
ル
ド
ラ
イ
バ
ー
の
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
を
有
す
る
旨
。
（例
：バ
ッ
ク
ホ
ウ
）

②
「
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
」
に
あ
っ
て
は
、
自
重
。
（例
：3
.8
9ト
ン
）
※
評
価
対
象
は
自
重
３
ト
ン
以
上
の
も
の

③
「
ト
ラ
ク
タ
ー
シ
ョ
ベ
ル
」
に
あ
っ
て
は
、
バ
ケ
ッ
ト
容
量
。
（
例
：
1.
2立
方
メ
ー
ト
ル
）
※
評
価
対
象
は
バ
ケ
ッ
ト
容
量
が
0.
4立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

④
「
モ
ー
タ
ー
グ
レ
ー
ダ
ー
」
に
あ
っ
て
は
、
自
重
。
（例
：1
0.
0ト
ン
）
※
評
価
対
象
は
自
重
が
５
ト
ン
以
上
の
も
の

⑤
「
ダ
ン
プ
車
」
に
あ
っ
て
は
、
ダ
ン
プ
、
ダ
ン
プ
フ
ル
ト
レ
ー
ラ
又
は
ダ
ン
プ
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
の
種
別
。
（例
：ダ
ン
プ
）

⑥
「
移
動
式
ク
レ
ー
ン
」に
あ
っ
て
は
、
つ
り
上
げ
荷
重
。
（
例
：
7.
0ト
ン
）
※
評
価
対
象
は
つ
り
上
げ
荷
重
が
３
ト
ン
以
上
の
も
の

⑦
「
高
所
作
業
車
」に
あ
っ
て
は
、
作
業
床
の
高
さ
。
（例
：2
.0
メ
ー
ト
ル
）
※
評
価
対
象
は
作
業
床
の
高
さ
が
２
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

⑧
「
締
固
め
用
機
械
」
に
あ
っ
て
は
、
ロ
ー
ド
ロ
ー
ラ
ー
、
タ
イ
ヤ
ロ
ー
ラ
ー
又
は
振
動
ロ
ー
ラ
ー
等
の
種
別
。
（例
：ロ
ー
ド
ロ
ー
ラ
ー
）

⑨
「
解
体
用
機
械
」に
あ
っ
て
は
、
ブ
レ
ー
カ
、
鉄
骨
切
断
機
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
砕
機
又
は
解
体
用
つ
か
み
機
等
の
種
別
。
（
例
：
ブ
レ
ー
カ
）

⑩
「
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
・
フ
ィ
ニ
ッ
シ
ャ
」に
あ
っ
て
は
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
・フ
ィ
ニ
ッ
シ
ャ
。

⑪
「
不
整
地
運
搬
車
」に
あ
っ
て
は
、
記
載
不
要

４
「
所
有
・
リ
ー
ス
の
別
」
欄
は
、
「自
社
所
有
」又
は
「
リ
ー
ス
」の
該
当
す
る
方
を
○
で
囲
む
こ
と
。

５
「
所
有
・
リ
ー
ス
の
別
」
欄
に
お
い
て
「自
社
所
有
」を
選
択
し
た
場
合
は
「取
得
年
月
日
」を
、
「
リ
ー
ス
」を
選
択
し
た
場
合
は
「リ
ー
ス
開
始
日
」及
び
「リ
ー
ス
期
間
満
了
日
」を
記
載
す
る
こ
と
。
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㉔ 

国又は国際標準化機

構が定めた規格によ

る認証又は登録の状

況を証する書類 

（該当ある場合のみ

添付） 

① ISO 9001又はISO 14001の登録 

→ 審査登録機関の認証を証明する書類(認証登録証明書)(コピ

ー)＋認証範囲を確認することのできる書面※(コピー) 

 ※認証登録証明書だけでは認証範囲を確認することのできない場

合のみ添付 

② エコアクション２１の認証 

→ 一般財団法人持続性推進機構による「認証・登録証」 

＜特に留意してください＞ 

① ISO 9001又はISO 14001の登録 

・ ＪＡＢ((公財)日本適合性認定協会)又はＪＡＢの認証したＩＳＯと

相互認証を行っている国際ＩＳＯ認定機関の認証を受けた審査登録機

関のものが加点対象となります。 

・ 会社単位で取得している場合が加点対象となります。(特定の

営業所単位の認証は対象外)  

・ 建設業以外の業種（不動産業等）での認証の場合は加点対象

となりません。 

・ ISO 9001 及び ISO 14001 や相互認証、認証（審査登録）機関

などの詳細については、公益財団法人日本適合性認定協会

（https://www.jab.or.jp/）にお問合せください。 

② エコアクション２１の認証 

・ 原則、全組織及び全活動を認証範囲とする認証であるものが

加点対象となります。 
・ 「認証・登録証」に「段階的認証」又は「サイト認証」と記

載がある場合であって、かつ、認証範囲に建設業が含まれてい

ない場合や一部の支店等に限られている場合には、加点対象と

なりません。 

＜その他必要な書類の提出について＞ 

本手引きに記載されている書類の他、場合により追加資料の提出等を求めることがあります。 

https://www.jab.or.jp/
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様式第二十五号の十（第十九条の五関係）

登録経営状況分析機関

殿 登録経営状況分析機関代表者 印

あります。
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この経営状況分析結果通知書の記載事項は、事実に相違ありません。

注）「処理の区分」の欄は、建設業法施行規則別記様式第25号の８の記載要領の別表(2)の分類に従い、経営状況分析を行つた処理の区分を表示して
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Ⅳ その他特殊な経営事項審査（経営状況分析・

経営規模等評価）・総合評定値の申請手続き 
 

１ 業種追加による経営事項審査の受け直し 

直近の審査基準日で経営事項審査を受審し、その後、業種追加により許可業種数が 
増えた場合、業種追加の業種も含めて経営事項審査を受け直すことができます。 

申請に必要な書類は「Ⅱ３ 申請に必要な書類一覧（P9～P14）」に記載のとおり、

(1)提出書類（正本、副本）、(2)確認書類①、(3)確認書類②、(4)提出前確認票及び経

営事項審査に係る連絡票です。 
  

 (1) 提出書類 （正本・副本各１部） 
提出書類 備   考 

①経営規模等評価申請書 
 経営規模等評価再審査申立書 
 総合評定値請求書 
 （20001 帳票） 

許可を受けている建設業（項番 15）及び経営規
模等評価等対象建設業（項番 16）に、業種追加
した業種も含めて記載すること 

②工事種類別完成工事高 
 工事種類別元請完成工事高 

（20002 帳票） 

すべて消費税抜きの金額を記入（単位 千円） 
（免税事業者は消費税込みの金額を記入） 
業種追加した業種も記載すること 

②－2 工事種類別完成工事高付表 
工事種類別元請完成工事高付表 

完成工事高の積み上げを行う場合のみ必要 
（P30 参照） 

③技術職員名簿 
 （20005 帳票） 

受け直す前の経営事項審査の申請内容（既に受
審済みのもの）と同じものであること 

④その他の審査項目（社会性等） 
 （20004 帳票） 

受け直す前の経営事項審査の申請内容（既に受
審済みのもの）と同じものであること 

⑤建設機械の保有状況一覧表 
受け直す前の経営事項審査の申請内容（既に受
審済みのもの）と同じものであること 

⑥経営状況分析結果通知書（写し） 総合評定値を請求する場合のみ 

⑦審査手数料貼付書 
業種追加した業種数の金額のみを貼付 
（例）２業種追加の場合は 13,500 円（総合評定
値を含む） 
※ 金額を間違えないようご注意ください。 

⑧委任状 代理申請の場合のみ 

 

(2) 確認書類①（全て写しで可）（正本１部） 
 確  認  書  類  ① 

①業種追加した業種に係る許可通知書 
②工事請負契約書等 
※業種追加した業種について、工事の実績がない場合は添付不要 
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(3) 確認書類②（全て写しで可）（正本１部） 
確  認  書  類  ② 

①建設業許可申請書の写し（収受印のある第一面） 
…業種追加した業種に係るもの 
②商号・所在地・役員等の変更届出書、廃業届の写し（収受印のある第一面） 
※既に受審済の経営事項審査等（直近の審査基準日）の申請内容から、商号・所在地・役員等の

変更や、許可業種の廃業等があった場合のみ 
③受け直す前の経営規模等評価申請書・総合評定値請求書（既に受審済みのもの）の写し 
（収受印のある表紙からその他の審査項目まで） 

④受け直す前の経営規模等評価申請書・総合評定値通知書(経営事項審査等の結果通知書)の写し 

⑤工事経歴書（様式第 2 号） 
…業種追加した業種分のみ添付 

(4) 提出前確認票及び経営事項審査に係る連絡票（正本各１部） 
   様式は P13～P14 を参照してください（提出前確認票における確認書類①や確認書

類②については、該当する部分のみ〇をつけてください。）。 

 また、提出前確認票の申請書類①経営事項審査に係る連絡票の右の特記事項に「業 

種追加による経営事項審査等の受け直し」と明記した上で提出してください。 

 
 
 
☆ 業種追加による経営事項審査の受け直しに関する注意事項 ☆ 

〇 受け直す前の経営事項審査の結果通知を受領する前（経営事項審査の申請中） 

に、業種追加による経営事項審査の受け直しをすることはできません。 

※ 経営事項審査の申請中に、業種追加による許可業種も追加で経営事項審査を受 

審したい場合、当該申請中の経営事項審査を取下げる必要があるので、速やかに 

建設業課建設業審査グループ経営事項審査担当に御相談ください。 

○ 建設業許可・経営事項審査電子申請システムによる電子申請の場合には、必ず

「申請・届出にあたっての連絡事項」欄に「○○工事の業種追加に係る経営事項審

査」（○○には業種追加したい業種が入ります）である旨をご記入ください。 

〇 経営規模等評価申請書・総合評定値請求書（20001 帳票）の項番 15「許可を受け

ている建設業」については、業種追加による経営事項審査の受け直しの申請時に許

可を有する業種を全て記入してください。また、項番 16「経営規模等評価等対象建

設業」については、申請する業種を全て記入してください。  

〇 業種追加による経営事項審査の受け直しの場合も、結果通知は申請の収受日から 

35 日程度で神奈川県から送付されます（申請内容に不備があった場合を除く）。 
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２ その他の経営規模等評価申請・総合評定値請求について 

 以下の経営規模等評価申請・総合評定値請求については、申請前に必ず建設業課建

設業審査グループ経営事項審査担当に御相談ください。 
 

 (1) 建設業の承継に係る経営事項審査 
  ① 個人の建設業者（被承継人）から、配偶者又は２親等以内の者（承継人）が、建 

設業を承継する場合に受審する経営事項審査 
  ② 個人の建設業者（被承継人）から、法人（承継人）が、建設業を承継する場合に

受審する経営事項審査 
 (2) その他特殊な経営事項審査 

  ① 会社合併に係る経営事項審査 

  ② 会社分割に係る経営事項審査 

  ③ 営業譲渡に係る経営事項審査 

(3) 外国建設業者及び企業集団認定業者の取扱い 

〇 特例の内容 
     外国（ＷＴＯ政府調達協定の適用国等）の建設業者に関する特例措置として、① 

技術職員数、②労働福祉の状況のうち建設業退職金共済制度、退職一時金制度、企 
業年金制度及び法定外労働災害補償制度、③営業年数、④公認会計士等の数、⑤監 
査の受審状況、⑥研究開発費の額の項目については、国土交通大臣が認定した数値 
等により審査を行います。 

    また、国土交通大臣が企業集団として認定した場合は、労働福祉の状況のうち 
防災協定の締結の有無、法令遵守の状況を除き企業集団全体について認定した数値

をもって審査を行います。 
〇 申請書の作成等 

    上記の認定を受けた後の技術職員有資格区分コードの記入方法等について不明の 
場合は、事前に建設業課建設業審査グループ経営事項審査担当までご相談ください。 

(4) 外国子会社の経営実績の評価 
    本邦親会社及び外国子会社の経営規模に係る数値を国土交通大臣が認定し、評価 

することとなりますので、当該制度を利用する建設業者は、事前に国土交通大臣の 

認定申請を行い、数値の認定書を受ける必要があります。 

  
 

☆ その他の経営規模等評価申請・総合評定値請求に関する注意事項 ☆ 

〇 対面による事前相談は一切受け付けておりません。事前相談の場合、必ず電話又は

FAX により御連絡してください。 

○ 建設業許可・経営事項審査電子申請システムによる電子申請の場合には、必ず「申

請・届出にあたっての連絡事項」欄に「××に係る経営事項審査」（××にはこの 

ページに記載されている特殊事情（会社合併等）が入ります）である旨をご記入くだ

さい。 

○ 建設業の承継に係る経営事項審査や、その他特殊な経営事項審査の場合、確認事項

が多岐にわたるため、結果通知が送付されるまでに通常の日数（申請の収受日から

35 日程度）よりも多くの日数を要する場合があります。あらかじめご了承くださ

い。 
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関係機関の連絡先 

 

経営規模等評価項目関係機関 

項     目 機         関 電 話 番 号 

建 設 業 退 職 金 共 済 
建設業退職金共済事業神奈川県支部 

  （神奈川県建設会館内） 
（045）201-8454 

中小企業退職金共済制度 中小企業退職金共済事業本部 （03）6907-1234 

法 定 外 労 災 補 償 制 度 

（公財）建設業福祉共済団 （03）3591-8451 

（一社）全国建設業労災互助会 （03）3518-6551 

（一社）全国労働保険事務組合連合会 （03）3234-1481 

 

 

建設業許可関係試験研修実施機関 

種     別 機        関 電 話 番 号 

土 木 施 工 管 理 技 士 
（一財）全国建設研修センター 

（土木試験部） 

（管工事試験部） 

（造園・区画整理試験部） 

（電気通信工事試験部） 

 

042-300-6860 

管 工 事 施 工 管 理 技 士 042-300-6855 

造 園 施 工 管 理 技 士 042-300-6866 

電気通信工事施工管理技士 042-300-0205 

建 築 施 工 管 理 技 士 
（一財）建設業振興基金 （03）5473-1581 

電気工事施工管理技士 

建 設 機 械 施 工 技 士 （一社）日本建設機械施工協会 （03）3433-1501 

建   築   士 

（ 1 級・2 級・木造） 

建 築 設 備 士
 
（公財）建築技術教育普及センター （03）6261-3310 

電 気 工 事 士 
（一財）電気技術者試験センター （03）3552-7691 

電 気 主 任 技 術 者 

技 術 士 （公社）日本技術士会（試験・登録部） （03）6432-4585 

職業能力開発促進法に 

基 づ く 資 格 

神奈川県産業労働局労働部産業人材課 

（技能振興グループ） 
（045）210-1111㈹ 
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建 設 業 関 係 機 関 

機          関 電 話 番 号 

国 土 交 通 省 関 東 地 方 整 備 局  （048）601-3151㈹ 

（一財）建設業技術者センター 

神  奈  川  県  支  部 
(監理技術者資格者証の交付) （045）641-4766 

 

機          関 電 話 番 号 

神 奈 川 県 行 政 書 士 会 (申請書類作成・提出代理) （045）641-0739 

 



- 109 - 

 

登録経営状況分析機関一覧 

                             
 

登録番号 機関の名称 事務所の所在地 電話番号 

１ (一財) 建設業情報管理センタ－ 
東京都中央区日本橋大伝馬

町14-1 
03-6661-6663 

２ ㈱ マネ－ジメント・デ－タ・リサ－チ 
熊本県熊本市中央区京町

2-2-37 
096-278-8330 

４ ワイズ公共デ－タシステム ㈱ 長野県長野市田町2120-1 026-232-1145 

５ ㈱ 九州経営情報分析センタ－ 長崎県長崎市今博多町22 095-811-1477 

７ ㈱ 北海道経営情報センタ－ 
北海道札幌市白石区東札幌

一条4-8-1 
011-820-6111 

８ ㈱ ネットコア 栃木県宇都宮市鶴田2-5-24 028-649-0111 

９ ㈱ 経営状況分析センタ－ 東京都港区三田1-2-22 03-6685-1008 

１０ 経営状況分析センタ－西日本 ㈱ 山口県宇部市北琴芝1-6-10 0836-38-3781 

１１ ㈱ ＮＫＢ 
福岡県北九州市小倉北区重

住3-2-12 
093-982-3800 

２２ ㈱建設業経営情報分析センター 東京都立川市柴崎町2-17-6 042-505-7533 
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神奈川県知事の許可を受けている建設業者の皆さまへ 

◆◆◆ 重要なお知らせ ◆◆◆ 

― 個人情報の取扱いについて ― 

 

【経営事項審査（経営規模等評価及び総合評定値）申請に係る個人情報の利用目的等】 

神奈川県知事が、建設業法第27条の26の規定に基づき提出される経営規模等評価の申請書及

び第27条の29の規定に基づき提出される総合評定値の請求（以下「経営事項審査申請等」とい

う。）により取得する個人情報は、次のとおり利用し、第三者に提供します。 

１． 経営事項審査申請等の審査事務 

２． 経営事項審査申請等を行った者に対する指導監督等の事務 

 

【経営事項審査（経営規模等評価及び総合評定値）の審査結果に係る個人情報の利用目的等】 

 神奈川県知事が、建設業法第27条の26の規定に基づき提出された経営規模等評価の申請及び

第27条の29の規定に基づき提出される総合評定値の請求により提出された申請等の審査結果

（以下「経営事項審査結果」という。）に作成する個人情報は、次のとおり利用し、第三者に

提供します。 

１．国、地方公共団体及び建設業法施行令第27条の2に規定する法人に対する経営事項審査結果

の通知（公共工事発注支援データベースシステムにより提供するものを含みます。） 

２．経営事項審査結果の公表及び閲覧（公表及び閲覧は、一般財団法人建設業情報管理センタ

ーに委任しており、同センターにおいて行っております。） 

３．経営事項審査結果を受けた者に対する指導監督等の事務 

４．他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が、法令の定める事

務又は業務の遂行に必要な限度で利用するとき 

５．その他提供することについて特別の理由があるときの提供 

 

経営規模等評価申請・総合評定値請求の手引き 

令和８年７月１日  

 神奈川県県土整備局事業管理部建設業課 

 建設業審査グループ 
          〒231-0021 横浜市中区日本大通33 

                    （神奈川県住宅供給公社ビル内） 
電話（045）285-3218  

 



 

周 辺 略 図 
〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通 33 神奈川県住宅供給公社ビル６階 

電話 045-285-3218 
 

ＪＲ根岸線   「関内」駅下車    徒歩約 8 分 
横浜市営地下鉄 「関内」駅下車    徒歩約 8 分 
みなとみらい線 「日本大通り」駅下車 徒歩約 4 分 

 

 

◎ 申請書類は審査会場内では販売しておりません。 

◎ お越しになる際は公共交通機関をご利用ください。 
 

 

経営事項審査室 

（神奈川県住宅供給公社ビル６階） 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営事項審査に関する問合せ先
 

神奈川県 県土整備局 事業管理部 建設業課 建設業審査グループ 
電話番号 045-285-3218 


